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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、
の動作に関する設定を行う設定装置であって、
　前記無線端末装置は、自己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基
地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号であって、前記選択
基地局および前記無線端末装置間で使用される前記無線信号の周波数と異なる周波数の無
線信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、
　前記設定装置は、
　前記異周波測定動作が行われる異周波測定期間における前記異なる周波数の無線信号の
測定結果が、前記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを設定するた
めの異周波測定制御部と、
　前記異周波測定制御部による前記設定の内容を前記無線端末装置に通知するための設定
通知部とを備え、
　前記異周波測定制御部は、前記周辺基地局ごとまたは前記無線信号の周波数ごとに前記
設定を行い、
　前記無線端末装置は、前記異周波測定期間における前記異なる周波数の無線信号の測定
結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するたびに、前記測定結果を前記選択基地局
に報告し、
　前記異周波測定制御部は、前記所定時間を前記周辺基地局ごとまたは前記無線信号の周
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波数ごとに設定する、設定装置。
【請求項２】
　前記異周波測定制御部は、前記異周波測定期間において前記異なる周波数の無線信号が
測定されるタイミングである測定タイミングの間隔が長いほど、前記所定時間を長く設定
する、請求項１に記載の設定装置。
【請求項３】
　通信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、
の動作に関する設定を行う設定装置における通信制御方法であって、
　前記無線端末装置は、自己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基
地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号であって、前記選択
基地局および前記無線端末装置間で使用される前記無線信号の周波数と異なる周波数の無
線信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、
　前記異周波測定動作が行われる異周波測定期間における前記異なる周波数の無線信号の
測定結果が、前記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを、前記周辺
基地局ごとまたは前記無線信号の周波数ごとに設定するステップと、
　設定した内容を前記無線端末装置に通知するステップとを含み、
　前記無線端末装置は、前記異周波測定期間における前記異なる周波数の無線信号の測定
結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するたびに、前記測定結果を前記選択基地局
に報告し、
　前記報告タイミングを設定するステップにおいては、前記所定時間を前記周辺基地局ご
とまたは前記無線信号の周波数ごとに設定する、通信制御方法。
【請求項４】
　通信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、
の動作に関する設定を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、
　前記無線端末装置は、自己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基
地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号であって、前記選択
基地局および前記無線端末装置間で使用される前記無線信号の周波数と異なる周波数の無
線信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、
　コンピュータに、
　前記異周波測定動作が行われる異周波測定期間における前記異なる周波数の無線信号の
測定結果が、前記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを、前記周辺
基地局ごとまたは前記無線信号の周波数ごとに設定するステップと、
　設定した内容を前記無線端末装置に通知するステップとを実行させるためのプログラム
であり、
　前記無線端末装置は、前記異周波測定期間における前記異なる周波数の無線信号の測定
結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するたびに、前記測定結果を前記選択基地局
に報告し、
　前記報告タイミングを設定するステップにおいては、前記所定時間を前記周辺基地局ご
とまたは前記無線信号の周波数ごとに設定する、通信制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、設定装置、通信制御方法および通信制御プログラムに関し、特に、無線端末
装置が通信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な通信システ
ムにおける設定装置、通信制御方法および通信制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動通信システムでは、半径数百メートルから数十キロメートルのセルすなわち
無線端末装置が通信可能なエリアを形成する無線基地局装置（以下、マクロ基地局とも称
する。）による通信サービスが提供されてきた。
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【０００３】
　近年、移動通信サービスの加入者数の劇的な増加およびデータ通信による通信トラヒッ
ク量の増大から、より半径の小さいセルを形成することによって加入者および通信トラヒ
ックを分散し、また、一定レベルの通信速度をユーザへ安定して提供することが望まれて
いる。また、ビルの超高層化に伴う不感地対策のため、企業フロア内および一般家庭内へ
の無線基地局装置の設置も望まれている。
【０００４】
　これらの要望と併せて、無線基地局装置で使用される種々のデバイスの処理能力が飛躍
的に向上したことによって無線基地局装置の小型化が進み、このような小型化された基地
局が注目を集めている。
【０００５】
　この小型基地局は、半径１０メートル前後のフェムトセル（Femto　Cell）を形成する
フェムト基地局、または半径１００メートルから２００メートルのピコセル（Pico　Cell
）を形成するピコ基地局などである。上記のように、フェムトセルおよびピコセルの半径
は小さいため、たとえばフェムト基地局は、マクロ基地局が形成するマクロセル（Macro
　Cell）の圏外となりマクロ基地局の設置が困難な屋内および地下街等の場所で使用され
ることが考えられる。
【０００６】
　また、このようなフェムト基地局、ピコ基地局およびマクロ基地局が混在する通信シス
テムであるヘテロジーニアスネットワークでは、たとえばマクロセル内に複数のフェムト
セルまたはピコセルが形成される（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】3GPP　TS　36.300　V10.5.0　2011.10
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、近年、フェムト基地局およびピコ基地局などの小型基地局の設置数が増加傾向
にある。また、無線基地局装置の近くでは受信電力の変化が急であり、さらに、無線基地
局により形成されるセルのセルエッジにおける受信電力の変化は、マクロ基地局よりもフ
ェムト基地局またはピコ基地局などの小型基地局の方が大きい。このため、小型基地局の
設置数の増加に伴い、無線端末装置の通信先切替動作が起こりやすくなっている。
【０００９】
　また、無線端末装置と通信接続を確立している無線基地局装置（以下、選択基地局とも
称する）と当該無線端末装置との間で使用される無線信号の周波数と、選択基地局以外の
無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号の周波数とが異なる場合がある
。
【００１０】
　このような移動通信システムでは、たとえば、無線端末装置は、通信接続先として適切
な無線基地局装置が選択されるために、自己と選択基地局との間で使用される無線信号の
周波数と異なる周波数の無線信号の測定を間欠的に行い、選択基地局に測定結果を送信す
る（非特許文献２（3GPP　TS　36.133　V10.4.0））。このような測定動作を行う無線端
末装置では、近年の小型基地局の設置数の増加に伴い、上記測定の対象が増加する。
【００１１】
　しかしながら、上記測定の精度を確保するため、無線端末装置が並行して測定すること
のできる周辺基地局の数には限りがある。このため、周辺基地局が多数存在する場合には
、無線端末装置による上記測定に時間がかかり、通信先切替動作のタイミングが遅れるな
どの問題が発生する。
【００１２】



(4) JP 6311600 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

　また、上記測定結果は、たとえば、無線端末装置において所定条件を満たす状態が所定
時間継続した場合に当該無線端末装置から選択基地局へ送信される。そして、選択基地局
への上記測定結果の送信が行われるまでに時間がかかる場合には、測定自体が遅れる場合
と同様に、通信先切替動作のタイミングが遅れるなどの問題が発生する。
【００１３】
　また、選択基地局と無線端末装置との間で使用される無線信号の周波数と、周辺基地局
から送信される無線信号の周波数とが同じ場合には、無線端末装置は、上記のような間欠
的な測定を行う必要はない。しかしながら、この場合であっても、無線端末装置は、移動
に伴って切替先の無線基地局装置が適切に選択されるために、周辺基地局から送信される
無線信号を測定し、選択基地局に測定結果を送信する必要がある。そして、周辺基地局が
多数存在する場合には、すべての周辺基地局の測定を完了するのに時間がかかり、上記と
同様に、通信先切替動作のタイミングが遅れるなどの問題が発生する。
【００１４】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、無線端末装置
における周辺基地局からの無線信号の測定動作を適切に行い、通信の安定化を図ることが
可能な設定装置、通信制御方法および通信制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる設定装置は、通信先切
替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関
する設定を行う設定装置であって、上記無線端末装置は、自己が通信相手として選択して
いる無線基地局装置である選択基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信さ
れる無線信号であって、上記選択基地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線
信号の周波数と異なる周波数の無線信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、上
記設定装置は、上記異周波測定動作が行われる異周波測定期間において上記異なる周波数
の無線信号が測定されるタイミングである測定タイミング、上記異周波測定動作が行われ
る間隔、または上記異周波測定期間における上記異なる周波数の無線信号の測定結果が上
記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを設定するための異周波測定
制御部と、上記異周波測定制御部による上記設定の内容を上記無線端末装置に通知するた
めの設定通知部とを備え、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局ごとまたは上記無線
信号の周波数ごとに上記設定を行う。
【００１６】
　（１７）また、この発明の別の局面に係わる設定装置は、通信先切替動作を行なうこと
により複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関する設定を行う設定
装置であって、上記無線端末装置が通信相手として選択している無線基地局装置である選
択基地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線信号の周波数と同じ周波数の無
線信号であって、上記選択基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される
無線信号の測定が上記無線端末装置によって行われるタイミングである測定タイミングを
設定するための測定制御部と、上記測定制御部による上記設定の内容を上記無線端末装置
に通知するための設定通知部とを備え、上記測定制御部は、上記周辺基地局ごとに上記設
定を行う。
【００１７】
　（２３）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御方法は、通
信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動
作に関する設定を行う設定装置における通信制御方法であって、上記無線端末装置は、自
己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基地局以外の無線基地局装置
である周辺基地局から送信される無線信号であって、上記選択基地局および上記無線端末
装置間で使用される上記無線信号の周波数と異なる周波数の無線信号、を測定する異周波
測定動作を間欠的に行い、上記異周波測定動作が行われる異周波測定期間において上記異
なる周波数の無線信号が測定されるタイミングである測定タイミング、上記異周波測定動
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作が行われる間隔、または上記異周波測定期間における上記異なる周波数の無線信号の測
定結果が上記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを、上記周辺基地
局ごとまたは上記無線信号の周波数ごとに設定するステップと、設定した内容を上記無線
端末装置に通知するステップとを含む。
【００１８】
　（２４）また、この発明の別の局面に係わる通信制御方法は、通信先切替動作を行なう
ことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関する設定を行う
設定装置における通信制御方法であって、上記無線端末装置が通信相手として選択してい
る無線基地局装置である選択基地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線信号
の周波数と同じ周波数の無線信号であって、上記選択基地局以外の無線基地局装置である
周辺基地局から送信される無線信号の測定が上記無線端末装置によって行われるタイミン
グである測定タイミングを、上記周辺基地局ごとに設定するステップと、設定した内容を
上記無線端末装置に通知するステップとを含む。
【００１９】
　（２５）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御プログラム
は、通信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置
、の動作に関する設定を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、
上記無線端末装置は、自己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基地
局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号であって、上記選択基
地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線信号の周波数と異なる周波数の無線
信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、コンピュータに、上記異周波測定動作
が行われる異周波測定期間において上記異なる周波数の無線信号が測定されるタイミング
である測定タイミング、上記異周波測定動作が行われる間隔、または上記異周波測定期間
における上記異なる周波数の無線信号の測定結果が上記選択基地局に報告されるタイミン
グである報告タイミングを、上記周辺基地局ごとまたは上記無線信号の周波数ごとに設定
するステップと、設定した内容を上記無線端末装置に通知するステップとを実行させるた
めのプログラムである。
【００２０】
　（２６）また、この発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、通信先切替動作を
行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関する設定
を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、上記
無線端末装置が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基地局および上記
無線端末装置間で使用される上記無線信号の周波数と同じ周波数の無線信号であって、上
記選択基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号の測定が上
記無線端末装置によって行われるタイミングである測定タイミングを、上記周辺基地局ご
とに設定するステップと、設定した内容を上記無線端末装置に通知するステップとを実行
させるためのプログラムである。
【００２１】
　（２７）また、この発明の別の局面に係わる無線基地局装置は、無線端末装置の動作に
関する設定を行う設定装置であって、上記無線端末装置は、プライマリセルを形成するプ
ライマリ基地局との無線信号の送受信、および、セカンダリセルを形成するセカンダリ基
地局との無線信号の送受信を並行して行うことが可能であり、上記無線端末装置および上
記プライマリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数と、上記無線端末装置および上
記セカンダリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数とは異なり、上記無線端末装置
は、上記セカンダリ基地局から送信される上記無線信号の測定を行うセカンダリ測定動作
を行い、上記設定装置は、上記プライマリ基地局、上記セカンダリ基地局および上記無線
端末装置のうち少なくとも１つに関する情報に基づいて、上記無線端末装置によって上記
セカンダリ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの設定を行う
ためのセカンダリ測定制御部と、上記セカンダリ測定制御部による上記設定の内容を上記
無線端末装置に通知するための設定通知部とを備える。



(6) JP 6311600 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

【００２２】
　（３４）また、この発明の別の局面に係わる通信制御方法は、無線端末装置の動作に関
する設定を行う設定装置における通信制御方法であって、上記無線端末装置は、プライマ
リセルを形成するプライマリ基地局との無線信号の送受信、および、セカンダリセルを形
成するセカンダリ基地局との無線信号の送受信を並行して行うことが可能であり、上記無
線端末装置および上記プライマリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数と、上記無
線端末装置および上記セカンダリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数とは異なり
、上記無線端末装置は、上記セカンダリ基地局から送信される上記無線信号の測定を行う
セカンダリ測定動作を行い、上記通信制御方法は、上記無線端末装置によって上記セカン
ダリ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの設定を行うステッ
プと、上記設定の内容を上記無線端末装置に通知するステップとを含む。
【００２３】
　（３５）また、この発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、無線端末装置の動
作に関する設定を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、上記無
線端末装置は、プライマリセルを形成するプライマリ基地局との無線信号の送受信、およ
び、セカンダリセルを形成するセカンダリ基地局との無線信号の送受信を並行して行うこ
とが可能であり、上記無線端末装置および上記プライマリ基地局間で使用される上記無線
信号の周波数と、上記無線端末装置および上記セカンダリ基地局間で使用される上記無線
信号の周波数とは異なり、上記無線端末装置は、上記セカンダリ基地局から送信される上
記無線信号の測定を行うセカンダリ測定動作を行い、上記通信制御プログラムは、コンピ
ュータに、上記無線端末装置によって上記セカンダリ測定動作が行われるタイミングであ
るセカンダリ測定タイミングの設定を行うステップと、上記設定の内容を上記無線端末装
置に通知するステップとを実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、周辺基地局から送信される無線信号の測定において、無線端末装置に
おける周辺基地局からの無線信号の測定動作を適切に行い、通信の安定化を図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システム
の構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システム
におけるハンドオーバ動作のシーケンスの一例を示す図である。
【図３】図３は、無線端末装置によるサービング基地局との間の通信期間と、周辺基地局
から送信される無線信号の測定を行う異周波測定期間との関係を説明する図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図である
。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置における制御部の構成
を示す図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部に
よる測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【図７】図７は、図６に示す測定タイミングの設定動作により設定された測定タイミング
の間隔を示す図である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部に
よる測定開始タイミングの設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【図９】図９は、図８に示す測定開始タイミングの設定動作により設定された測定開始タ
イミングを示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の設定通知部によ
る設定内容の通知動作の流れを説明するシーケンスである。
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【図１１】図１１は、図１０に示す通知動作の設定パラメータの一例を示す図である。
【図１２】図１２は、図１１に示すメジャメントオブジェクトに含まれる設定パラメータ
の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムにおいてハンドオーバ動作が行なわれる状況の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御
部による異周波測定動作を行う間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【図１５】図１５は、図１４に示す異周波測定動作を行う間隔の設定動作により設定され
た異周波測定動作を行う間隔の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、図１４に示す異周波測定動作を行う間隔の設定動作により設定され
た異周波測定動作を行う間隔の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御
部による報告タイミングの設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【図１８】図１８は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムにおいて、無線端末装置が測定結果通知を送信する状況の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御
部により設定される異周波測定動作の間隔とＴＴＴとの関係を示す図である。
【図２０】図２０は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の設定通知部によ
る設定内容の通知動作の流れを説明するシーケンスである。
【図２１】図２１は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムの構成を示す図である。
【図２２】図２２は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置における制御部の
構成を示す図である。
【図２３】図２３は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置の測定制御部によ
る測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【図２４】図２４は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置の測定制御部によ
る測定開始タイミングの設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【図２５】図２５は、図１１に示すメジャメントオブジェクトに含まれる設定パラメータ
の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムの構成を示す図である。
【図２７】図２７は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムにおけるセカンダリセルの有効化処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図２８】図２８は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図で
ある。
【図２９】図２９は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定
制御部によるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャー
トの一例（その１）である。
【図３０】図３０は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定
制御部によるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャー
トの一例（その２）である。
【図３１】図３１は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定
制御部によるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャー
トの一例（その３）である。
【図３２】図３２は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定
制御部によるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャー
トの一例（その４）である。
【図３３】図３３は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置から送信されるメ
ジャメントオブジェクトに含まれる設定パラメータの一例を示す図である。
【図３４】図３４は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムの構成を示す図であ
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る。
【図３５】図３５は、本発明の第４の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムにおける通信先切替動作のシーケンスの一例を示す図である。
【図３６】図３６は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置の
構成を示す図である。
【図３７】図３７は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置に
より設定された測定タイミングの間隔を示す図である。
【図３８】図３８は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置に
より設定された測定開始タイミングを示す図である。
【図３９】図３９は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置に
より設定された異周波測定動作を行う間隔の一例を示す図である。
【図４０】図４０は、本発明の第５の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムの構成を示す図である。
【図４１】図４１は、本発明の第５の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置の
構成を示す図である。
【図４２】図４２は、本発明の第６の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムの構成を示す図である。
【図４３】図４３は、本発明の第６の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信シス
テムにおけるセカンダリセルの有効化処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図４４】図４４は、本発明の第６の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置の
構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。
【００２７】
　（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる設定装置は、通信先切
替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関
する設定を行う設定装置であって、上記無線端末装置は、自己が通信相手として選択して
いる無線基地局装置である選択基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信さ
れる無線信号であって、上記選択基地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線
信号の周波数と異なる周波数の無線信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、上
記設定装置は、上記異周波測定動作が行われる異周波測定期間において上記異なる周波数
の無線信号が測定されるタイミングである測定タイミング、上記異周波測定動作が行われ
る間隔、または上記異周波測定期間における上記異なる周波数の無線信号の測定結果が上
記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを設定するための異周波測定
制御部と、上記異周波測定制御部による上記設定の内容を上記無線端末装置に通知するた
めの設定通知部とを備え、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局ごとまたは上記無線
信号の周波数ごとに上記設定を行う。
【００２８】
　このような構成により、周辺基地局ごとまたは周辺基地局から送信される無線信号の周
波数ごとにタイミングをずらして異周波測定動作を行うことができるため、並行して測定
することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定期間内に測定することのできる測
定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため、周辺基地局が多数存在する場合
であっても測定に時間がかかることを防ぎ、無線端末装置による異周波測定動作を適切に
行うことができ、通信の安定化を図ることができる。
【００２９】
　（２）また、上記異周波測定制御部は、上記測定タイミングの間隔を上記周辺基地局ご
とまたは上記無線信号の周波数ごとに設定してもよい。
【００３０】
　このように、測定タイミングの間隔を設定する構成により、異周波測定動作のタイミン
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グ調整を適切かつ容易に行うことができる。
【００３１】
　（３）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局と上記選択基地局との距離が遠
いほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００３２】
　ここで、周辺基地局と選択基地局との距離が遠いほど、通信先切替動作のタイミングが
遅すぎることにより無線リンク断が発生する可能性が高い。すなわち、上記のような構成
により、無線リンク断が発生する可能性が高い状況であるほど周辺基地局から送信される
無線信号を頻繁に測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【００３３】
　（４）また、上記異周波測定制御部は、上記選択基地局から送信される上記無線信号の
電力が小さいほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００３４】
　ここで、選択基地局から送信される無線信号の送信電力が小さいほど選択基地局により
形成されるセルの半径が小さいため、周辺基地局は当該セルのエッジ付近または当該セル
外に位置する可能性が高く、通信先切替動作のタイミングが遅すぎることによる無線リン
ク断が発生する可能性が高い。すなわち、上記のような構成により、無線リンク断が発生
する可能性が高い状況であるほど周辺基地局から送信される無線信号を頻繁に測定して、
一層通信の安定化を図ることができる。
【００３５】
　（５）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号の
電力が大きいほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００３６】
　ここで、周辺基地局から送信される無線信号の送信電力が大きいほど周辺基地局により
形成されるセルの半径が大きいため、無線端末装置が当該セル内に入ることにより当該周
辺基地局が無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高い。すなわち、上記の
ような構成により、無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高い周辺基地局
から送信される無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる
。
【００３７】
　（６）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号の
上記無線端末装置における受信電力が大きいほど上記測定タイミングの間隔を短く設定し
てもよい。
【００３８】
　ここで、周辺基地局から送信される無線信号の無線端末装置における受信電力が大きい
ほど、当該周辺基地局は無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高い。すな
わち、上記のような構成により、無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高
い周辺基地局から送信される無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図る
ことができる。
【００３９】
　（７）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号の
周波数が高いほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００４０】
　ここで、周辺基地局から送信される無線信号の周波数が高いほど無線信号の減衰が大き
く無線端末装置との間の通信品質が悪くなるため、無線端末装置の通信先切替動作のタイ
ミングが遅すぎることによる無線リンク断が発生する可能性が高い。すなわち、上記のよ
うな構成により、無線端末装置の通信接続先となる場合に無線リンク断が発生する可能性
が高い周辺基地局からの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ること
ができる。
【００４１】
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　（８）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号の
周波数が低いほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００４２】
　このような構成により、送信される無線信号の減衰が小さく、無線端末装置との間の通
信品質が良くなる周辺基地局から送信される無線信号を優先的に多く測定して、一層通信
の安定化を図ることができる。
【００４３】
　（９）また、上記異周波測定制御部は、上記無線端末装置と上記周辺基地局との距離が
近いほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００４４】
　このような構成により、無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高い周辺
基地局からの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【００４５】
　（１０）また、上記異周波測定制御部は、上記異周波測定期間における上記異なる周波
数の無線信号の測定開始タイミングを上記周辺基地局ごとまたは上記無線信号の周波数ご
とに設定してもよい。
【００４６】
　このように、測定開始タイミングを設定する構成により、異周波測定動作のタイミング
調整を適切かつ容易に行うことができる。
【００４７】
　（１１）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局と上記選択基地局との距離が
近いほど上記異周波測定動作を行う間隔を長く設定してもよい。
【００４８】
　ここで、周辺基地局と選択基地局との距離が近いほど、当該周辺基地局は選択基地局に
より形成されるセル内に位置する可能性が高く、当該セルのセルエッジ付近に位置する周
辺基地局と比較して、無線端末装置の通信先切替動作のタイミングが遅すぎることによる
無線リンク断が発生する可能性が低い。すなわち、上記のような構成により、無線リンク
断が発生する可能性の低い周辺基地局から送信される無線信号の測定の頻度を少なくして
、無線端末装置の消費電力を低減させることができる。
【００４９】
　（１２）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号
の周波数が高いほど上記異周波測定動作を行う間隔を短く設定してもよい。
【００５０】
　ここで、周辺基地局から送信される無線信号の周波数が高いほど無線信号の減衰が大き
く無線端末装置との間の通信品質が悪くなるため、無線端末装置の通信先切替動作のタイ
ミングが遅すぎることによる無線リンク断が発生する可能性が高い。すなわち、上記のよ
うな構成により、無線端末装置の通信接続先となる場合に無線リンク断が発生する可能性
の高い周辺基地局からの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ること
ができる。
【００５１】
　（１３）また、上記異周波測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号
の周波数が低いほど上記異周波測定動作を行う間隔を短く設定してもよい。
【００５２】
　このような構成により、送信される無線信号の減衰が小さく、無線端末装置との間の通
信品質が良くなる周辺基地局から送信される無線信号を優先的に多く測定して、一層通信
の安定化を図ることができる。
【００５３】
　（１４）また、上記異周波測定制御部は、上記無線端末装置と上記周辺基地局との距離
が近いほど上記異周波測定動作を行う間隔を短く設定してもよい。
【００５４】
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　このような構成により、無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高い周辺
基地局からの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【００５５】
　（１５）また、上記無線端末装置は、上記異周波測定期間における上記異なる周波数の
無線信号の測定結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するたびに、上記測定結果を
上記設定装置に報告し、上記異周波測定制御部は、上記所定時間を上記周辺基地局ごとま
たは上記無線信号の周波数ごとに設定してもよい。
【００５６】
　このような構成により、たとえば、周辺基地局が選択基地局により形成されるセルのセ
ルエッジ付近に位置する状況、すなわち無線端末装置の通信先切替動作が遅すぎることに
より無線リンク断が発生する可能性が高い状況においては、上記所定時間を短く設定して
通信の安定化を図るとともに、周辺基地局が選択基地局により形成されるセルの中心付近
に位置する状況においては上記所定時間を長く設定して精度の高い測定結果を得ることが
できる。
【００５７】
　（１６）また、上記異周波測定制御部は、上記測定タイミングの間隔が長いほど、上記
所定時間を長く設定してもよい。
【００５８】
　このような構成により、測定タイミングの間隔が長く、所定期間内に行われる測定回数
が少ない周辺基地局からの無線信号であっても、測定結果が所定条件を満たす状態が長時
間継続するまで無線基地局装置への報告が行われないため、報告される測定結果の精度を
確保することができる。
【００５９】
　（１７）また、この発明の別の局面に係わる設定装置は、通信先切替動作を行なうこと
により複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関する設定を行う設定
装置であって、上記無線端末装置が通信相手として選択している無線基地局装置である選
択基地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線信号の周波数と同じ周波数の無
線信号であって、上記選択基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される
無線信号の測定が上記無線端末装置によって行われるタイミングである測定タイミングを
設定するための測定制御部と、上記測定制御部による上記設定の内容を上記無線端末装置
に通知するための設定通知部とを備え、上記測定制御部は、上記周辺基地局ごとに上記設
定を行う。
【００６０】
　このような構成により、周辺基地局ごとにタイミングをずらして無線信号の測定を行う
ことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定
期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため
、周辺基地局が多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを防ぎ、周辺基地局
から送信される無線信号の測定を適切に行うことができ、通信の安定化を図ることができ
る。
【００６１】
　（１８）また、上記測定制御部は、上記測定タイミングの間隔を上記周辺基地局ごとに
設定してもよい。
【００６２】
　このように、測定タイミングの間隔を設定する構成により、測定動作のタイミング調整
を適切かつ容易に行うことができる。
【００６３】
　（１９）また、上記測定制御部は、上記選択基地局と上記周辺基地局との距離が近いほ
ど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００６４】
　ここで、選択基地局および無線端末装置間で使用される無線信号の周波数と、周辺基地
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局から送信される無線信号の周波数とが同じである場合であって、周辺基地局と選択基地
局との距離が近い場合、周辺基地局および選択基地局の双方から送信される無線信号が干
渉することによって、周辺基地局から送信される無線信号の測定を正確に行うことが困難
となることがある。すなわち、上記のような構成により、正確な測定を行うことが困難と
なる可能性の高い周辺基地局からの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化
を図ることができる。
【００６５】
　（２０）また、上記測定制御部は、上記選択基地局が送信する上記無線信号の電力が大
きいほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００６６】
　ここで、選択基地局から送信される送信電力が大きい場合、周辺基地局および選択基地
局の双方から送信される無線信号が干渉することによって、周辺基地局から送信される無
線信号の測定を正確に行うことが困難となることがある。すなわち、上記のような構成に
より、正確な測定を行うことが困難となる可能性の高い状況であるほど、周辺基地局から
送信される無線信号を高い頻度で測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【００６７】
　（２１）また、上記測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号の電力
が大きいほど上記測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００６８】
　ここで、周辺基地局から送信される送信電力が大きい場合、周辺基地局および選択基地
局の双方から送信される無線信号が干渉することによって、周辺基地局から送信される無
線信号の測定を正確に行うことが困難となることがある。すなわち、上記のような構成に
より、正確な測定を行うことが困難となる可能性の高い周辺基地局からの無線信号を優先
的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【００６９】
　（２２）また、上記測定制御部は、上記周辺基地局から送信される上記無線信号の測定
開始タイミングを上記周辺基地局ごとに設定してもよい。
【００７０】
　このように、測定開始タイミングを設定する構成により、測定動作のタイミング調整を
適切かつ容易に行うことができる。
【００７１】
　（２３）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御方法は、通
信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動
作に関する設定を行う設定装置における通信制御方法であって、上記無線端末装置は、自
己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基地局以外の無線基地局装置
である周辺基地局から送信される無線信号であって、上記選択基地局および上記無線端末
装置間で使用される上記無線信号の周波数と異なる周波数の無線信号、を測定する異周波
測定動作を間欠的に行い、上記異周波測定動作が行われる異周波測定期間において上記異
なる周波数の無線信号が測定されるタイミングである測定タイミング、上記異周波測定動
作が行われる間隔、または上記異周波測定期間における上記異なる周波数の無線信号の測
定結果が上記選択基地局に報告されるタイミングである報告タイミングを、上記周辺基地
局ごとまたは上記無線信号の周波数ごとに設定するステップと、設定した内容を上記無線
端末装置に通知するステップとを含む。
【００７２】
　このような構成により、周辺基地局ごとまたは周辺基地局から送信される無線信号の周
波数ごとにタイミングをずらして異周波測定動作を行うことができるため、並行して測定
することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定期間内に測定することのできる測
定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため、周辺基地局が多数存在する場合
であっても測定に時間がかかることを防ぎ、無線端末装置による異周波測定動作を適切に
行うことができ、通信の安定化を図ることができる。
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【００７３】
　（２４）また、この発明の別の局面に係わる通信制御方法は、通信先切替動作を行なう
ことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関する設定を行う
設定装置における通信制御方法であって、上記無線端末装置が通信相手として選択してい
る無線基地局装置である選択基地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線信号
の周波数と同じ周波数の無線信号であって、上記選択基地局以外の無線基地局装置である
周辺基地局から送信される無線信号の測定が上記無線端末装置によって行われるタイミン
グである測定タイミングを、上記周辺基地局ごとに設定するステップと、設定した内容を
上記無線端末装置に通知するステップとを含む。
【００７４】
　このような構成により、周辺基地局ごとにタイミングをずらして無線信号の測定を行う
ことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定
期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため
、周辺基地局が多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを防ぎ、周辺基地局
から送信される無線信号の測定を適切に行うことができ、通信の安定化を図ることができ
る。
【００７５】
　（２５）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる通信制御プログラム
は、通信先切替動作を行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置
、の動作に関する設定を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、
上記無線端末装置は、自己が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基地
局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号であって、上記選択基
地局および上記無線端末装置間で使用される上記無線信号の周波数と異なる周波数の無線
信号、を測定する異周波測定動作を間欠的に行い、コンピュータに、上記異周波測定動作
が行われる異周波測定期間において上記異なる周波数の無線信号が測定されるタイミング
である測定タイミング、上記異周波測定動作が行われる間隔、または上記異周波測定期間
における上記異なる周波数の無線信号の測定結果が上記選択基地局に報告されるタイミン
グである報告タイミングを、上記周辺基地局ごとまたは上記無線信号の周波数ごとに設定
するステップと、設定した内容を上記無線端末装置に通知するステップとを実行させるた
めのプログラムである。
【００７６】
　このような構成により、周辺基地局ごとまたは周辺基地局から送信される無線信号の周
波数ごとにタイミングをずらして異周波測定動作を行うことができるため、並行して測定
することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定期間内に測定することのできる測
定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため、周辺基地局が多数存在する場合
であっても測定に時間がかかることを防ぎ、無線端末装置による異周波測定動作を適切に
行うことができ、通信の安定化を図ることができる。
【００７７】
　（２６）また、この発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、通信先切替動作を
行なうことにより複数の無線基地局装置と通信可能な無線端末装置、の動作に関する設定
を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、コンピュータに、上記
無線端末装置が通信相手として選択している無線基地局装置である選択基地局および上記
無線端末装置間で使用される上記無線信号の周波数と同じ周波数の無線信号であって、上
記選択基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号の測定が上
記無線端末装置によって行われるタイミングである測定タイミングを、上記周辺基地局ご
とに設定するステップと、設定した内容を上記無線端末装置に通知するステップとを実行
させるためのプログラムである。
【００７８】
　このような構成により、周辺基地局ごとにタイミングをずらして無線信号の測定を行う
ことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定
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期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため
、周辺基地局が多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを防ぎ、周辺基地局
から送信される無線信号の測定を適切に行うことができ、通信の安定化を図ることができ
る。
【００７９】
　（２７）また、この発明の別の局面に係わる無線基地局装置は、無線端末装置の動作に
関する設定を行う設定装置であって、上記無線端末装置は、プライマリセルを形成するプ
ライマリ基地局との無線信号の送受信、および、セカンダリセルを形成するセカンダリ基
地局との無線信号の送受信を並行して行うことが可能であり、上記無線端末装置および上
記プライマリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数と、上記無線端末装置および上
記セカンダリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数とは異なり、上記無線端末装置
は、上記セカンダリ基地局から送信される上記無線信号の測定を行うセカンダリ測定動作
を行い、上記設定装置は、上記プライマリ基地局、上記セカンダリ基地局および上記無線
端末装置のうち少なくとも１つに関する情報に基づいて、上記無線端末装置によって上記
セカンダリ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの設定を行う
ためのセカンダリ測定制御部と、上記セカンダリ測定制御部による上記設定の内容を上記
無線端末装置に通知するための設定通知部とを備える。
【００８０】
　このような構成により、たとえば、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質
が悪く、無線端末装置の通信接続先となるセカンダリ基地局の選択を早期に行う必要があ
る状況において、所定期間内の測定が頻繁に行われるようにセカンダリ測定タイミングの
間隔を設定するなど、状況に応じた適切なタイミングでセカンダリ測定動作を行うことが
できるため、通信の安定化を図ることができる。
【００８１】
　また、上記のような構成により、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質が
良い場合などは測定の頻度を少なくすることによって、セカンダリ測定動作のための無線
端末装置の消費電力を低減させることができる。
【００８２】
　（２８）また、上記セカンダリ測定制御部は、上記セカンダリ基地局ごとに上記設定を
行ってもよい。
【００８３】
　このような構成により、セカンダリ基地局ごとにタイミングをずらしてセカンダリ測定
動作を行うことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあっ
ても、所定期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる
。このため、セカンダリ基地局が多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを
防ぎ、無線端末装置によるセカンダリ測定動作を適切に行うことができ、通信の安定化を
図ることができる。
【００８４】
　（２９）また、上記セカンダリ測定制御部は、上記無線端末装置と上記セカンダリ基地
局との距離が遠いほど上記セカンダリ測定タイミングの間隔を長く設定してもよい。
【００８５】
　ここで、無線端末装置とセカンダリ基地局との距離が遠いほど、無線端末装置および当
該セカンダリ基地局間の通信品質が悪い可能性が高い。すなわち、上記のような構成によ
り、無線端末装置の通信接続先となる可能性が低いセカンダリ基地局からの無線信号の測
定を行う頻度を少なくすることができるため、無線端末装置の消費電力を低減させること
ができる。
【００８６】
　（３０）また、上記セカンダリ測定制御部は、上記セカンダリ基地局から送信される上
記無線信号の周波数が高いほど上記セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定してもよ
い。
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【００８７】
　ここで、セカンダリ基地局から送信される無線信号の周波数が高い場合、当該無線信号
の減衰が大きく無線端末装置との間の通信品質が悪くなるため、当該セカンダリ基地局を
通信接続先とする無線端末装置の数は比較的少ないことが考えられる。このため、無線端
末装置の通信接続先として当該セカンダリ基地局が選択された場合、無線端末装置および
当該セカンダリ基地局間の通信速度の設定値を大きくすることができる可能性が高い。す
なわち、上記のような構成により、無線端末装置の通信接続先として選択されることが好
ましいセカンダリ基地局からの無線信号の測定を優先的に多く行うことができるため、一
層通信の安定化を図ることができる。
【００８８】
　（３１）また、上記セカンダリ測定制御部は、上記セカンダリ基地局から送信される上
記無線信号の周波数が低いほど上記セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定してもよ
い。
【００８９】
　ここで、セカンダリ基地局から送信される無線信号の周波数が低い場合、当該無線信号
の減衰が小さく無線端末装置との間の通信品質が良くなる。すなわち、上記のような構成
により、無線端末装置の通信接続先として選択されることが好ましいセカンダリ基地局か
らの無線信号の測定を高い頻度で行うことができるため、一層通信の安定化を図ることが
できる。
【００９０】
　（３２）また、上記セカンダリ測定制御部は、上記無線端末装置と上記プライマリ基地
局との距離が遠いほど上記セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【００９１】
　ここで、無線端末装置とプライマリ基地局との距離が遠いほど、無線端末装置はプライ
マリセルのセルエッジ付近に位置している可能性が高く、無線端末装置およびプライマリ
基地局間の通信品質が悪い可能性が高い。すなわち、上記のような構成により、無線端末
装置の通信接続先となるセカンダリ基地局の選択を早期に行う必要性が高い状況であるほ
ど、セカンダリ基地局から送信される無線信号の測定を高い頻度で行い、一層通信の安定
化を図ることができる。
【００９２】
　（３３）また、上記セカンダリ測定制御部は、上記プライマリ基地局から送信される上
記無線信号の上記無線端末装置における受信電力が小さいほど上記セカンダリ測定タイミ
ングの間隔を短く設定してもよい。
【００９３】
　ここで、プライマリ基地局から送信される無線信号の無線端末装置における受信電力が
小さいほど、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質が悪い可能性が高い。す
なわち、上記のような構成により、無線端末装置の通信接続先となるセカンダリ基地局の
選択を早期に行う必要性が高い状況であるほど、セカンダリ基地局から送信される無線信
号の測定を高い頻度で行うことができるため、一層通信の安定化を図ることができる。
【００９４】
　（３４）また、この発明の別の局面に係わる通信制御方法は、無線端末装置の動作に関
する設定を行う設定装置における通信制御方法であって、上記無線端末装置は、プライマ
リセルを形成するプライマリ基地局との無線信号の送受信、および、セカンダリセルを形
成するセカンダリ基地局との無線信号の送受信を並行して行うことが可能であり、上記無
線端末装置および上記プライマリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数と、上記無
線端末装置および上記セカンダリ基地局間で使用される上記無線信号の周波数とは異なり
、上記無線端末装置は、上記セカンダリ基地局から送信される上記無線信号の測定を行う
セカンダリ測定動作を行い、上記通信制御方法は、上記無線端末装置によって上記セカン
ダリ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの設定を行うステッ
プと、上記設定の内容を上記無線端末装置に通知するステップとを含む。
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【００９５】
　このような構成により、たとえば、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質
が悪く、無線端末装置の通信接続先となるセカンダリ基地局の選択を早期に行う必要があ
る状況において、所定期間内の測定が頻繁に行われるようにセカンダリ測定タイミングの
間隔を設定するなど、状況に応じた適切なタイミングでセカンダリ測定動作を行うことが
できるため、通信の安定化を図ることができる。
【００９６】
　また、上記のような構成により、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質が
良い場合などは測定の頻度を少なくすることによって、セカンダリ測定動作のための無線
端末装置の消費電力を低減させることができる。
【００９７】
　（３５）また、この発明の別の局面に係わる通信制御プログラムは、無線端末装置の動
作に関する設定を行う設定装置において用いられる通信制御プログラムであって、上記無
線端末装置は、プライマリセルを形成するプライマリ基地局との無線信号の送受信、およ
び、セカンダリセルを形成するセカンダリ基地局との無線信号の送受信を並行して行うこ
とが可能であり、上記無線端末装置および上記プライマリ基地局間で使用される上記無線
信号の周波数と、上記無線端末装置および上記セカンダリ基地局間で使用される上記無線
信号の周波数とは異なり、上記無線端末装置は、上記セカンダリ基地局から送信される上
記無線信号の測定を行うセカンダリ測定動作を行い、上記通信制御プログラムは、コンピ
ュータに、上記無線端末装置によって上記セカンダリ測定動作が行われるタイミングであ
るセカンダリ測定タイミングの設定を行うステップと、上記設定の内容を上記無線端末装
置に通知するステップとを実行させるためのプログラムである。
【００９８】
　このような構成により、たとえば、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質
が悪く、無線端末装置の通信接続先となるセカンダリ基地局の選択を早期に行う必要があ
る状況において、所定期間内の測定が頻繁に行われるようにセカンダリ測定タイミングの
間隔を設定するなど、状況に応じた適切なタイミングでセカンダリ測定動作を行うことが
できるため、通信の安定化を図ることができる。
【００９９】
　また、上記のような構成により、無線端末装置およびプライマリ基地局間の通信品質が
良い場合などは測定の頻度を少なくすることによって、セカンダリ測定動作のための無線
端末装置の消費電力を低減させることができる。
【０１００】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当
部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【０１０１】
　無線基地局装置は、自らの形成するセルおよび周辺セルについての情報、すなわち無線
信号の周波数および周辺セルのＩＤ（identification）等を無線端末装置に通知する。無
線端末装置は、無線基地局装置から通知された情報に基づいて、周辺セルの検出および測
定を行なう。無線端末装置は、この測定結果に基づいて、周辺セルへの移動を開始する。
ここで、無線端末装置の「移動」とは、ハンドオーバを意味することに加えて、アイドル
状態の無線端末装置が今後通信を開始する、すなわち通話またはデータ通信を開始する際
にどのセルを介して通信を行なうかを選択することを意味する。
【０１０２】
　たとえば、無線端末装置が無線基地局装置と通４９信しているときには、無線端末装置
の移動先は無線基地局装置またはコアネットワークにおける上位装置が決定する。また、
たとえば、無線端末装置が無線基地局装置と通信していないときには、無線端末装置の移
動先は無線端末装置が決定する。
【０１０３】
　また、ハンドオーバとは、通話中またはデータ通信中の無線端末装置の通信相手となる
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無線基地局装置が切り替えられることを意味する。
【０１０４】
　また、無線端末装置がセルに在圏している、とは、無線端末装置が、当該セルを形成す
る無線基地局装置を通信先すなわち通信接続先として選択し、かつ当該無線基地局装置と
通信可能な状態または通信中である状態を意味する。
【０１０５】
　フェムトセルおよびアクセスモードは、３ＧＰＰ（Third　Generation　Partnership　
Project）ＳＰＥＣ　ＴＳ２２．２２０において以下のように説明されている。すなわち
、フェムト基地局は、無線インタフェースを介して接続されている無線端末装置を、ＩＰ
バックホール（backhaul）を用いて、移動通信事業者網に接続する顧客構内装置である。
【０１０６】
　また、フェムトセルのアクセスモードにおいて、クローズドアクセスモードのフェムト
基地局は、関連するＣＳＧ（Closed　Subscriber　Group）メンバーにのみサービスを提
供する。また、ハイブリッドモードのフェムト基地局は、関連するＣＳＧメンバーおよび
ＣＳＧノンメンバーにサービスを提供する。また、オープンアクセスモードのフェムト基
地局は、通常の基地局として動作する。
【０１０７】
　本発明の実施の形態に係る通信システムにおいても、このような３ＧＰＰの定義を適用
してもよい。
【０１０８】
　また、上記定義と合わせて、あるいは別個に、以下のような定義を適用することも可能
である。
【０１０９】
　マクロ基地局およびピコ基地局は、事業者の管理下にあり、事業者と契約している無線
端末装置が通信可能な無線基地局装置である。また、マクロ基地局およびピコ基地局は、
基本的に電源がオフになることはないと考えられる。
【０１１０】
　また、フェムト基地局は、主に個人または法人の建物内に設置され、ユーザの事情によ
り移動するまたは電源がオフとなる可能性がある無線基地局装置である。
【０１１１】
　また、フェムト基地局は、オープン／ハイブリッド／クローズドのいずれかのアクセス
モードで動作する。フェムト基地局は、クローズドアクセスモードで動作する場合には、
登録済みのメンバー（端末）のみ接続可能となる。また、クローズドアクセスモードで動
作する場合には、登録済みのメンバーにのみサービスを提供する。また、ハイブリッドモ
ードで動作する場合には、登録済みのメンバー、および未登録のメンバーすなわちノンメ
ンバーの両方にサービスを提供する。また、オープンアクセスモードで動作する場合には
、マクロ基地局およびピコ基地局と同じ動作をする。
【０１１２】
　＜第１の実施の形態＞
　［構成および基本動作］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムの構成
を示す図である。
【０１１３】
　図１を参照して、通信システム４０１は、たとえば３ＧＰＰで規格化されたＬＴＥ（Lo
ng　Term　Evolution）に従う移動体通信システムであり、無線基地局装置（設定装置）
１０１Ａ，１０１Ｂを備える。無線基地局装置１０１Ａは、たとえばマクロ基地局であり
、無線基地局装置１０１Ｂは、たとえばフェムト基地局またはピコ基地局である。無線基
地局装置１０１Ａ，１０１Ｂは、無線端末装置２０２の動作、すなわちハンドオーバ動作
に関する設定を行う。
【０１１４】
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　無線基地局装置１０１Ａは、セルＣＡを形成し、セルＣＡ内に存在する無線端末装置２
０２と周波数ｆ１の無線信号を送受信することにより、無線端末装置２０２と通信するこ
とが可能である。無線基地局装置１０１Ｂは、セルＣＢを形成し、セルＣＢ内に存在する
無線端末装置２０２と周波数ｆ２または周波数ｆ３の無線信号を送受信することにより、
無線端末装置２０２と通信することが可能である。
【０１１５】
　無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂおよび無線端末装置２０２は、以下のシーケンスお
よび各フローチャートの各ステップを含むプログラムを図示しないメモリから読み出して
実行する。このプログラムは、外部からインストールすることができる。このインストー
ルされるプログラムは、たとえば記録媒体に格納された状態で流通する。
【０１１６】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムにおけ
るハンドオーバ動作のシーケンスの一例を示す図である。
【０１１７】
　ここでは、図１に示すように、無線端末装置２０２がセルＣＡ内に位置し、無線基地局
装置１０１Ａと通信中である状態から、無線端末装置２０２がセルＣＢに接近する方向に
移動する場合を想定する。以下、無線基地局装置１０１Ａをサービング基地局（選択基地
局）１０１Ａとも称し、無線基地局装置１０１Ｂを周辺基地局１０１Ｂとも称する。また
、サービング基地局１０１Ａにより形成されるセルをサービングセルＣＡとも称し、周辺
基地局１０１Ｂにより形成されるセルを周辺セルＣＢとも称する。
【０１１８】
　図２を参照して、まず、無線基地局装置１０１Ａは、自己と通信中の無線端末装置２０
２における無線信号の受信能力の問合せを無線端末装置２０２へ送信する。
【０１１９】
　ここで、無線端末装置２０２は、自己と通信中であるサービング基地局１０１Ａからサ
ービングセルＣＡおよび周辺セルＣＢの情報などを取得する。そして、無線端末装置２０
２は、取得した情報に基づいて、サービング基地局１０１Ａから送信される無線信号およ
び周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の受信電力を測定する。
【０１２０】
　このとき、上述のように、サービング基地局１０１Ａと無線端末装置２０２との間で周
波数ｆ１の無線信号が使用され、周辺基地局１０１Ｂから周波数ｆ２または周波数ｆ３の
無線信号が送信されるため、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａとの間の
無線信号の送受信と、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の受信とを並行して行
うことができない。このため、無線端末装置２０２は、たとえば、受信対象となる無線信
号の周波数を順次切り替えて、無線信号の受信を行う必要がある。
【０１２１】
　一方、無線端末装置２０２が、複数の送受信部を含む場合があり、このような場合には
、複数の送受信部が、サービング基地局１０１Ａとの間における周波数ｆ１の無線信号の
送受信と、周辺基地局１０１Ｂから送信される周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信とを分
担して行うことにより、無線端末装置２０２は、これらの動作を並行して行うことができ
る。
【０１２２】
　すなわち、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２が、サービング基地局１０
１Ａとの間における周波数ｆ１の無線信号の送受信と、周辺基地局１０１Ｂから送信され
る周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信とを並行して行うことができるか否かを当該無線端
末装置２０２に対して問い合わせる（端末能力問合せ）（ステップＳ１１）。
【０１２３】
　次に、無線端末装置２０２は、無線基地局装置１０１Ａから端末能力問合せを受信して
、自己の受信能力すなわちサービング基地局１０１Ａとの間における周波数ｆ１の無線信
号の送受信と、周辺基地局１０１Ｂから送信される周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信と
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を並行して行うことができるか否かを示す端末能力応答を無線基地局装置１０１Ａへ送信
する（ステップＳ１２）。
【０１２４】
　次に、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２から端末能力応答を受信して、
受信した端末能力応答に応じて無線端末装置２０２による受信電力の測定における異周波
測定動作の間隔（Gap　Repetition　Length）および異周波測定動作を行う異周波測定期
間の長さ（Gap　Length）等の測定パラメータの設定を行う。なお、異周波測定動作とは
、無線端末装置２０２により行われる周辺基地局からの無線信号の測定動作であって、サ
ービング基地局と無線端末装置２０２との間で使用される周波数とは異なる周波数の無線
信号を間欠的に測定する動作である。
【０１２５】
　より詳細には、図３を用いて説明する。図３は、無線端末装置によるサービング基地局
との間の通信期間と、周辺基地局から送信される無線信号の測定を行う異周波測定期間と
の関係を説明する図である。
【０１２６】
　図３を参照して、たとえば、無線端末装置２０２が１つの送受信部のみを含む場合には
、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａとの間における周波数ｆ１の無線信
号の送受信と、周辺基地局１０１Ｂから送信される周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信と
を並行して行うことができない。この場合、無線端末装置２０２は、サービング基地局１
０１Ａとの間の通信を行わない期間すなわち異周波測定動作期間を設け、当該期間に周辺
基地局１０１Ｂから送信される周波数ｆ２，ｆ３の無線信号を受信し、受信電力の測定を
行う。
【０１２７】
　再び図２を参照して、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２から、サービン
グ基地局１０１Ａとの間における周波数ｆ１の無線信号の送受信と、周辺基地局１０１Ｂ
から送信される周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信とを並行して行うことができないこと
を示す端末能力応答を受信した場合、たとえば、異周波測定動作の間隔を８０ｍｓ、異周
波測定期間の長さを６ｍｓと設定する。
【０１２８】
　一方、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２から、サービング基地局１０１
Ａとの間における周波数ｆ１の無線信号の送受信と、周辺基地局１０１Ｂから送信される
周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信とを並行して行うことができることを示す端末能力応
答を受信した場合、たとえば、異周波測定期間の長さを０ｍｓと設定することも可能であ
る（ステップＳ１３）。
【０１２９】
　次に、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２へＲＲＣ（Radio　Resource　C
ontrol）コネクション再構成指示（RRC　Connection　Reconfiguration）を送信する。こ
のＲＲＣコネクション再構成指示に、ステップＳ１３において設定した設定内容、および
、周辺セルのセルＩＤが含まれる（ステップＳ１４）。
【０１３０】
　次に、無線端末装置２０２は、ＲＲＣコネクション再構成指示を受信して、このＲＲＣ
コネクション再構成指示に含まれる設定内容に従って異周波測定動作を行う。そして、無
線端末装置２０２は、異周波測定動作により得られた測定結果を示す測定結果通知（Meas
urement　Report）を無線基地局装置１０１Ａへ送信する（ステップＳ１５）。
【０１３１】
　次に、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２から受信した測定結果通知に基
づいて、セルＩＤごとの測定結果を示す測定情報を取得し、図示しない記憶部に保存する
。そして、無線基地局装置１０１Ａは、無線端末装置２０２から受信した測定結果通知に
基づいて、当該無線端末装置２０２の通信先切替動作、すなわちハンドオーバ動作を実行
すべきか否かを判断し、ハンドオーバ動作を実行すべきであると判断すると、周辺セル情
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報を参照して、たとえば無線基地局装置１０１Ｂをハンドオーバ先の無線基地局装置とし
て決定する（ステップＳ１６）。
【０１３２】
　次に、無線基地局装置１０１Ａは、ハンドオーバ先の無線基地局装置１０１Ｂを示すハ
ンドオーバ要求を無線基地局装置１０１Ｂへ送信する（ステップＳ１７）。
【０１３３】
　次に、無線基地局装置１０１Ｂは、無線基地局装置１０１Ａからハンドオーバ要求を受
信して、無線基地局装置１０１Ａへ当該ハンドオーバ要求に対するハンドオーバ応答を送
信する（ステップＳ１８）。
【０１３４】
　次に、無線基地局装置１０１Ａは、無線基地局装置１０１Ｂからハンドオーバ応答を受
信して、無線端末装置２０２へＲＲＣコネクション再構成指示を送信する（ステップＳ１
９）。
【０１３５】
　次に、無線基地局装置１０１Ａは、無線基地局装置１０１Ｂへ自己の通信状態等を示す
状態通知を送信する（ステップＳ２０）。
【０１３６】
　また、無線端末装置２０２および無線基地局装置１０１Ｂ間でＲＲＣコネクションが確
立されると、無線端末装置２０２は、無線基地局装置１０１ＢへＲＲＣコネクション再構
成完了通知（RRC　Connection　Reconfiguration　Complete）を送信する（ステップＳ２
１）。
【０１３７】
　次に、無線基地局装置１０１Ｂは、無線端末装置２０２からＲＲＣコネクション再構成
完了通知を受信して、無線基地局装置１０１Ａへハンドオーバ完了通知を送信する（ステ
ップＳ２２）。そして、無線端末装置２０２の移動に伴って、上述した動作が繰り返され
る。
【０１３８】
　［異周波測定動作における課題］
　ここで、上記のように、サービング基地局と無線端末装置２０２との間で使用される無
線信号の周波数と、サービング基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信さ
れる無線信号の周波数とが異なる場合、無線端末装置２０２は、異周波測定期間を設けて
この異周波測定期間に周辺基地局から送信される無線信号の測定を間欠的に行い、サービ
ング基地局に測定結果を送信する。
【０１３９】
　また、近年の小型基地局の設置数の増加に伴い、無線端末装置２０２による上記異周波
測定動作の測定対象が増加する。
【０１４０】
　しかしながら、異周波測定動作期間では無線端末装置２０２はサービング基地局との間
で通信を行うことができず、当該異周波測定動作期間は所定の期間に限られる。さらに、
上記測定の精度を確保するため、無線端末装置２０２が並行して測定することのできる周
辺基地局の数には限りがあり、たとえばＬＴＥでは最低限４つの周辺基地局を測定対象と
することが要求されている。
【０１４１】
　このため、フェムト基地局またはピコ基地局などの周辺基地局が多数存在する場合には
、周辺基地局すべてに対する無線端末装置２０２による上記測定に時間がかかり、無線端
末装置２０２のハンドオーバ動作のタイミングが遅れるなどの不適切なハンドオーバ動作
が行われる可能性がある。
【０１４２】
　［本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の構成］
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図である。
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【０１４３】
　図４を参照して、無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂは、アンテナ９１と、サーキュレ
ータ９２と、無線受信部９３と、無線送信部９４と、信号処理部９５と、制御部９８とを
含む。信号処理部９５は、受信信号処理部９６と、送信信号処理部９７とを有する。信号
処理部９５および制御部９８は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）またはＤＳＰ（D
igital　Signal　Processor）等によって実現される。
【０１４４】
　サーキュレータ９２は、アンテナ９１において受信された無線端末装置２０２からの無
線信号を無線受信部９３へ出力し、また、無線送信部９４から受けた無線信号をアンテナ
９１へ出力する。
【０１４５】
　無線受信部９３は、サーキュレータ９２から受けた無線信号をベースバンド信号または
ＩＦ（Intermediate　Frequency）信号に周波数変換し、この周波数変換した信号をデジ
タル信号に変換して受信信号処理部９６へ出力する。
【０１４６】
　受信信号処理部９６は、無線受信部９３から受けたデジタル信号に対してＣＤＭＡ（Co
de　Division　Multiple　Access）方式における逆拡散等の信号処理を行ない、この信号
処理後のデジタル信号の一部または全部を所定のフレームフォーマットに変換してコアネ
ットワーク側へ送信する。
【０１４７】
　送信信号処理部９７は、コアネットワーク側から受信した通信データを所定のフレーム
フォーマットに変換した通信データまたは自ら生成した通信データに対してＯＦＤＭ（Or
thogonal　Frequency　Division　Multiplex）方式におけるＩＦＦＴ（Inverse　Fast　F
ourier　Transform）等の信号処理を行ない、この信号処理後のデジタル信号を無線送信
部９４へ出力する。
【０１４８】
　無線送信部９４は、送信信号処理部９７から受けたデジタル信号をアナログ信号に変換
し、変換したアナログ信号を無線信号に周波数変換してサーキュレータ９２へ出力する。
【０１４９】
　制御部９８は、自己の無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂにおける各ユニットおよびコ
アネットワークとの間で各種情報をやり取りする。
【０１５０】
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置における制御部の構成を示す
図である。
【０１５１】
　図５を参照して、制御部９８は、ハンドオーバ要求部１１と、ハンドオーバ指示部１２
と、端末測定結果取得部１５と、異周波測定制御部１６と、設定通知部１７とを有する。
【０１５２】
　端末測定結果取得部１５は、無線端末装置２０２からの測定結果通知を取得し、取得し
た測定結果通知から自己の無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂおよび無線端末装置２０２
間の通信品質を求め、当該通信品質をハンドオーバ要求部１１およびハンドオーバ指示部
１２に通知する。
【０１５３】
　ハンドオーバ要求部１１は、自己の無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂから他の無線基
地局装置への無線端末装置２０２のハンドオーバ動作を行なう要求を他の無線基地局装置
に対して行なう、すなわちハンドオーバ要求を他の無線基地局装置へ送信する。たとえば
、ハンドオーバ要求部１１は、自己の無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂおよび無線端末
装置２０２間の通信品質に関する所定条件が満たされる場合に、上記要求を他の無線基地
局装置に対して行なう。
【０１５４】
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　ハンドオーバ指示部１２は、上記要求に対する他の無線基地局装置からの応答を受けて
、無線端末装置２０２に対して自己の無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂから他の無線基
地局装置へのハンドオーバ動作を行なう指示を与える、すなわちＲＲＣコネクション再構
成指示を無線端末装置２０２へ送信する。
【０１５５】
　異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２に対して端末能力問合せを行う。また、
異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２から受信した端末能力応答に基づいて、無
線端末装置２０２による異周波測定期間における無線信号の測定タイミング、異周波測定
動作が行われる間隔（Gap　Repetition　Length）、または、異周波測定期間における無
線信号の測定結果がサービング基地局に報告される報告タイミングなどの設定を周辺基地
局ごとまたは無線信号の周波数ごとに行う。
【０１５６】
　なお、測定タイミングの設定とは、たとえば、測定処理のパラメータとして、測定タイ
ミングの間隔を設定すること、または、測定開始タイミングとしてオフセットＯＳＴ（Ce
ll　Individual　Offset）を設定することを意味する。
【０１５７】
　また、報告タイミングの設定とは、たとえば、無線信号の測定結果が所定条件を満たす
状態が所定時間継続するたびに上記測定結果がサービング基地局へ報告すなわち送信され
る場合において、上記所定時間（ＴＴＴ：Time　to　Trigger）を設定することを意味す
る。
【０１５８】
　設定通知部１７は、異周波測定制御部１６により設定された設定内容を取得して、当該
設定内容を無線端末装置２０２へ送信する。
【０１５９】
　なお、図５におけるハンドオーバ要求部１１、ハンドオーバ指示部１２および端末測定
結果取得部１５は、本発明において必須の構成要素ではない。無線基地局装置１０１Ａ，
１０１Ｂは、これらの構成要素を備えなくても、周辺基地局から送信される無線信号の測
定において、無線端末装置２０２における周辺基地局からの無線信号の測定動作を適切に
行い、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成することが可能である。
【０１６０】
　［異周波測定制御部による設定動作］
　次に、無線基地局装置１０１Ａの異周波測定制御部１６による設定動作の流れについて
、「測定タイミングの設定動作」、「異周波測定動作を行う間隔の設定動作」、および「
報告タイミングの設定動作」に分けて説明する。
【０１６１】
（１）測定タイミングの設定動作
　（ｉ）測定タイミングの間隔
　図６は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部による測
定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【０１６２】
　図６を参照して、まず、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置であるサービ
ング基地局１０１Ａは、無線端末装置２０２の周辺基地局１０１Ｂを特定する。具体的に
は、サービング基地局１０１Ａは、無線端末装置２０２の位置を推定し、推定した無線端
末装置２０２の位置に基づいて当該無線端末装置２０２の周囲に存在する１または複数の
無線基地局装置を周辺基地局１０１Ｂとして特定する。
【０１６３】
　たとえば、サービング基地局１０１Ａは、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）を
利用することが可能である。あるいは、サービング基地局１０１Ａは、３ＧＰＰで規定さ
れたＬＰＰ（LTE　Positioning　Protocol）を利用することが可能である。すなわち、ダ
ウンリンクＬＰＰにおいて、まず、３つ以上の無線基地局装置がＬＰＰ専用の信号を送信
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する。次に、無線端末装置２０２において各無線基地局装置からの当該信号の受信タイミ
ングの差を算出し、サービング基地局１０１Ａに算出結果を通知する。次に、サービング
基地局１０１Ａは、通知された受信タイミングの差に基づいて無線端末装置２０２の位置
を推定する。
【０１６４】
　また、無線端末装置２０２の位置の推定としては、次のような方法を用いてもよい。す
なわち、アップリンクＬＰＰにおいて、まず、無線端末装置２０２がＬＰＰ専用の信号を
送信する。次に、各無線基地局装置が当該信号の受信タイミングを算出する。次に、各無
線基地局装置の上位装置が、各無線基地局装置において算出された受信タイミングを取得
し、これらのタイミング差に基づいて無線端末装置２０２の位置を推定する。
【０１６５】
　そして、サービング基地局１０１Ａは、上記のような方法を用いて無線端末装置２０２
の位置を推定し、推定した無線端末装置２０２の位置情報と、予め記憶する複数の無線基
地局装置の位置情報とに基づいて無線端末装置２０２の周辺基地局１０１Ｂを特定する（
ステップＳ３１）。
【０１６６】
　次に、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２へ端
末能力問合せを送信し、無線端末装置２０２から端末能力問合せに対する端末能力応答を
受信する。
【０１６７】
　ここでは、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２がサービング基地局１０１Ａ
および無線端末装置２０２間で使用される周波数ｆ１の無線信号の送受信と、周辺基地局
１０１Ｂから送信される周波数ｆ２，ｆ３の無線信号の受信とを並行して行うことができ
ないことを示す端末能力応答を、無線端末装置２０２から受信するものとする。
【０１６８】
　次に、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、予め記憶する複数の無線
基地局装置の位置情報に基づいて、自己のサービング基地局１０１Ａと周辺基地局１０１
Ｂとして特定した無線基地局装置との距離を取得する（ステップＳ３２）。
【０１６９】
　なお、異周波測定制御部１６は、他の方法を用いることにより自己のサービング基地局
１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの距離を取得することも可能である。たとえば、異周波
測定制御部１６は、他の無線基地局装置が送信する無線信号の電力と、他の無線基地局装
置が送信する無線信号の、自己の無線基地局装置の形成するセルにおける受信電力との差
である下りパスロスに基づいて、自己の無線基地局装置と他の無線基地局装置との基地局
間距離Ｒを推定する。
【０１７０】
　次に、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、サービング基地局１０１
Ａから送信される無線信号の電力に関する情報、および、特定した周辺基地局１０１Ｂか
ら送信される無線信号の電力に関する情報を取得する（ステップＳ３３）。
【０１７１】
　たとえば、異周波測定制御部１６は、他の無線基地局装置が送信する無線信号の電力と
、他の無線基地局装置が送信する無線信号の、自己のサービング基地局１０１Ａの形成す
るサービングセルＣＡにおける受信電力との差である下りパスロスの時間的な変化に基づ
いて、自己のサービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力に関する情報、お
よび、特定した周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力に関する情報を取得す
ることができる。
【０１７２】
　あるいは、異周波測定制御部１６は、サービングセルＣＡに在圏する無線端末装置２０
２が送信する無線信号の電力と、サービング基地局１０１Ａにおける無線信号の受信電力
との差である上りパスロスの時間的な変化に基づいて、サービング基地局１０１Ａから送
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信される無線信号の電力に関する情報、および、特定した周辺基地局１０１Ｂから送信さ
れる無線信号の電力に関する情報を取得することができる。
【０１７３】
　次に、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、ステップＳ３２において
取得したサービング基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの距離、ステップＳ３３にお
いて取得したサービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力に関する情報およ
び特定した周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力に関する情報に基づいて、
異周波測定期間における無線信号の測定タイミングの間隔を設定する（ステップＳ３４）
。
【０１７４】
　たとえば、異周波測定制御部１６は、自己のサービング基地局１０１Ａと周辺基地局１
０１Ｂとの距離が遠いほど測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０１７５】
　図７は、図６に示す測定タイミングの設定動作により設定された測定タイミングの間隔
を示す図である。
【０１７６】
　図７を参照して、通信システム４０１に、サービング基地局１０１Ａにより形成される
サービングセルＣＡ内に位置する無線基地局装置１０１Ｂａと、サービングセルＣＡのエ
ッジ付近に位置する無線基地局装置１０１Ｂｂとが設けられている状況を想定する。サー
ビング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、たとえば、無線基地局装置１０１Ｂａ
からの無線信号の測定タイミングの間隔を間隔ｔ１と設定し、無線基地局装置１０１Ｂｂ
からの無線信号の測定タイミングの間隔を間隔ｔ２（＜ｔ１）と設定する。
【０１７７】
　なお、上述のように、測定の精度を確保するため、無線端末装置２０２が並行して測定
することのできる周辺基地局の数には限りがある。このため、たとえば図５に示す状況に
おいては、無線基地局装置１０１Ｂａからの無線信号の測定タイミングと無線基地局装置
１０１Ｂｂからの無線信号の測定タイミングとは異なるタイミングで行われることが好ま
しい。このため、無線基地局装置１０１Ｂａに対して設定される測定タイミングの間隔と
、無線基地局装置１０１Ｂｂに対して設定される測定タイミングの間隔とはいずれも素数
であることが好ましい。
【０１７８】
　次に、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は、ステップＳ３４において異周波
測定制御部１６により設定された測定タイミングの間隔を示す情報を無線端末装置２０２
へ送信する。これにより、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信さ
れた情報の示す設定内容に基づいて異周波測定動作を行う（ステップＳ３５）。
【０１７９】
　より詳細には、ステップＳ３１において無線端末装置２０２の周辺基地局として無線基
地局装置１０１Ｂａ，１０１Ｂｂが特定された場合、無線端末装置２０２は、異周波測定
期間において、無線基地局装置１０１Ｂａ，１０１Ｂｂから送信される無線信号について
異周波測定動作を行う。
【０１８０】
　このとき、図７に示すように、無線基地局装置１０１Ｂａからの無線信号の測定タイミ
ングの間隔が間隔ｔ１と設定され、無線基地局装置１０１Ｂｂからの無線信号の測定タイ
ミングの間隔が間隔ｔ２（＜ｔ１）と設定されていることから、無線基地局装置１０１Ｂ
ａの無線信号よりも、無線端末装置２０２による異周波測定期間において無線基地局装置
１０１Ｂｂの無線信号の方が多くの回数測定が行われる。
【０１８１】
　なお、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、たとえば、サービング基
地局１０１Ａから送信される無線信号の電力が小さいほど測定タイミングの間隔を短く設
定してもよい。また、たとえば、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、
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周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力が大きいほど測定タイミングの間隔を
短く設定してもよい。
【０１８２】
　さらに、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、サービング基地局１０
１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの距離、自己のサービング基地局１０１Ａから送信される無
線信号の電力および周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力を総合的に判断す
ることによって測定タイミングの間隔を設定してもよい。たとえば、サービング基地局１
０１Ａの異周波測定制御部１６は、｛（サービング基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂ
との距離）×（周辺基地局１０１Ｂの送信電力）／（サービング基地局１０１Ａの送信電
力）｝の値が小さいほど測定タイミングの間隔を長く設定することができる。
【０１８３】
　（ｉｉ）測定開始タイミング
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部による測
定開始タイミングの設定動作の流れを説明するフローチャートであり、図９は、図８に示
す測定開始タイミングの設定動作により設定された測定開始タイミングを示す図である。
【０１８４】
　図８を参照して、まず、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、上述し
たステップＳ３１と同様に、無線端末装置２０２の周辺基地局１０１Ｂを特定する（ステ
ップＳ４１）。
【０１８５】
　次に、サービング基地局１０１Ａは、測定開始タイミングとしてオフセットＯＳＴを設
定する。すなわち、サービング基地局１０１Ａは、図示しないメモリに、複数の他の無線
基地局装置と当該他の無線基地局装置ごとに設定されたオフセットＯＳＴとを対応づけて
記録している。そして、異周波測定制御部１６は、当該メモリを参照することにより、特
定した周辺基地局１０１Ｂに対応づけて記録されているオフセットＯＳＴを抽出し、抽出
したオフセットＯＳＴを設定する（ステップＳ４２）。
【０１８６】
　図９を参照して、通信システム４０１にサービング基地局１０１Ａ以外の無線基地局装
置として無線基地局装置１０１Ｂａ，１０１Ｂｂが設けられている状況を想定する。サー
ビング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、たとえば、無線基地局装置１０１Ｂａ
に対してオフセットＯＳＴ＝０ｍｓを設定し、無線基地局装置１０１Ｂｂに対してオフセ
ットＯＳＴ＝１ｍｓを設定する。なお、図９に示す例では、無線基地局装置１０１Ｂａに
対して設定されている測定タイミングの間隔と、無線基地局装置１０１Ｂｂに対して設定
されている測定タイミングの間隔とが同じであり、無線基地局装置１０１Ｂａに対して設
定されているオフセットＯＳＴと、無線基地局装置１０１Ｂｂに対して設定されているオ
フセットＯＳＴとが異なる状況である。
【０１８７】
　次に、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は、ステップＳ４２において設定し
た測定開始タイミングすなわちオフセットＯＳＴを示す情報を無線端末装置２０２へ送信
する。これにより、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信された設
定内容に基づいて異周波測定動作を行う（ステップＳ４３）。
【０１８８】
　より詳細には、ステップＳ４１において無線端末装置２０２の周辺基地局として無線基
地局装置１０１Ｂａ，１０１Ｂｂが特定された場合、無線端末装置２０２は、異周波測定
期間において無線基地局装置１０１Ｂａ，１０１Ｂｂから送信される無線信号の測定を行
う。
【０１８９】
　このとき、図９に示すように、無線基地局装置１０１Ｂａに対してオフセットＯＳＴ＝
０ｍｓが設定され、無線基地局装置１０１Ｂｂに対してオフセットＯＳＴ＝１ｍｓが設定
されていることから、無線基地局装置１０１Ｂｂの無線信号は無線基地局装置１０１Ｂａ
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よりも１ｍｓ遅れたタイミングで周期的に測定される。
【０１９０】
　（ｉｉｉ）設定内容の通知動作の詳細
　次に、設定通知部１７による無線端末装置２０２への設定内容の送信すなわち通知動作
の詳細について説明する。図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の
設定通知部による設定内容の通知動作の流れを説明するシーケンスであり、図１１は、図
１０に示す通知動作の設定パラメータの一例を示す図であり、図１２は、図１１に示すメ
ジャメントオブジェクトに含まれる設定パラメータの一例を示す図である。
【０１９１】
　図１０を参照して、まず、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は、異周波測定
制御部１６により設定された異周波測定動作に関する設定内容すなわち設定パラメータを
異周波測定制御部１６から取得し、取得した設定パラメータをＲＲＣコネクション再構成
指示に含めて無線端末装置２０２へ送信する。
【０１９２】
　たとえば、図１１および図１２を参照して、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１にはＲＲＣコ
ネクション再構成指示に含まれるメッセージが記載されている。このＲＲＣコネクション
再構成指示には、複数のメジャメントオブジェクトＭＯ（Meas　Object　To　Add　Mod　
List）を追加することができる。
【０１９３】
　ここで、たとえば、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２の周囲に位置する周
辺基地局として複数の無線基地局装置１０１Ｂが特定された場合、これら複数の無線基地
局装置１０１Ｂを、送信される無線信号の周波数が同じであるもの同士の組に分ける。そ
して、異周波測定制御部１６は、異周波測定動作を行う測定タイミングの間隔および測定
開始タイミングを上記組ごとに設定する。
【０１９４】
　なお、異周波測定制御部１６は、測定タイミングの間隔および測定開始タイミングを無
線基地局装置１０１Ｂごとに設定することも可能である。
【０１９５】
　そして、設定通知部１７は、異周波測定制御部１６により分けられた組の数だけメジャ
メントオブジェクトＭＯをＲＲＣコネクション再構成指示に追加する。そして、設定通知
部１７は、追加したメジャメントオブジェクトＭＯに、対応する組に含まれる無線基地局
装置１０１Ｂのリストを示すメッセージＭＬ（Cells　To　Add　Mod　List）、当該組に
対して設定された測定タイミングの間隔を示すメッセージＭＰ１（Meas　Period）、およ
び、当該組に対して設定された測定開始タイミングを示すメッセージＭＯＳ１（Meas　Of
fset）を含めたＲＲＣコネクション再構成指示を、無線端末装置２０２へ送信する（ステ
ップＳ５１）。
【０１９６】
　次に、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７からＲＲＣ
コネクション再構成指示を受信して、受信したＲＲＣコネクション再構成指示に含まれる
無線基地局装置１０１Ｂのリスト、測定タイミングの間隔および測定開始タイミングなど
の設定パラメータを有効にして異周波測定動作を行う。すなわち、無線端末装置２０２は
、異周波測定動作を行うための設定パラメータを、ＲＲＣコネクション再構成指示に含ま
れる設定パラメータに更新する（ステップＳ５２）。
【０１９７】
　そして、無線端末装置２０２は、設定パラメータの更新を行うと、設定パラメータの更
新が完了したことを示す通知をＲＲＣコネクション再構成完了通知に含め、このＲＲＣコ
ネクション再構成完了通知を無線基地局装置１０１Ｂへ送信する（ステップＳ５３）。
【０１９８】
（２）異周波測定動作を行う間隔の制御動作
　図１３は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムにお
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いてハンドオーバ動作が行なわれる状況の一例を示す図である。また、図１４は、本発明
の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部による異周波測定動作を行
う間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートであり、図１５は、図１４に示す異周
波測定動作を行う間隔の設定動作により設定された異周波測定動作を行う間隔の一例を示
す図である。
【０１９９】
　図１３を参照して、ここでは、サービング基地局１０１Ａにより形成されるサービング
セルＣＡ内に位置する無線基地局装置１０１Ｂａと、当該サービングセルＣＡのセルエッ
ジ付近に位置する無線基地局装置１０１Ｂｂとが設けられ、サービング基地局１０１Ａと
通信している無線端末装置２０２が、無線基地局装置１０１Ｂａにより形成されるセルＣ
Ｂａへ向かって移動した後、さらに、無線基地局装置１０１Ｂｂにより形成されるセルＣ
Ｂｂへ向かって移動する状況を想定する。
【０２００】
　図１４を参照して、まず、サービング基地局１０１Ａは、図６に示すステップＳ３１と
同様に、無線端末装置２０２の周辺基地局１０１Ｂを特定する（ステップＳ６１）。
【０２０１】
　次に、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、特定した周辺基地局１０
１Ｂに基づいて異周波測定動作の間隔（Gap　Repetition　Length）を設定する。
【０２０２】
　ここで、サービング基地局１０１Ａは、図示しないメモリに、複数の他の無線基地局装
置と当該他の無線基地局装置ごとに設定された異周波測定動作の間隔情報とを対応づけて
記録している。そして、異周波測定制御部１６は、当該メモリを参照することにより、特
定した周辺基地局１０１Ｂに対応づけて記録されている異周波測定動作の間隔情報を抽出
し、抽出した異周波測定動作の間隔を設定する（ステップＳ６２）。
【０２０３】
　なお、サービング基地局と周辺基地局との距離が近いほど、当該周辺基地局はサービン
グセル内に位置する可能性が高く、当該サービングセルのセルエッジ付近に位置している
周辺基地局と比較してハンドオーバ動作のタイミングが遅れることによる無線リンク断が
発生する可能性が低い。このため、サービングセルのセルエッジ付近に位置する周辺基地
局からの無線信号の測定は、サービングセル内に位置する周辺基地局からの無線信号の測
定よりも高い頻度で行われることが好ましい。このため、上記メモリには、たとえばサー
ビング基地局との距離が近い周辺基地局ほど、異周波測定動作の間隔が長くなるように異
周波測定動作の間隔情報が対応づけられている。
【０２０４】
　次に、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は、ステップＳ６２において異周波
測定制御部１６により設定された異周波測定動作の間隔を示す情報を無線端末装置２０２
へ送信する。これにより、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信さ
れた設定内容に基づいて異周波測定動作を行う（ステップＳ６３）。
【０２０５】
　具体的には、図１５を参照して、無線端末装置２０２の周囲に位置する周辺基地局とし
て無線基地局装置１０１Ｂａが特定され、この無線基地局装置１０１Ｂａに予め対応づけ
られている異周波測定動作の間隔が間隔Ｌ１＝１６０ｍｓである場合、異周波測定制御部
１６はこの間隔Ｌ１を異周波測定動作の間隔として設定し、無線端末装置２０２へ設定内
容を送信する。
【０２０６】
　その後、無線端末装置２０２が移動することにより、周辺基地局として無線基地局装置
１０１Ｂｂが特定され、この無線基地局装置１０１Ｂｂに予め対応づけられている異周波
測定動作の間隔が間隔Ｌ２＝８０ｍｓ（＜Ｌ１）である場合、異周波測定制御部１６はこ
の間隔Ｌ２を異周波測定動作の間隔として設定し、無線端末装置２０２へ設定内容を送信
する。これにより、無線端末装置２０２は、自己の移動に伴って異なる間隔で異周波測定
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動作を繰り返す。
【０２０７】
　また、図１６は、図１４に示す異周波測定動作を行う間隔の設定動作により設定された
異周波測定動作を行う間隔の一例を示す図である。
【０２０８】
　図１３に示す状況とは異なる他の状況として、たとえば、図１４に示すステップＳ６１
においてサービングセルＣＡのセルエッジ付近位置する無線基地局装置１０１Ｂａと、サ
ービングセルＣＡ内に位置する無線基地局装置１０１Ｂｂ,１０１Ｂｃ，１０１Ｂｄ，１
０１Ｂｅとが周辺基地局として特定される状況を想定する。
【０２０９】
　このような状況において、無線基地局装置１０１Ｂａに予め対応づけられている異周波
測定動作の間隔が２４０ｍｓであり、無線基地局装置１０１Ｂｂ，１０１Ｂｃ，１０１Ｂ
ｄ，１０１Ｂｅに予め対応づけられている異周波測定動作の間隔が４８０ｍｓであるとす
る。また、無線端末装置２０２による異周波測定動作の基本間隔が８０ｍｓであるとする
。
【０２１０】
　この場合、図１６に示すように、無線基地局装置１０１Ｂａ（図１６に示す「１」）は
、無線端末装置２０２に無線端末装置による３度の異周波測定動作のうち１度の異周波測
定動作においてのみ測定対象となる。これに対して、無線基地局装置１０１Ｂｂ，１０１
Ｂｃ，１０１Ｂｄ，１０１Ｂｅ（図１６に示す「２」，「３」，「４」，「５」）は、無
線端末装置２０２に無線端末装置による６度の異周波測定動作のうち１度の異周波測定動
作において測定対象となる。
【０２１１】
（３）報告タイミングの制御動作
　（ｉ）動作の流れ
　図１７は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部による
報告タイミングの設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【０２１２】
　図１７を参照して、まず、ステップ７１からステップＳ７３までの動作は、図６に示す
ステップＳ３１からステップＳ３３までの動作と同様であるため、ここでの詳細な説明は
省略する。
【０２１３】
　次に、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、ステップＳ７２において
取得したサービング基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの間の距離、ステップＳ７３
において取得したサービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力に関する情報
および特定した周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力に関する情報に基づい
て、異周波測定期間における無線信号の測定結果を報告する報告タイミングを設定する。
【０２１４】
　ここで、無線端末装置２０２は、異周波測定動作を行う異周波測定期間において無線信
号を測定し、当該測定による測定結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するたびに
、測定結果をサービング基地局１０１Ａへ送信する。
【０２１５】
　詳細には、図１８用いて説明する。図１８は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基
地局装置を備える通信システムにおいて、無線端末装置が測定結果通知を送信する状況の
一例を示す図である。
【０２１６】
　図１８において横軸は時間であり、縦軸は無線端末装置２０２における無線信号の受信
電力またはＳＩＮＲ（Signal　to　Interference-plus-Noise　Ratio）であり、ＳＶＣは
周辺基地局により形成されるセルの受信電力またはＳＩＮＲすなわち周辺基地局が送信す
る無線信号の受信電力またはＳＩＮＲである。また、閾値Ｔｈに対して正負の方向にヒス
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テリシスＨＳが設定されている。
【０２１７】
　無線端末装置２０２は、周辺基地局により形成されるセルの受信電力またはＳＩＮＲが
（Ｔｈ＋ＨＳ）よりも大きくなると、レポートオン状態へ遷移する（タイミングＴ１）。
【０２１８】
　そして、無線端末装置２０２は、受信電力またはＳＩＮＲが（Ｔｈ－ＨＳ）よりも大き
い、という条件が満たされた状態でタイミングＴ１からＴＴＴ経過すると、測定結果通知
を送信する（タイミングＴ２）。
【０２１９】
　次に、無線端末装置２０２は、当該条件が満たされた状態でタイミングＴ２からＴＴＴ
経過すると、測定結果通知を送信する（タイミングＴ３）。
【０２２０】
　次に、無線端末装置２０２は、タイミングＴ３からＴＴＴ経過するまでに当該条件が満
たされなくなると、測定結果通知を送信せず、レポートオフ状態へ遷移する（タイミング
Ｔ４）。
【０２２１】
　すなわち、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、上記所定時間である
ＴＴＴを、周辺基地局ごとまたは無線信号の周波数ごとに設定する（ステップＳ７４）。
【０２２２】
　たとえば、サービング基地局と周辺基地局との距離が近いほど、当該周辺基地局はサー
ビングセル内に位置する可能性が高く、当該サービングセルのセルエッジ付近に位置して
いる周辺基地局と比較してハンドオーバ動作のタイミングが遅れることによる無線リンク
断が発生する可能性が低い。このため、異周波測定制御部１６は、たとえばサービング基
地局１０１Ａとの距離が近い無線基地局装置１０１Ｂに対してはＴＴＴを長く設定する。
【０２２３】
　次に、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は、ステップＳ７４において異周波
測定制御部１６により設定されたＴＴＴを示す情報を無線端末装置２０２へ送信する。こ
れにより、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信された設定内容に
基づいて異周波測定動作の測定結果の報告を行う（ステップＳ７５）。
【０２２４】
　なお、上述した動作の流れでは、サービング基地局１０１Ａが、サービング基地局１０
１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの間の距離、サービング基地局１０１Ａから送信される無線
信号の電力に関する情報および周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力に関す
る情報に基づいてＴＴＴを設定する場合について説明した。しかしながら、このような動
作の流れに限定されず、サービング基地局１０１Ａは、他の方法を用いてＴＴＴを設定す
ることも可能である。
【０２２５】
　図１９は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の異周波測定制御部により
設定される異周波測定動作の間隔とＴＴＴとの関係を示す図である。
【０２２６】
　ここで、図６に示す測定タイミングの間隔の設定動作において、無線基地局装置１０１
Ｂａからの無線信号の測定タイミングの間隔が間隔ｔ１と設定され、無線基地局装置１０
１Ｂｂからの無線信号の測定タイミングの間隔が間隔ｔ２（＜ｔ１）と設定されていると
する。この場合、図７に示すように、異周波測定動作の期間において行われる測定回数は
、無線基地局装置１０１Ｂａからの無線信号の方が無線基地局装置１０１Ｂｂからの無線
信号よりも少ない。
【０２２７】
　このため、サービング基地局１０１Ａは、図１９に示すように、測定回数が比較的少な
い、すなわち測定タイミングの間隔が長いほどＴＴＴを長く設定し、測定の回数をある程
度確保したうえで測定結果が報告されるように、測定タイミングの間隔とＴＴＴとを対応
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づけて図示しないメモリに予め記憶する。そして、異周波測定制御部１６は、当該メモリ
を参照し、周辺基地局１０１Ｂからの無線信号の測定タイミングの間隔として設定された
測定タイミングの間隔に基づいてＴＴＴを設定することが可能である。
【０２２８】
　（ｉｉ）設定内容の通知動作の詳細
　次に、設定通知部１７による無線端末装置２０２への設定内容の送信すなわち通知動作
の詳細について説明する。図２０は、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置の
設定通知部による設定内容の通知動作の流れを説明するシーケンスである。
【０２２９】
　図２０を参照して、まず、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は、異周波測定
制御部１６により設定された報告タイミングすなわちＴＴＴを異周波測定制御部１６から
取得し、取得したＴＴＴをＲＲＣコネクション再構成指示に追加して無線端末装置２０２
へ送信する。たとえば、設定通知部１７は、ＲＲＣコネクション再構成指示に追加された
メジャメントオブジェクトＭＯごとにＴＴＴを含めて送信する（ステップＳ８１）。
【０２３０】
　次に、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７からＲＲＣ
コネクション再構成指示を受信して、受信したＲＲＣコネクション再構成指示に含まれる
ＴＴＴに基づいて、異周波測定動作の報告タイミングを調整する（ステップＳ８２）。
【０２３１】
　そして、無線端末装置２０２は、報告タイミングの調整を行うと、報告タイミングの調
整が完了したことを示す通知をＲＲＣコネクション再構成完了通知に含め、このＲＲＣコ
ネクション再構成完了通知を無線基地局装置１０１Ｂへ送信する（ステップＳ８３）。
【０２３２】
　なお、本発明の第１の実施の形態では、異周波測定制御部１６が、測定処理のパラメー
タとして測定タイミングの間隔、測定開始タイミング、異周波測定動作を行う間隔または
報告タイミングのいずれか１つを設定する場合について説明した。しかしながら、異周波
測定制御部１６は、これらのパラメータの設定のうち複数の設定を並行して行うことも可
能である。
【０２３３】
　また、本発明の第１の実施の形態では、サービング基地局１０１Ａがマクロ基地局であ
り、周辺基地局１０１Ｂがフェムト基地局またはピコ基地局である場合について説明した
が、サービング基地局１０１Ａがフェムト基地局またはピコ基地局であり、周辺基地局１
０１Ｂがマクロ基地局であってもよい。
【０２３４】
　また、本発明の第１の実施の形態では、ハンドオーバ動作のタイミングが遅れることに
より無線リンク断が発生する可能性が高い無線基地局装置として、サービングセルＣＡの
セルエッジ付近に位置する無線基地局装置１０１Ｂｂを例示した。しかしながら、サービ
ングセルＣＡのセルエッジ付近に位置する無線基地局装置だけでなく、たとえばカバレッ
ジホール等、サービング基地局と無線端末装置２０２との間で使用される周波数を用いた
通信が無線端末装置２０２において困難なエリアを形成するものであれば、ハンドオーバ
動作のタイミングが遅れることにより無線リンク断が発生する可能性が高い無線基地局装
置に該当する。
【０２３５】
　ところで、近年、フェムト基地局およびピコ基地局などの小型基地局の設置数が増加傾
向にある。また、無線基地局装置の近くでは受信電力の変化が急であり、さらに、無線基
地局により形成されるセルのセルエッジにおける受信電力の変化は、マクロ基地局よりも
フェムト基地局またはピコ基地局などの小型基地局の方が大きい。このため、小型基地局
の設置数の増加に伴い、無線端末装置のハンドオーバ動作が起こりやすくなっている。
【０２３６】
　また、サービング基地局と当該無線端末装置との間で使用される無線信号の周波数と、
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サービング基地局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号の周波
数とが異なる場合がある。
【０２３７】
　このような移動通信システムでは、たとえば、無線端末装置は、通信接続先として適切
な無線基地局装置が選択されるために、自己とサービング基地局との間で使用される無線
信号の周波数と異なる周波数の無線信号の測定を間欠的に行い、サービング基地局に測定
結果を送信する（非特許文献２（3GPP　TS　36.133　V10.4.0））。このような測定動作
を行う無線端末装置では、近年の小型基地局の設置数の増加に伴い、上記測定の対象が増
加する。
【０２３８】
　しかしながら、上記測定の精度を確保するため、無線端末装置が並行して測定すること
のできる周辺基地局の数には限りがある。このため、周辺基地局が多数存在する場合には
、無線端末装置による上記測定に時間がかかり、ハンドオーバ動作のタイミングが遅れる
などの問題が発生する。
【０２３９】
　また、上記測定結果は、たとえば、無線端末装置において所定条件を満たす状態が所定
時間継続した場合に当該無線端末装置からサービング基地局へ送信される。そして、サー
ビング基地局への上記測定結果の送信が行われるまでに時間がかかる場合には、測定自体
が遅れる場合と同様に、ハンドオーバ動作のタイミングが遅れるなどの問題が発生する。
【０２４０】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御
部１６が、異周波測定動作が行われる異周波測定期間において異なる周波数の無線信号が
測定されるタイミングである測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、または異
周波測定期間における異なる周波数の無線信号の測定結果がサービング基地局１０１Ａに
報告されるタイミングである報告タイミングを設定する。また、設定通知部１７が、異周
波測定制御部１６による設定の内容を無線端末装置２０２に通知する。さらに、異周波測
定制御部１６は、周辺基地局１０１Ｂごとまたは無線信号の周波数ごとに上記設定を行う
。
【０２４１】
　このような構成により、周辺基地局１０１Ｂごとまたは周辺基地局１０１Ｂから送信さ
れる無線信号の周波数ごとにタイミングをずらして異周波測定動作を行うことができるた
め、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定期間内に測定す
ることのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため、周辺基地局１
０１Ｂが多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを防ぎ、無線端末装置２０
２による異周波測定動作を適切に行うことができ、通信の安定化を図ることができる。
【０２４２】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、測定タイミングの間隔を周辺基地局１０１Ｂごとまたは無線信号の周波数ごとに設定す
る。
【０２４３】
　このように、測定タイミングの間隔を設定する構成により、異周波測定動作のタイミン
グ調整を適切かつ容易に行うことができる。
【０２４４】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、周辺基地局１０１Ｂとサービング基地局１０１Ａとの距離が遠いほど測定タイミングの
間隔を短く設定する。
【０２４５】
　このような構成により、無線リンク断が発生する可能性が高い状況であるほど周辺基地
局１０１Ｂから送信される無線信号を頻繁に測定して、一層通信の安定化を図ることがで
きる。
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【０２４６】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、サービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力が小さいほど測定タイミング
の間隔を短く設定する。
【０２４７】
　このような構成により、無線リンク断が発生する可能性が高い状況であるほど周辺基地
局１０１Ｂから送信される無線信号を頻繁に測定して、一層通信の安定化を図ることがで
きる。
【０２４８】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力が大きいほど測定タイミングの間隔
を短く設定する。
【０２４９】
　このような構成により、無線端末装置２０２の通信接続先として選択される可能性が高
い周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定
化を図ることができる。
【０２５０】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の無線端末装置２０２における受信電力が
大きいほど測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２５１】
　このような構成により、無線端末装置２０２の通信接続先として選択される可能性が高
い周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定
化を図ることができる。
【０２５２】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、異周波測定期間における異なる周波数の無線信号の測定開始タイミングを周辺基地局１
０１Ｂごとまたは無線信号の周波数ごとに設定する。
【０２５３】
　このように、測定開始タイミングを設定する構成により、異周波測定動作のタイミング
調整を適切かつ容易に行うことができる。
【０２５４】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、周辺基地局１０１Ｂとサービング基地局１０１Ａとの距離が近いほど異周波測定動作を
行う間隔を長く設定する。
【０２５５】
　このような構成により、無線リンク断が発生する可能性の低い周辺基地局１０１Ｂから
送信される無線信号の測定の頻度を少なくして、無線端末装置２０２の消費電力を低減さ
せることができる。
【０２５６】
　また、本発明の第１の実施の形態において、無線端末装置２０２は、異周波測定期間に
おける異なる周波数の無線信号の測定結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するた
びに、測定結果を無線基地局装置に報告する。また、異周波測定制御部１６は、所定時間
を周辺基地局１０１Ｂごとまたは無線信号の周波数ごとに設定する。
【０２５７】
　このような構成により、たとえば、周辺基地局１０１Ｂがサービングセルのセルエッジ
付近に位置する状況、すなわち無線端末装置２０２のハンドオーバ動作が遅すぎることに
より無線リンク断が発生する可能性が高い状況においては、上記所定時間を短く設定して
通信の安定化を図るとともに、周辺基地局１０１Ｂがサービングセルの中心付近に位置す
る状況においては上記所定時間を長く設定して精度の高い測定結果を得ることができる。
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【０２５８】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置では、異周波測定制御部１６は
、測定タイミングの間隔が長いほど、上記所定時間を長く設定する。
【０２５９】
　このような構成により、測定タイミングの間隔が長く、所定期間内に行われる測定回数
が少ない周辺基地局１０１Ｂからの無線信号であっても、測定結果が所定条件を満たす状
態が長時間継続するまで無線基地局装置への報告が行われないため、報告される測定結果
の精度を確保することができる。
【０２６０】
（変形例１）
　次に、本発明の第１の実施の形態の変形例１について説明する。上述した第１の実施の
形態では、サービング基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの距離、周辺基地局１０１
Ｂから送信される無線信号の電力の大きさ、および、サービング基地局１０１Ａから送信
される無線信号の電力の大きさのうち少なくとも１つ以上を基準として、測定タイミング
、異周波測定動作が行われる間隔、および、報告タイミングの制御が行われる場合につい
て説明した。
【０２６１】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態の変形例１では、周辺基地局１０１Ｂから送
信される無線信号の周波数の高低に基づいて、測定タイミング、異周波測定動作が行われ
る間隔、および、報告タイミングの制御が行われる場合について説明する。
【０２６２】
　（１）測定タイミングの間隔の制御
　本発明の第１の実施の形態の変形例１に係る無線基地局装置であるサービング基地局１
０１Ａは、上述した本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置と同様に、無線端末
装置２０２の周囲に存在する１または複数の周辺基地局１０１Ｂを特定する。
【０２６３】
　そして、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、特定された周辺基地局
１０１Ｂから送信される無線信号に関する情報を、たとえばコアネットワークから取得す
る。この情報には、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数を
示す情報が含まれている。
【０２６４】
　ここで、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数が高いほど無線信号の減
衰が大きく無線端末装置２０２との間の通信品質が悪くなるため、無線端末装置２０２の
ハンドオーバ動作のタイミングが遅すぎることによる無線リンク断が発生する可能性が高
い。このため、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信され
る無線信号の周波数を示す情報に基づいて、当該周波数が高い周辺基地局１０１Ｂほど優
先的に多くの測定が行われるように、測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２６５】
　たとえば、図１３に示すように、通信システム４０１に、無線端末装置２０２との間で
周波数ｆ２の無線信号を送受信する周辺基地局１０１Ｂａと、無線端末装置２０２との間
で周波数ｆ３の無線信号を送受信する周辺基地局１０１Ｂｂとが設けられている場合であ
り、周波数ｆ３が周波数ｆ２よりも高い場合（ｆ３＞ｆ２）を想定する。この場合、異周
波測定制御部１６は、無線基地局装置１０１Ｂａからの周波数ｆ２の無線信号の測定タイ
ミングの間隔よりも、無線基地局装置１０１Ｂｂからの周波数ｆ３の無線信号の測定タイ
ミングの間隔を短く設定する。
【０２６６】
　（２）異周波測定動作を行う間隔の制御
　また、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信される無線
信号の周波数を示す情報に基づいて、異周波測定動作の間隔を設定することができる。具
体的には、異周波測定制御部１６は、特定された周辺基地局１０１Ｂのうち、送信する無
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線信号の周波数が高い周辺基地局ほど、異周波測定動作の間隔を短く設定する。
【０２６７】
　すなわち、上述した例において、異周波測定制御部１６は、周辺基地局１０１Ｂａから
送信される周波数ｆ２の無線信号を測定する異周波測定動作の間隔よりも、周辺基地局１
０１Ｂｂから送信される周波数ｆ３（＞ｆ２）の無線信号を測定する異周波測定動作の間
隔を短く設定する。
【０２６８】
　（３）報告タイミングの制御
　また、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信される無線
信号の周波数を示す情報に基づいて、異周波測定動作における無線信号の測定結果を報告
する報告タイミングを設定することができる。具体的には、異周波測定制御部１６は、特
定された周辺基地局１０１Ｂのうち、送信する無線信号の周波数が高い周辺基地局ほどＴ
ＴＴを短く設定する。
【０２６９】
　すなわち、上述した例において、異周波測定制御部１６は、周辺基地局１０１Ｂａから
送信される周波数ｆ２の無線信号の測定におけるＴＴＴよりも、周辺基地局１０１Ｂｂか
ら送信される周波数ｆ３（＞ｆ２）の無線信号の測定におけるＴＴＴを短く設定する。
【０２７０】
　このように、異周波測定制御部１６により測定タイミングの間隔、異周波測定動作を行
う間隔およびＴＴＴの設定が行われると、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１７は
、異周波測定制御部１６により設定された設定内容を示す情報を無線端末装置２０２へ送
信する。これにより、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信された
設定内容に基づいて、異周波測定動作および当該異周波測定動作の測定結果の報告を行う
。
【０２７１】
　なお、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信される無線
信号の周波数を示す情報に基づいて、周辺基地局１０１Ｂごとに異周波測定期間における
測定開始タイミング、すなわちオフセットを設定することも可能である。
【０２７２】
　上記のように、本発明の第１の実施の形態の変形例１に係る無線基地局装置では、異周
波測定制御部１６は、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数が高いほど測
定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２７３】
　このような構成により、無線端末装置２０２の通信接続先となる場合に無線リンク断が
発生する可能性が高い周辺基地局１０１Ｂからの無線信号を優先的に多く測定して、一層
通信の安定化を図ることができる。
【０２７４】
　また、本発明の第１の実施の形態の変形例１に係る無線基地局装置では、異周波測定制
御部１６は、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数が高いほど異周波測定
動作を行う間隔を短く設定する。
【０２７５】
　このような構成により、無線端末装置２０２の通信接続先となる場合に無線リンク断が
発生する可能性の高い周辺基地局１０１Ｂからの無線信号を優先的に多く測定して、一層
通信の安定化を図ることができる。
【０２７６】
（変形例２）
　次に、本発明の第１の実施の形態の変形例２について説明する。上述した第１の実施の
形態の変形例１では、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数が高いほど、
測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、および、報告タイミングを短く設定す
る場合について説明した。
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【０２７７】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態の変形例２では、周辺基地局１０１Ｂから送
信される無線信号の周波数が低いほど、測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔
、および、報告タイミングを短く設定する場合について説明する。
【０２７８】
　（１）測定タイミングの間隔の制御
　ここで、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数が低いほど無線信号の減
衰が小さく無線端末装置２０２との間の通信品質が良くなる。このため、サービング基地
局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、特定された１または複数の周辺基地局１０１Ｂか
ら送信される無線信号の周波数を示す情報に基づいて、１または複数の周辺基地局１０１
Ｂのうち、送信する無線信号の周波数が低いほど優先的に多くの測定が行われるように、
測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２７９】
　たとえば、図１３に示すように、通信システム４０１に、無線端末装置２０２との間で
周波数ｆ２の無線信号を送受信する周辺基地局１０１Ｂａと、無線端末装置２０２との間
で周波数ｆ３の無線信号を送受信する周辺基地局１０１Ｂｂとが設けられている場合であ
り、周波数ｆ３が周波数ｆ２よりも高い場合（ｆ３＞ｆ２）、異周波測定制御部１６は、
無線基地局装置１０１Ｂｂからの周波数ｆ３の無線信号の測定タイミングの間隔よりも、
無線基地局装置１０１Ｂａからの周波数ｆ２の無線信号の測定タイミングの間隔を短く設
定する。
【０２８０】
　（２）異周波測定動作を行う間隔の制御
　また、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信される無線
信号の周波数を示す情報に基づいて、特定された周辺基地局１０１Ｂのうち、送信する無
線信号の周波数が低い周辺基地局ほど、異周波測定動作の間隔を短く設定することができ
る。
【０２８１】
　すなわち、上述した例において、異周波測定制御部１６は、周辺基地局１０１Ｂｂから
送信される周波数ｆ３の無線信号を測定する異周波測定動作の間隔よりも、周辺基地局１
０１Ｂａから送信される周波数ｆ２（＜ｆ３）の無線信号を測定する異周波測定動作の間
隔を短く設定する。
【０２８２】
　（３）報告タイミングの制御
　また、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂから送信される無線
信号の周波数を示す情報に基づいて、特定された周辺基地局１０１Ｂのうち、送信する無
線信号の周波数が低い周辺基地局ほどＴＴＴを短く設定することができる。
【０２８３】
　すなわち、上述した例において、異周波測定制御部１６は、周辺基地局１０１Ｂｂから
送信される周波数ｆ３の無線信号の測定におけるＴＴＴよりも、周辺基地局１０１Ｂａか
ら送信される周波数ｆ２（＜ｆ３）の無線信号の測定におけるＴＴＴを短く設定する。
【０２８４】
　上記のように、本発明の第１の実施の形態の変形例２に係る無線基地局装置では、異周
波測定制御部１６は、周辺基地局１０１Bから送信される無線信号の周波数が低いほど測
定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２８５】
　このような構成により、送信される無線信号の減衰が小さく、無線端末装置２０２との
間の通信品質が良くなる周辺基地局から送信される無線信号を優先的に多く測定して、一
層通信の安定化を図ることができる。
【０２８６】
　また、本発明の第１の実施の形態の変形例２に係る無線基地局装置では、異周波測定制
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御部１６は、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数が低いほど異周波測定
動作を行う間隔を短く設定する。
【０２８７】
　このような構成により、送信される無線信号の減衰が小さく、無線端末装置２０２との
間の通信品質が良くなる周辺基地局から送信される無線信号を優先的に多く測定して、一
層通信の安定化を図ることができる。
【０２８８】
（変形例３）
　次に、本発明の第１の実施の形態の変形例３について説明する。上述した第１の実施の
形態の変形例１および変形例２では、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周波
数に基づいて、測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、および、報告タイミン
グの制御が行われる場合について説明した。
【０２８９】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態の変形例３では、無線端末装置２０２と周辺
基地局１０１Ｂとの距離に基づいて、測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、
および、報告タイミングの制御が行われる場合について説明する。
【０２９０】
　（１）測定タイミングの間隔の制御
　本発明の第１の実施の形態の変形例３に係る無線基地局装置であるサービング基地局１
０１Ａは、上述した本発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置と同様に、無線端末
装置２０２の周囲に存在する１または複数の周辺基地局１０１Ｂを特定する。
【０２９１】
　そして、サービング基地局１０１Ａの異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地
局１０１Ｂと無線端末装置２０２との距離に基づいて測定タイミングの間隔を設定する。
【０２９２】
　ここで、無線端末装置２０２と周辺基地局１０１Ｂとの距離が近いほど、この周辺基地
局１０１Ｂが無線端末装置２０２の通信接続先として選択される可能性が高い。このため
、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２と周辺基地局１０１Ｂとの距離が近いほ
ど、無線端末装置２０２との距離が遠い周辺基地局よりも優先的に多くの測定が行われる
ように、測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２９３】
　具体的には、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２の周囲に存在する周辺基地
局１０１Ｂの特定の際に用いた無線端末装置２０２の位置情報と、予め記憶する複数の無
線基地局装置の位置情報とに基づいて、無線端末装置２０２と特定された各周辺基地局１
０１Ｂとの距離を算出する。そして、異周波測定制御部１６は、特定された周辺基地局の
うち、無線端末装置２０２との距離が短い周辺基地局ほど測定タイミングの間隔を短く設
定する。
【０２９４】
　たとえば、図１３に示すように、通信システム４０１に、無線端末装置２０２の周囲に
周辺基地局１０１Ｂａおよび周辺基地局１０１Ｂｂが存在し、周辺基地局１０１Ｂａの方
が、周辺基地局１０１Ｂｂよりも無線端末装置２０２に近い場合を想定する。この場合、
異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２から遠い無線基地局装置１０１Ｂｂからの
無線信号の測定タイミングの間隔よりも、無線端末装置２０２から近い無線基地局装置１
０１Ｂａからの無線信号の測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０２９５】
　（２）異周波測定動作を行う間隔の制御
　また、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２と、特定された各周辺基地局１０
１Ｂとの距離に基づいて、異周波測定動作の間隔を設定することができる。具体的には、
異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２と特定された各周辺基地局１０１Ｂとの距
離を算出し、特定された周辺基地局１０１Ｂのうち、無線端末装置２０２との距離が短い
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周辺基地局ほど異周波測定動作の間隔を短く設定する。
【０２９６】
　すなわち、上述した例において、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２から遠
い無線基地局装置１０１Ｂｂからの無線信号を測定する異周波測定動作の間隔よりも、無
線端末装置２０２から近い無線基地局装置１０１Ｂａからの無線信号を測定する異周波測
定動作の間隔を短く設定する。
【０２９７】
　（３）報告タイミングの制御
　また、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２と、特定された各周辺基地局１０
１Ｂとの距離に基づいて、異周波測定動作における無線信号の測定結果を報告する報告タ
イミングを設定することができる。具体的には、異周波測定制御部１６は、無線端末装置
２０２と特定された各周辺基地局１０１Ｂとの距離を算出し、特定された周辺基地局１０
１Ｂのうち、無線端末装置２０２との距離が短い周辺基地局ほどＴＴＴを短く設定する。
【０２９８】
　すなわち、上述した例において、異周波測定制御部１６は、無線端末装置２０２から遠
い無線基地局装置１０１Ｂｂからの無線信号の測定におけるＴＴＴよりも、無線端末装置
２０２から近い無線基地局装置１０１Ｂａからの無線信号の測定におけるＴＴＴを短く設
定する。
【０２９９】
　なお、異周波測定制御部１６は、特定された各周辺基地局１０１Ｂと無線端末装置２０
２との距離に基づいて、周辺基地局１０１Ｂごとに異周波測定期間における測定開始タイ
ミング、すなわちオフセットを設定することも可能である。
【０３００】
　上記のように、本発明の第１の実施の形態の変形例３に係る無線基地局装置では、異周
波測定制御部１６は、無線端末装置２０２と周辺基地局１０１Ｂとの距離が近いほど測定
タイミングの間隔を短く設定する。
【０３０１】
　このような構成により、無線端末装置２０２の通信接続先として選択される可能性が高
い周辺基地局１０１Ｂからの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図る
ことができる。
【０３０２】
　また、本発明の第１の実施の形態の変形例３に係る無線基地局装置では、異周波測定制
御部１６は、無線端末装置２０２と周辺基地局１０１Ｂとの距離が近いほど異周波測定動
作を行う間隔を短く設定する。
【０３０３】
　このような構成により、無線端末装置の通信接続先として選択される可能性が高い周辺
基地局からの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【０３０４】
　なお、上述した本発明の第１の実施の形態では、サービング基地局１０１Ａと周辺基地
局１０１Ｂとの距離、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力の大きさ、およ
び、サービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力の大きさのうち少なくとも
１つ以上を基準として、測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、および、報告
タイミングの制御が行われる場合について説明した。
【０３０５】
　また、変形例１および変形例２では、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の周
波数に基づいて、測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、および、報告タイミ
ングの制御が行われる場合について説明した。また、変形例３では、無線端末装置２０２
と周辺基地局１０１Ｂとの距離に基づいて、測定タイミング、異周波測定動作が行われる
間隔、および、報告タイミングの制御が行われる場合について説明した。
【０３０６】
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　しかしながら、上記のような形態に限定されず、「サービング基地局１０１Ａと周辺基
地局１０１Ｂとの距離」、「周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力の大きさ
」、「サービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力の大きさ」、「周辺基地
局１０１Ｂから送信される無線信号の周波数」および「無線端末装置２０２と周辺基地局
１０１Ｂとの距離」のうち少なくとも２つ以上を基準とし、たとえば各基準に基づく評価
関数を用いることによって、これらの基準を総合的に判断して測定タイミング、異周波測
定動作が行われる間隔、および、報告タイミングの制御が行われても良い。
【０３０７】
　＜第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。上述した第１の実施の形態では、
サービング基地局１０１Ａおよび無線端末装置２０２間で使用される無線信号と、周辺基
地局１０１Ｂから送信される無線信号とが異なる周波数である場合について説明した。こ
れに対して、本発明の第２の実施の形態では、サービング基地局１０１Ａおよび無線端末
装置２０２間で使用される無線信号と、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号とが
同じ周波数である場合について説明する。
【０３０８】
　［構成および基本動作］
　図２１は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムの構
成を示す図である。
【０３０９】
　図２１を参照して、通信システム４０２は、図１に示す通信システム４０１と同様に、
たとえば３ＧＰＰで規格化されたＬＴＥ（Long　Term　Evolution）に従う移動体通信シ
ステムであり、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置（設定装置）１０１Ａ，
１０１Ｂを備える。無線基地局装置１０１Ａは、たとえばマクロ基地局であり、無線基地
局装置１０１Ｂは、たとえばフェムト基地局またはピコ基地局である。無線基地局装置１
０１Ａ，１０１Ｂは、無線端末装置２０２の動作、すなわちハンドオーバ動作に関する設
定を行う。
【０３１０】
　無線基地局装置１０１Ａは、セルＣＡを形成し、セルＣＡ内に存在する無線端末装置２
０２と周波数ｆ１の無線信号を送受信することにより、無線端末装置２０２と通信するこ
とが可能である。無線基地局装置１０１Ｂは、セルＣＢを形成し、セルＣＢ内に存在する
無線端末装置２０２と周波数ｆ１の無線信号を送受信することにより、無線端末装置２０
２と通信することが可能である。
【０３１１】
　［小型基地局の設置数が増加することによる課題］
　ここで、サービング基地局（選択基地局）と無線端末装置との間で使用される無線信号
の周波数と、周辺基地局から送信される無線信号の周波数とが同じ場合には、無線端末装
置２０２は、上述した本発明の第１の実施の形態とは異なり、異周波測定期間を設ける必
要はない。
【０３１２】
　しかしながら、この場合であっても、無線端末装置２０２は、移動に伴ってハンドオー
バ先の無線基地局装置が適切に選択されるために、周辺基地局から送信される無線信号を
測定し、サービング基地局に測定結果を送信する必要がある。そして、周辺基地局が多数
存在する場合には、すべての周辺基地局の測定を完了するのに時間がかかり、通信先切替
動作、すなわちハンドオーバ動作のタイミングが遅れるなどの問題が発生する。
【０３１３】
　特に、サービング基地局と周辺基地局との距離が近い場合などには、サービング基地局
から送信される無線信号と周辺基地局から送信される無線信号とが干渉することがあり、
このような場合には無線端末装置２０２は上記測定を正確に行うことができない。
【０３１４】
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　［本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置の構成］
　図２２は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置における制御部の構成を示
す図である。
【０３１５】
　本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂは、図４に示す本
発明の第１の実施の形態に係る無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂと同様の構成であり、
制御部９８の構成のみが異なる。
【０３１６】
　図２２を参照して、制御部９８は、図５に示す本発明の第１の実施の形態に係る無線基
地局装置１０１Ａ，１０１Ｂの制御部９８と比較して、異周波測定制御部１６および設定
通知部１７の代わりに、測定制御部１８および設定通知部１９を有する。
【０３１７】
　測定制御部１８は、自己の無線基地局装置１０１Ａ，１０１Ｂおよび無線端末装置２０
２間で使用される無線信号の周波数と同じ周波数の無線信号であって、自己の無線基地局
装置１０１Ａ，１０１Ｂ以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号
の測定を行う測定タイミング（同一周波測定期間における測定タイミング）を周辺基地局
ごとに設定する。
【０３１８】
　なお、測定タイミングの設定とは、たとえば、測定処理のパラメータとして、測定タイ
ミングの間隔を設定すること、または、測定開始タイミングとしてオフセットＯＳＴ（Ce
ll　Individual　Offset）を設定することを意味する。
【０３１９】
　設定通知部１９は、測定制御部１８により設定された設定内容を取得して、当該設定内
容を無線端末装置２０２へ送信する。
【０３２０】
　なお、図２２におけるハンドオーバ要求部１１、ハンドオーバ指示部１２および端末測
定結果取得部１５は、本発明において必須の構成要素ではない。無線基地局装置１０１Ａ
，１０１Ｂは、これらの構成要素を備えなくても、周辺基地局から送信される無線信号の
測定において、無線端末装置２０２における周辺基地局からの無線信号の測定動作を適切
に行い、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成することが可能である。
【０３２１】
　［測定制御部による制御動作］
　次に、無線基地局装置１０１Ａの測定制御部１８による設定動作について、「測定タイ
ミングの間隔」、「測定開始タイミング」および「設定内容の通知動作の詳細」に分けて
説明する。
【０３２２】
　ここでは、図２１に示すように、無線端末装置２０２がセルＣＡ内に位置し、無線基地
局装置１０１Ａと通信中である状態から、無線端末装置２０２がセルＣＢに接近する方向
に移動する場合を想定する。以下、無線基地局装置１０１Ａをサービング基地局１０１Ａ
とも称し、無線基地局装置１０１Ｂを周辺基地局１０１Ｂとも称する。
【０３２３】
（１）測定タイミングの間隔
　図２３は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置の測定制御部による測定タ
イミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【０３２４】
　図２３を参照して、ステップＳ９１からステップＳ９３までの動作は、図６に示すステ
ップＳ３１からステップＳ３３までの動作と同様であり、測定制御部１８は、サービング
基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの距離、サービング基地局１０１Ａから送信され
る無線信号の電力に関する情報および周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力
に関する情報を取得する。
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【０３２５】
　そして、測定制御部１８は、取得した情報に基づいて、周辺基地局から送信される無線
信号の測定タイミングの間隔を設定する。たとえば、測定制御部１８は、自己のサービン
グ基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂとの距離が近いほど測定タイミングの間隔を短く
設定する（ステップＳ９４）。
【０３２６】
　なお、測定制御部１８は、たとえば、自己のサービング基地局１０１Ａから送信される
無線信号の電力が大きいほど測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。また、たとえ
ば、測定制御部１８は、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力が小さいほど
測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。
【０３２７】
　さらに、測定制御部１８は、自己のサービング基地局１０１Ａと周辺基地局１０１Ｂと
の距離、自己のサービング基地局１０１Ａから送信される無線信号の電力および周辺基地
局１０１Ｂから送信される無線信号の電力を総合的に判断することによって測定タイミン
グの間隔を設定してもよい。
【０３２８】
　次に、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１９は、ステップＳ９４において測定制
御部１８により設定された測定タイミングの間隔を示す情報を無線端末装置２０２へ送信
する。これにより、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信された情
報の示す設定内容に基づいて無線信号の測定を行う（ステップＳ９５）。
【０３２９】
（２）測定開始タイミング
　図２４は、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置の測定制御部による測定開
始タイミングの設定動作の流れを説明するフローチャートである。
【０３３０】
　図２４を参照して、ステップＳ１０１の動作は、図８に示すステップＳ４１の動作と同
様である。
【０３３１】
　次に、測定制御部１８は、複数の他の無線基地局装置と当該他の無線基地局装置ごとに
設定されたオフセットＯＳＴとを予め対応づけて記録するメモリを、参照する。そして、
測定制御部１８は、当該メモリから、周辺基地局１０１Ｂに対応づけて記録されているオ
フセットＯＳＴを抽出し、測定開始タイミング（同一周波測定動作におけるオフセット）
として抽出したオフセットＯＳＴを設定する（ステップＳ１０２）。
【０３３２】
　次に、設定通知部１９は、ステップＳ１０２において設定した測定開始タイミングすな
わちオフセットＯＳＴを示す情報を無線端末装置２０２へ送信する。これにより、無線端
末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａから送信された設定内容に基づいて、サービ
ング基地局１０１Ａとの間で使用されている無線信号の周波数と同じ周波数である無線信
号の測定を行う（ステップＳ１０３）。
【０３３３】
（３）設定内容の通知動作の詳細
　次に、設定通知部１９による無線端末装置２０２への設定内容の送信すなわち通知動作
の詳細について説明する。
【０３３４】
　サービング基地局１０１Ａの設定通知部１９は、測定制御部１８により設定された設定
内容すなわち設定パラメータを測定制御部１８から取得し、取得した設定パラメータをＲ
ＲＣコネクション再構成指示に追加して無線端末装置２０２へ送信する。
【０３３５】
　このＲＲＣコネクション再構成指示は、図１１に示す設定パラメータと同様であり、こ
のＲＲＣコネクション再構成指示には、複数のメジャメントオブジェクトＭＯ（Meas　Ob
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ject　To　Add　Mod　List）を追加することができる。
【０３３６】
　図２５は、図１１に示すメジャメントオブジェクトに含まれる設定パラメータの一例を
示す図である。
【０３３７】
　図２５を参照して、たとえば、測定制御部１８は、無線端末装置２０２の周囲に位置す
る周辺基地局として複数の無線基地局装置１０１Ｂが特定された場合、これら複数の無線
基地局装置１０１Ｂに対してそれぞれ測定タイミングの間隔および測定開始タイミングを
設定する。
【０３３８】
　そして、設定通知部１９は、追加したメジャメントオブジェクトＭＯに、複数の無線基
地局装置１０１Ｂのリストを示すメッセージＭＬ（Cells　To　Add　Mod　List）、各無
線基地局装置１０１Ｂに対して設定された測定タイミングの間隔を示すメッセージＭＰ２
（Meas　Period）、および、各無線基地局装置１０１Ｂに対して設定された測定開始タイ
ミングを示すメッセージＭＯＳ２（Meas　Offset）を含めて、ＲＲＣコネクション再構成
指示を無線端末装置２０２へ送信する。
【０３３９】
　なお、測定制御部１８は、図１２に示すように、複数の無線基地局装置１０１Ｂを複数
の組に分け、測定タイミングの間隔の設定および測定開始タイミングの設定を上記組ごと
に行うことも可能である。
【０３４０】
　そして、無線端末装置２０２は、サービング基地局１０１Ａの設定通知部１９からＲＲ
Ｃコネクション再構成指示を受信して、受信したＲＲＣコネクション再構成指示に含まれ
る無線基地局装置１０１Ｂのリスト、測定タイミングの間隔および測定開始タイミングな
どの設定パラメータを有効にして無線信号の測定を行う。すなわち、無線端末装置２０２
は、サービング基地局１０１Ａとの間で使用される無線信号と同じ周波数である無線信号
の測定を行うための設定パラメータを、ＲＲＣコネクション再構成指示に含まれる設定パ
ラメータに更新する。
【０３４１】
　そして、無線端末装置２０２は、設定パラメータの更新を行うと、設定パラメータの更
新が完了したことを示す通知をＲＲＣコネクション再構成完了通知に含め、このＲＲＣコ
ネクション再構成完了通知を無線基地局装置１０１Ｂへ送信する。
【０３４２】
　ところで、サービング基地局と無線端末装置との間で使用される無線信号の周波数と、
周辺基地局から送信される無線信号の周波数とが同じ場合には、無線端末装置は、上記の
ような間欠的な測定を行う必要はない。しかしながら、この場合であっても、無線端末装
置は、移動に伴ってハンドオーバ先の無線基地局装置が適切に選択されるために、周辺基
地局から送信される無線信号を測定し、サービング基地局に測定結果を送信する必要があ
る。そして、周辺基地局が多数存在する場合には、すべての周辺基地局の測定を完了する
のに時間がかかり、上記と同様に、ハンドオーバ動作のタイミングが遅れるなどの問題が
発生する。
【０３４３】
　これに対して、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定制御部１８
が、自己の無線基地局装置以外の無線基地局装置である周辺基地局１０１Ｂから送信され
る無線信号の測定が無線端末装置２０２によって行われるタイミングである測定タイミン
グを設定する。また、設定通知部１９が、測定制御部１８による設定の内容を無線端末装
置２０２に通知する。さらに、測定制御部１８は、周辺基地局１０１Ｂごとに上記設定を
行う。
【０３４４】
　このような構成により、周辺基地局１０１Ｂごとにタイミングをずらして無線信号の測
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定を行うことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあって
も、所定期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる。
このため、周辺基地局１０１Ｂが多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを
防ぎ、周辺基地局１０１Ｂから送信される無線信号の測定を適切に行うことができ、通信
の安定化を図ることができる。
【０３４５】
　また、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定制御部１８は、測定
タイミングの間隔を周辺基地局１０１Ｂごとに設定する。
【０３４６】
　このように、測定タイミングの間隔を設定する構成により、測定動作のタイミング調整
を適切かつ容易に行うことができる。
【０３４７】
　また、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定制御部１８は、自己
の無線基地局装置と周辺基地局１０１Ｂとの距離が近いほど測定タイミングの間隔を短く
設定する。
【０３４８】
　このような構成により、正確な測定を行うことが困難となる可能性の高い周辺基地局か
らの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【０３４９】
　また、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定制御部１８は、自己
の無線基地局装置が送信する無線信号の電力が大きいほど測定タイミングの間隔を短く設
定する。
【０３５０】
　このような構成により、正確な測定を行うことが困難となる可能性の高い状況であるほ
ど、周辺基地局から送信される無線信号を高い頻度で測定して、一層通信の安定化を図る
ことができる。
【０３５１】
　また、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定制御部１８は、周辺
基地局１０１Ｂから送信される無線信号の電力が大きいほど測定タイミングの間隔を短く
設定する。
【０３５２】
　このような構成により、正確な測定を行うことが困難となる可能性の高い周辺基地局か
らの無線信号を優先的に多く測定して、一層通信の安定化を図ることができる。
【０３５３】
　また、本発明の第２の実施の形態に係る無線基地局装置では、測定制御部１８は、周辺
基地局１０１Ｂから送信される無線信号の測定開始タイミングを周辺基地局１０１Ｂごと
に設定する。
【０３５４】
　このように、測定開始タイミングを設定する構成により、測定動作のタイミング調整を
適切かつ容易に行うことができる。
【０３５５】
　＜第３の実施の形態＞
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。上述した第１の実施の形態では、
無線端末装置２０２のハンドオーバ動作により、複数の無線基地局装置のうち選択された
無線基地局装置と、無線端末装置２０２との間で通信が行われる場合について説明した。
【０３５６】
　これに対して、本発明の第３の実施の形態に係る通信システム４０３では、無線端末装
置２０３が、プライマリセルを形成するプライマリ基地局との無線信号の送受信、および
、セカンダリセルを形成するセカンダリ基地局との無線信号の送受信を並行して行うこと
が可能である場合について説明する。
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【０３５７】
　［構成および基本動作］
　図２６は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムの構
成を示す図である。
【０３５８】
　３ＧＰＰにおいて、より高速なデータ伝送を実現するための技術として、キャリア・ア
グリゲーション（Carrier　Aggregation）が検討されている。このキャリア・アグリゲー
ションとは、複数の異なる周波数（コンポーネントキャリア（Component　Carrier））を
集約して使用することにより伝送レートを向上させる技術である。
【０３５９】
　たとえば、キャリア・アグリゲーションによって周波数帯域幅が２０ＭＨｚのコンポー
ネントキャリアを５つ集約した場合、無線端末装置２０３はこれらを一つの１００ＭＨｚ
の周波数帯域幅とみなしてデータ伝送を行うことが可能となる。なお、集約するコンポー
ネントキャリアは、連続した周波数であっても、全部または一部が不連続となる周波数で
あってもよい。
【０３６０】
　図２６を参照して、通信システム４０３は、たとえば３ＧＰＰで規格化されたＬＴＥ（
Long　Term　Evolution）に従う移動体通信システムであり、無線基地局装置３０１を備
える。
【０３６１】
　無線基地局装置（設定装置）３０１は、プライマリ送受信部３０２（プライマリ基地局
）およびセカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃ（セカンダリ基地局）を含む
。無線基地局装置３０１は、無線端末装置２０３の動作に関する設定を行う。
【０３６２】
　プライマリ送受信部３０２は、プライマリセルＰＣｅｌｌ（Primary　Cell）を形成す
る。セカンダリ送受信部３０３ａは、セカンダリセルＳＣｅｌｌ（Secondary　Cell）－
ａを形成し、セカンダリ送受信部３０３ｂは、セカンダリセルＳＣｅｌｌ－ｂを形成し、
セカンダリ送受信部３０３ｃは、セカンダリセルＳＣｅｌｌ－ｃを形成する。以下、セカ
ンダリセルＳＣｅｌｌ－ａ，ＳＣｅｌｌ－ｂ，ＳＣｅｌｌ－ｃを総称して「セカンダリセ
ルＳＣｅｌｌ」とも称する。また、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃの
各々を、以下「セカンダリ送受信部３０３」とも称する。
【０３６３】
　プライマリ送受信部３０２およびセカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃは
、たとえば各々異なる位置に設けられたアンテナまたは無線基地局装置である。また、プ
ライマリ送受信部３０２により送受信される無線信号の周波数帯域と、セカンダリ送受信
部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃにより送受信される無線信号の周波数帯域とは異なる。
たとえば、プライマリ送受信部３０２により送受信される無線信号の周波数帯域は２ＧＨ
ｚ帯であり、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃにより送受信される無線
信号の周波数帯域は３．５ＧＨｚ帯である。
【０３６４】
　なお、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃは、それぞれ異なる周波数帯
域の無線信号を送受信してもよい。
【０３６５】
　無線端末装置２０３は、プライマリ送受信部３０２との無線信号の送受信、および、セ
カンダリ送受信部３０３との無線信号の送受信を並行して行うことが可能、すなわちキャ
リア・アグリゲーションを使用することが可能である。
【０３６６】
　より詳細には、無線端末装置２０３は、まず、プライマリ送受信部３０２との間で無線
信号の送受信を行う。そして、無線端末装置２０３は、プライマリ送受信部３０２との間
における無線信号の送受信と並行して、自己の周囲に位置するセカンダリ送受信部３０３
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ａ，３０３ｂ，３０３ｃから送信される無線信号の測定動作であるセカンダリ測定動作を
行う。
【０３６７】
　そして、たとえば無線端末装置２０３がセカンダリ測定動作を行いながら移動し、セカ
ンダリ送受信部３０３ａへ接近することによって、セカンダリ送受信部３０３ａから送信
される無線信号の受信電力の大きさが所定の閾値を超えた場合、セカンダリ送受信部３０
３ａが無線端末装置２０３の通信接続先として選択される。
【０３６８】
　そして、無線端末装置２０３は、プライマリ送受信部３０２との間における無線信号の
送受信と、通信接続先として選択されたセカンダリ送受信部３０３ａとの間における無線
信号の送受信とを並行して行う。
【０３６９】
　なお、図２６では、プライマリセルＰＣｅｌｌ内に３つのセカンダリセルＳＣｅｌｌが
位置している状態を示しているが、セカンダリセルは、１つ、２つ、または、４つ以上で
あってもよい。また、セカンダリセルＳＣｅｌｌはプライマリセルＰＣｅｌｌの外に位置
していてもよい。さらに、プライマリセルＰＣｅｌｌの半径とセカンダリセルＳＣｅｌｌ
の半径とが略同一、または、プライマリセルＰＣｅｌｌの半径がセカンダリセルＳＣｅｌ
ｌの半径より小さくてもよい。
【０３７０】
　次に、通信システム４０３におけるセカンダリセルＳＣｅｌｌの有効化処理、すなわち
セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃのうちの少なくとも１つのセカンダリ
送受信部が無線端末装置２０３の通信接続先として選択されるまでの処理の流れについて
説明する。無線基地局装置３０１および無線端末装置２０３は、以下のシーケンスおよび
各フローの各ステップを含むプログラムを図示しないメモリから読み出して実行する。こ
のプログラムは、外部からインストールすることができる。このインストールされるプロ
グラムは、たとえば記録媒体に格納された状態で流通する。
【０３７１】
　図２７は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムにお
けるセカンダリセルの有効化処理のシーケンスの一例を示す図である。
【０３７２】
　ここでは、図２６に示すように、無線端末装置２０３がプライマリセルＰＣｅｌｌ内に
位置し、プライマリ送受信部３０２と通信中である状態から、さらに、無線端末装置２０
３が移動することにより、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃのうちのい
ずれかのセカンダリ送受信部に接近して当該セカンダリ送受信部との通信を開始する場合
を想定する。
【０３７３】
　図２７を参照して、まず、無線基地局装置３０１は、プライマリ送受信部３０２と通信
中の無線端末装置２０３における無線信号の受信能力の問合せを無線端末装置２０３へ送
信する。
【０３７４】
　詳細には、無線基地局装置３０１は、無線端末装置２０３が、プライマリ送受信部３０
２との間における無線信号の送受信と、セカンダリ送受信部３０３との間における無線信
号の送受信とを並行して行うことができるか否か、すなわちキャリア・アグリゲーション
を使用することができるか否かを、プライマリ送受信部３０２経由で当該無線端末装置２
０３に対して問い合わせる（端末能力問合せ）（ステップＳ１１１）。
【０３７５】
　次に、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１から端末能力問合せを受信して、
自己の受信能力すなわちキャリア・アグリゲーションを使用することができるか否かを示
す端末能力応答を無線基地局装置３０１へ送信する（ステップＳ１１２）。なお、ここで
は、無線端末装置２０３は、キャリア・アグリゲーションを使用できることを示す端末能
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力応答を無線基地局装置３０１へ送信することとする。
【０３７６】
　次に、無線基地局装置３０１は、無線端末装置２０３から端末能力応答を受信して、無
線端末装置２０３がキャリア・アグリゲーションを使用可能であることを確認する（ステ
ップＳ１１３）。
【０３７７】
　次に、無線基地局装置３０１は、たとえば、ＧＰＳまたはＬＰＰを利用することにより
無線端末装置２０３の位置を推定し、推定した無線端末装置２０３の位置情報と、予め記
憶する複数のセカンダリ送受信部３０３の位置情報とに基づいて、無線端末装置２０３の
周囲に存在する１または複数のセカンダリ送受信部を特定する。ここでは、無線基地局装
置３０１は、たとえば図２６に示すセカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃを
、無線端末装置２０３の周囲に位置するセカンダリ送受信部として特定する（ステップＳ
１１４）。
【０３７８】
　次に、無線基地局装置３０１は、プライマリ送受信部３０２、セカンダリ送受信部３０
３および無線端末装置２０３のうち少なくとも１つに関する情報に基づいて、無線端末装
置２０３によりセカンダリ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミン
グの間隔の設定を行う（ステップＳ１１５）。たとえば、無線基地局装置３０１は、無線
端末装置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離、または、無線端末装置２０３とセ
カンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃとの距離などを用いて、セカンダリ測定
タイミングの間隔の設定を行う。このセカンダリ測定タイミングの間隔の設定の詳細につ
いては後述する。
【０３７９】
　次に、無線基地局装置３０１は、プライマリ送受信部３０２経由で、無線端末装置２０
３へＲＲＣ（Radio　Resource　Control）コネクション再構成指示（RRC　Connection　R
econfiguration）を送信する。このＲＲＣコネクション再構成指示に、ステップＳ１１４
において特定したセカンダリ送受信部を示す識別情報、および、ステップＳ１１５におい
て設定した設定内容等が含まれる（ステップＳ１１６）。
【０３８０】
　次に、無線端末装置２０３は、ＲＲＣコネクション再構成指示を受信して、このＲＲＣ
コネクション再構成指示に含まれるセカンダリ送受信部を示す識別情報および設定内容に
基づいて、自己の周囲に位置する１または複数のセカンダリ送受信部から送信される無線
信号に対してセカンダリ測定動作を開始する。そして、無線端末装置２０３は、自己の周
囲に位置する１または複数のセカンダリ送受信部から送信される無線信号の中から、受信
電力の大きさが所定の閾値を超える無線信号の検出を行う（ステップＳ１１７）。
【０３８１】
　ここでは、無線端末装置２０３がセカンダリ測定動作を行いながら移動し、セカンダリ
送受信部３０３ａへ接近することによって、セカンダリ送受信部３０３ａから送信される
無線信号の受信電力の大きさが所定の閾値を超える場合を想定する。
【０３８２】
　次に、無線端末装置２０３は、セカンダリ測定動作により得られた測定結果を示す測定
結果通知（Measurement　Report）を無線基地局装置３０１へ送信する。この測定結果通
知には、無線端末装置２０３における受信電力の大きさが所定の閾値を超える無線信号の
送信元、すなわちセカンダリ送受信部３０３ａを示す識別情報等が含まれている（ステッ
プＳ１１８）。
【０３８３】
　次に、無線基地局装置３０１は、無線端末装置２０３から測定結果通知を受けて、セカ
ンダリ送受信部３０３ａを、無線端末装置２０３の新たな通信接続先として追加すること
を決定する。そして、無線基地局装置３０１は、セカンダリ送受信部３０３ａを新たな通
信接続先とすることを示す情報を含むＲＲＣコネクション再構成指示を、プライマリ送受
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信部３０２経由で無線端末装置２０３へ送信する（ステップＳ１１９）。
【０３８４】
　次に、無線端末装置２０３は、ＲＲＣコネクション再構成指示を受信して、このＲＲＣ
コネクション再構成指示に従って、セカンダリ送受信部３０３ａにより形成されるセカン
ダリセルＳＣｅｌｌ－ａを有効化する。すなわち、無線端末装置２０３は、プライマリ送
受信部３０２との無線信号の送受信に加えて、セカンダリ送受信部３０３ａとの無線信号
の送受信を行うことを決定する（ステップＳ１２０）。
【０３８５】
　そして、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１へＲＲＣコネクション再構成完
了通知（RRC　Connection　Reconfiguration　Complete）を送信する（ステップＳ１２１
）。
【０３８６】
　［キャリア・アグリゲーションを使用する場合における課題］
　ここで、キャリア・アグリゲーションを使用可能な無線端末装置２０３は、プライマリ
送受信部３０２ａとの間の無線信号の送受信とセカンダリ送受信部３０３との間の無線信
号の送受信とを並行して行うことができるため、異周波測定期間を設ける必要はない。
【０３８７】
　しかしながら、無線端末装置２０３は、前述のように、セカンダリ送受信部３０３を新
たな通信接続先として選択すべきであるか否かを判断するため、これらセカンダリ送受信
部３０３から送信される無線信号の測定、すなわちセカンダリ測定動作を行う必要がある
。そして、無線端末装置２０３の周囲にセカンダリ送受信部３０３が多数存在する場合に
は、すべてのセカンダリ送受信部３０３に対するセカンダリ測定動作を完了するまでに長
時間を要するとともに、多くの電力を消費するという問題がある。
【０３８８】
　［本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置の構成］
　図２８は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示す図である。
【０３８９】
　図２８を参照して、無線基地局装置３０１は、プライマリ送受信部３０２と、セカンダ
リ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃとを含む。プライマリ送受信部３０２は、アン
テナ１８１と、サーキュレータ１８２と、無線受信部１８３と、無線送信部１８４と、信
号処理部１８５と、制御部１８８とを有する。
【０３９０】
　信号処理部１８５は、受信信号処理部１８６と、送信信号処理部１８７とを有する。ま
た、制御部１８８は、セカンダリ測定制御部１８９と、設定通知部１９０とを有する。信
号処理部１８５および制御部１８８は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）またはＤ
ＳＰ（Digital　Signal　Processor）等によって実現される。
【０３９１】
　アンテナ１８１から送信される無線信号を用いた無線端末装置２０３との通信が可能と
なる領域がプライマリセルＰＣｅｌｌである。サーキュレータ１８２は、アンテナ１８１
において受信された無線端末装置２０３からの無線信号を無線受信部１８３へ出力し、ま
た、無線送信部１８４から受けた無線信号をアンテナ１８１へ出力する。
【０３９２】
　無線受信部１８３は、サーキュレータ１８２から受けた無線信号をベースバンド信号ま
たはＩＦ（Intermediate　Frequency）信号に周波数変換し、この周波数変換した信号を
デジタル信号に変換して受信信号処理部１８６へ出力する。
【０３９３】
　無線送信部１８４は、送信信号処理部１８７から受けたデジタル信号をアナログ信号に
変換し、変換したアナログ信号を無線信号に周波数変換してサーキュレータ１８２へ出力
する。
【０３９４】
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　セカンダリ送受信部３０３ａは、アンテナ１９１ａと、サーキュレータ１９２ａと、無
線受信部１９３ａと、無線送信部１９４ａとを有する。セカンダリ送受信部３０３ｂは、
アンテナ１９１ｂと、サーキュレータ１９２ｂと、無線受信部１９３ｂと、無線送信部１
９４ｂとを有する。セカンダリ送受信部３０３ｃは、アンテナ１９１ｃと、サーキュレー
タ１９２ｃと、無線受信部１９３ｃと、無線送信部１９４ｃとを有する。
【０３９５】
　アンテナ１９１ａから送信される無線信号を用いた無線端末装置２０３との通信が可能
となる領域がセカンダリセルＳＣｅｌｌ－ａであり、アンテナ１９１ｂから送信される無
線信号を用いた無線端末装置２０３との通信が可能となる領域がセカンダリセルＳＣｅｌ
ｌ－ｂであり、アンテナ１９１ｃから送信される無線信号を用いた無線端末装置２０３と
の通信が可能となる領域がセカンダリセルＳＣｅｌｌ－ｃである。
【０３９６】
　サーキュレータ１９２ａ，１９２ｂ，１９２ｃは、それぞれ、対応のアンテナ１９１ａ
，１９１ｂ，１９１ｃにおいて受信された無線端末装置２０３からの無線信号を、対応の
無線受信部１９３ａ，１９３ｂ，１９３ｃへ出力する。また、サーキュレータ１９２ａ，
１９２ｂ，１９２ｃは、それぞれ、対応の無線送信部１９４ａ，１９４ｂ，１９４ｃから
受けた無線信号を、対応のアンテナ１９１ａ，１９１ｂ，１９１ｃへ出力する。
【０３９７】
　無線受信部１９３ａ，１９３ｂ，１９３ｃは、それぞれ、対応のサーキュレータ１９２
ａ，１９２ｂ，１９２ｃから受けた無線信号をベースバンド信号またはＩＦ信号に周波数
変換し、この周波数変換した信号をデジタル信号に変換して受信信号処理部１８６へ出力
する。
【０３９８】
　無線送信部１９４ａ，１９４ｂ，１９４ｃは、送信信号処理部１８７から受けたデジタ
ル信号をアナログ信号に変換し、変換したアナログ信号を無線信号に周波数変換して、対
応のサーキュレータ１９２ａ，１９２ｂ，１９２ｃへ出力する。
【０３９９】
　受信信号処理部１８６は、無線受信部１８３および無線受信部１９３ａ，１９３ｂ，１
９３ｃからそれぞれ受けたデジタル信号に対してＣＤＭＡ（Code　Division　Multiple　
Access）方式における逆拡散等の信号処理を行なう。そして、受信信号処理部１８６は、
これらのデジタル信号を必要に応じて結合し、所定のフレームフォーマットに変換してコ
アネットワーク側へ送信する。
【０４００】
　送信信号処理部１８７は、コアネットワーク側から受信した通信データを所定のフレー
ムフォーマットに変換した通信データまたは自ら生成した通信データに対してＯＦＤＭ（
Orthogonal　Frequency　Division　Multiplex）方式におけるＩＦＦＴ（Inverse　Fast
　Fourier　Transform）等の信号処理を行ない、この信号処理後のデジタル信号を複数の
異なる周波数帯域に分散する。
【０４０１】
　具体的には、無線基地局装置３０１は、アンテナ１８１およびアンテナ１９１ａ，１９
１ｂ，１９１ｃのそれぞれにより送受信される無線信号の周波数帯域を予め記憶する。こ
こで、たとえば、プライマリ送受信部３０２に加えて、セカンダリ送受信部３０３ａ，３
０３ｂ，３０３ｃのうちセカンダリ送受信部３０３ａが無線端末装置２０３との間で通信
接続を確立している状況を想定する。このような状況の場合、送信信号処理部１８７は、
信号処理後のデジタル信号を、プライマリ送受信部３０２のアンテナ１８１経由で送信さ
れるデジタル信号と、セカンダリ送受信部３０３ａのアンテナ１９１ａ経由で送信される
デジタル信号とに分割する。
【０４０２】
　そして、送信信号処理部１８７は、プライマリ送受信部３０２に割り当てたデジタル信
号を無線送信部１８４へ出力し、セカンダリ送受信部３０３ａに割り当てたデジタル信号
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を１９４ａへ出力する。なお、セカンダリ送受信部３０３ｂまたはセカンダリ送受信部３
０３ｃが無線端末装置２０３との間で通信接続を確立されている状況の場合も、上記と同
様に、送信信号処理部１８７は、信号処理後のデジタル信号を、プライマリ送受信部３０
２と、セカンダリ送受信部３０３ｂまたはセカンダリ送受信部３０３ｃとに分割し、それ
ぞれ対応の無線送受信部へ出力する。
【０４０３】
　制御部１８８は、無線基地局装置３０１における各ユニットおよびコアネットワークと
の間で各種情報をやり取りする。
【０４０４】
　制御部１８８のセカンダリ測定制御部１８９は、無線端末装置２０３に対して端末能力
問合せを行い、無線端末装置２０３から端末能力応答を受信する。この端末能力応答が、
無線端末装置２０３がキャリア・アグリゲーションを使用することができることを示す場
合、セカンダリ測定制御部１８９は、無線端末装置２０３とプライマリ送受信部３０２と
の距離、または、無線端末装置２０３とセカンダリ送受信部３０３との距離などを用いて
、セカンダリ測定タイミングの間隔の設定を行う。
【０４０５】
　設定通知部１９０は、セカンダリ測定制御部１８９により設定された設定内容を取得し
て、当該設定内容を無線送信部１８４経由で無線端末装置２０３へ送信する。
【０４０６】
　なお、図２８におけるアンテナ１８１、サーキュレータ１８２、無線受信部１８３、無
線送信部１８４、信号処理部１８５、および、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，
３０３ｃは、本発明において必須の構成要素ではない。無線基地局装置３０１は、これら
の構成要素を備えなくても、周辺基地局から送信される無線信号の測定において、無線端
末装置２０３における周辺基地局からの無線信号の測定動作を適切に行い、通信の安定化
を図るという本発明の目的を達成することが可能である。
【０４０７】
　［セカンダリ測定タイミングの間隔の設定の詳細］
　次に、セカンダリ測定制御部１８９によるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作
について、「具体例１」から「具体例５」に分けて説明する。
【０４０８】
　（具体例１）無線端末装置とプライマリ送受信部との距離に基づく設定
　図２９は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定制御部に
よるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートの一例
（その１）である。
【０４０９】
　図２９を参照して、まず、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１は、
無線端末装置２０３の位置情報と、予め記憶するプライマリ送受信部３０２の位置情報と
に基づいて、当該無線端末装置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離を算出する（
ステップＳ１３１）。
【０４１０】
　次に、無線基地局装置３０１のセカンダリ測定制御部１８９は、算出された無線端末装
置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離に基づいて、セカンダリ測定タイミングの
間隔を設定する。
【０４１１】
　ここで、無線端末装置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離が遠いほど、無線端
末装置２０３はプライマリセルＰＣｅｌｌのセルエッジ付近に位置している可能性が高く
、無線端末装置２０３がプライマリセルＰＣｅｌｌの中心付近に位置している場合と比較
して、無線端末装置２０３およびプライマリ送受信部３０２間の通信品質が悪い可能性が
高い。このため、無線端末装置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離が遠い場合ほ
ど、無線端末装置２０３の通信接続先となるセカンダリ送受信部の選択を早期に行う必要
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性が高い。
【０４１２】
　従って、セカンダリ測定制御部１８９は、たとえば、無線端末装置２０３とプライマリ
送受信部３０２との距離が遠い状況であるほど、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ
，３０３ｃから送信される無線信号の測定が高い頻度で行われるように、セカンダリ測定
タイミングの間隔を短く設定する（ステップＳ１３２）。
【０４１３】
　次に、無線基地局装置３０１の設定通知部１９０は、セカンダリ測定制御部１８９によ
り設定されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を無線端末装置２０３へ送信す
る。これにより、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１から送信された情報の示
す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１３３）。
【０４１４】
　（具体例２）無線端末装置とセカンダリ送受信部との距離に基づく設定
　図３０は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定制御部に
よるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートの一例
（その２）である。
【０４１５】
　図３０を参照して、まず、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１は、
無線端末装置２０３の位置情報と、予め記憶する複数のセカンダリ送受信部３０３ａ，３
０３ｂ，３０３ｃの位置情報とに基づいて、図２７に示すステップＳ１１４において特定
された１または複数のセカンダリ送受信部ごとに無線端末装置２０３との距離を算出する
（ステップＳ１４１）。
【０４１６】
　次に、無線基地局装置３０１のセカンダリ測定制御部１８９は、算出された無線端末装
置２０３と特定された各セカンダリ送受信部３０３との距離に基づいて、セカンダリ送受
信部３０３ごとにセカンダリ測定タイミングの間隔を設定する。
【０４１７】
　ここで、無線端末装置２０３とセカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃとの
距離が遠いほど、無線端末装置２０３およびセカンダリ送受信部間の通信品質が悪い可能
性が高い。従って、セカンダリ測定制御部１８９は、たとえば、無線端末装置２０３との
距離が遠いセカンダリ送受信部ほど、セカンダリ測定動作の頻度を少なくして電力の消費
を抑えるため、セカンダリ測定タイミングの間隔を長く設定する（ステップＳ１４２）。
【０４１８】
　たとえば、無線端末装置２０３の周囲に存在するセカンダリ送受信部として、セカンダ
リ送受信部３０３ａおよびセカンダリ送受信部３０３ｂが特定された場合であって、無線
端末装置２０３とセカンダリ送受信部３０３ａとの距離の方が、無線端末装置２０３とセ
カンダリ送受信部３０３ｂとの距離よりも遠い場合を想定する。この場合、セカンダリ測
定制御部１８９は、セカンダリ送受信部３０３ａから送信される無線信号のセカンダリ測
定タイミングの間隔を、セカンダリ送受信部３０３ｂから送信される無線信号のセカンダ
リ測定タイミングの間隔よりも長く設定する。
【０４１９】
　次に、無線基地局装置３０１の設定通知部１９０は、セカンダリ測定制御部１８９によ
り設定されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を無線端末装置２０３へ送信す
る。これにより、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１から送信された情報の示
す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１４３）。
【０４２０】
　（具体例３）プライマリ送受信部からの無線信号の受信電力の大きさに基づく設定
　図３１は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定制御部に
よるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートの一例
（その３）である。
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【０４２１】
　図３１を参照して、まず、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１は、
プライマリ送受信部３０２から送信される無線信号の無線端末装置２０３における受信電
力に関する情報を取得する（ステップＳ１５１）。
【０４２２】
　次に、無線基地局装置３０１のセカンダリ測定制御部１８９は、ステップＳ１５１にお
いて取得した受信電力に関する情報に基づいて、セカンダリ測定タイミングを設定する。
【０４２３】
　ここで、プライマリ送受信部３０２から送信される無線信号の無線端末装置２０３にお
ける受信電力が小さいほど、無線端末装置２０３およびプライマリ送受信部３０２間の通
信品質が悪い可能性が高い。このため、プライマリ送受信部３０２から送信される無線信
号の無線端末装置２０３における受信電力が小さいほど、無線端末装置２０３の通信接続
先となるセカンダリ送受信部の選択を早期に行う必要性が高い。
【０４２４】
　従って、セカンダリ測定制御部１８９は、たとえば、プライマリ送受信部３０２から送
信される無線信号の無線端末装置２０３における受信電力が小さいほど、セカンダリ送受
信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃから送信される無線信号の測定が高い頻度で行われる
ように、セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する（ステップＳ１５２）。
【０４２５】
　次に、無線基地局装置３０１の設定通知部１９０は、セカンダリ測定制御部１８９によ
り設定されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を無線端末装置２０３へ送信す
る。これにより、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１から送信された情報の示
す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１５３）。
【０４２６】
　（具体例４）セカンダリ送受信部からの無線信号の周波数に基づく設定（１）
　図３２は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置のセカンダリ測定制御部に
よるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れを説明するフローチャートの一例
（その４）である。
【０４２７】
　図３２を参照して、まず、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１は、
図２７に示すステップＳ１１４において特定された１または複数のセカンダリ送受信部３
０３から送信される無線信号に関する情報を取得する。この無線信号に関する情報には、
各セカンダリ送受信部３０３から送信される無線信号の周波数を示す情報が含まれている
（ステップＳ１６１）。
【０４２８】
　次に、無線基地局装置３０１のセカンダリ測定制御部１８９は、ステップＳ１６１にお
いて取得した無線信号に関する情報に基づいて、セカンダリ送受信部ごとに、セカンダリ
測定タイミングを設定する。
【０４２９】
　ここで、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃから送信される無線信号の
周波数が高い場合、当該無線信号の減衰が大きく無線端末装置２０３との間の通信品質が
悪くなるため、当該セカンダリ送受信部を通信接続先とする無線端末装置の数は比較的少
ないことが考えられる。このため、無線端末装置２０３の通信接続先として当該セカンダ
リ送受信部が選択された場合、無線端末装置２０３および当該セカンダリ送受信部間の通
信速度の設定値を大きくすることができる可能性が高い。
【０４３０】
　従って、セカンダリ測定制御部１８９は、たとえば、特定されたセカンダリ送受信部の
うち、送信する無線信号の周波数が高いセカンダリ送受信部ほど、セカンダリ測定動作が
優先的に多く行われるように、セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する（ステッ
プＳ１６２）。
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【０４３１】
　たとえば、無線端末装置２０３の周囲に存在するセカンダリ送受信部として、セカンダ
リ送受信部３０３ａおよびセカンダリ送受信部３０３ｂが特定された場合であって、セカ
ンダリ送受信部３０３ａから送信される無線信号の周波数がｆ４であり、セカンダリ送受
信部３０３ｂから送信される無線信号の周波数がｆ５であり、周波数ｆ５が周波数ｆ４よ
りも高い場合（ｆ５＞ｆ４）を想定する。この場合、セカンダリ測定制御部１８９は、セ
カンダリ送受信部３０３ａからの周波数ｆ４の無線信号のセカンダリ測定タイミングの間
隔よりも、セカンダリ送受信部３０３ｂからの周波数ｆ５の無線信号のセカンダリ測定タ
イミングの間隔を短く設定する。
【０４３２】
　次に、無線基地局装置３０１の設定通知部１９０は、セカンダリ測定制御部１８９によ
り設定されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を無線端末装置２０３へ送信す
る。これにより、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１から送信された情報の示
す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１６３）。
【０４３３】
　（具体例５）セカンダリ送受信部からの無線信号の周波数に基づく設定（２）
　具体例５におけるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れは、図３２に示す
具体例４におけるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れと概ね同様であり、
ステップＳ１６２におけるセカンダリ測定タイミングの設定動作のみ異なるため、ここで
は具体例４と異なる点であるステップＳ１６２の動作について説明する。
【０４３４】
　上述した具体例４では、図３２に示すステップＳ１６２において、セカンダリ測定制御
部１８９は、セカンダリ送受信部から送信される無線信号の周波数が高いほどセカンダリ
測定タイミングの間隔を短く設定する。これに対して、具体例５では、セカンダリ測定制
御部１８９は、たとえば、セカンダリ送受信部から送信される無線信号の周波数が高いほ
どセカンダリ測定タイミングの間隔を長く設定する。
【０４３５】
　ここで、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃから送信される無線信号の
周波数が低い場合、当該無線信号の減衰が小さく無線端末装置２０３との間の通信品質が
良くなる。このため、セカンダリ測定制御部１８９は、特定されたセカンダリ送受信部の
うち、送信する無線信号の周波数が低いセカンダリ送受信部ほど優先的に多くの測定が行
われるように、セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０４３６】
　たとえば、無線端末装置２０３の周囲に存在するセカンダリ送受信部として、セカンダ
リ送受信部３０３ａおよびセカンダリ送受信部３０３ｂが特定された場合であって、セカ
ンダリ送受信部３０３ａから送信される無線信号の周波数がｆ４であり、セカンダリ送受
信部３０３ｂから送信される無線信号の周波数がｆ５であり、周波数ｆ５が周波数ｆ４よ
りも高い場合（ｆ５＞ｆ４）を想定する。この場合、セカンダリ測定制御部１８９は、セ
カンダリ送受信部３０３ｂからの周波数ｆ５の無線信号のセカンダリ測定タイミングの間
隔よりも、セカンダリ送受信部３０３ａからの周波数ｆ４の無線信号のセカンダリ測定タ
イミングの間隔を短く設定する。
【０４３７】
　なお、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置は、上述した具体例１から具体
例５に記載の形態に限定されず、たとえばセカンダリ測定制御部１８９は、「無線端末装
置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離」（具体例１）、「無線端末装置２０３と
セカンダリ送受信部３０３との距離」（具体例２）、「プライマリ送受信部３０２からの
無線信号の受信電力の大きさ」（具体例３）、および、「セカンダリ送受信部３０３から
の無線信号の周波数」（具体例４および具体例５）のうち少なくとも２つ以上を基準とし
、たとえば各基準に基づく評価関数を用いることによって、これらの基準を総合的に判断
してセカンダリ測定タイミングの間隔を設定することも可能である。
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【０４３８】
　［設定内容の通知動作の詳細］
　次に、設定通知部１９０による無線端末装置２０３への設定内容の通知動作の詳細につ
いて説明する。
【０４３９】
　無線基地局装置３０１の設定通知部１９０は、セカンダリ測定制御部１８９により設定
された設定内容である設定パラメータ、すなわちセカンダリ測定タイミングの間隔を示す
情報をセカンダリ測定制御部１８９から取得し、取得した設定パラメータをＲＲＣコネク
ション再構成指示に含めて無線端末装置２０３へ送信する。
【０４４０】
　このＲＲＣコネクション再構成指示は、図１１に示す設定パラメータと同様であり、こ
のＲＲＣコネクション再構成指示には、複数のメジャメントオブジェクトＭＯ（Meas　Ob
ject　To　Add　Mod　List）を追加することができる。
【０４４１】
　図３３は、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置から送信されるメジャメン
トオブジェクトに含まれる設定パラメータの一例を示す図である。
【０４４２】
　図３３を参照して、セカンダリ測定制御部１８９は、無線端末装置２０３の周囲に存在
する１または複数のセカンダリ送受信部が特定された場合、追加したメジャメントオブジ
ェクトＭＯに、特定された１または複数のセカンダリ送受信部の識別情報を示すメッセー
ジＭＬ２、および、セカンダリ送受信部ごとに設定されたセカンダリ測定タイミングの間
隔を示すメッセージＭＣＳＤ（Meas　Cycle　SCell　Dedicated）を含めて、ＲＲＣコネ
クション再構成指示を無線端末装置２０２へ送信する。
【０４４３】
　なお、図３３では、上述した具体例２、具体例４または具体例５のように、セカンダリ
送受信部ごとにセカンダリ測定タイミングの間隔が設定された場合における、メジャメン
トオブジェクトに含まれる設定パラメータの一例を示している。しかしながら、具体例１
または具体例３のように、特定された複数のセカンダリ送受信部に対して共通のセカンダ
リ測定タイミングが設定される場合もある。このような場合、セカンダリ測定制御部１８
９は、設定した共通のセカンダリ測定タイミングを示すメッセージを、メジャメントオブ
ジェクトに含めることができる。
【０４４４】
　そして、無線端末装置２０３は、無線基地局装置３０１の設定通知部１９０からＲＲＣ
コネクション再構成指示を受信して、たとえば、受信したＲＲＣコネクション再構成指示
に含まれる１または複数のセカンダリ送受信部の識別情報およびセカンダリ送受信部ごと
のセカンダリ測定タイミングの間隔に従ってセカンダリ測定動作を行う。すなわち、無線
端末装置２０３は、各セカンダリ送受信部から送信される無線信号の測定を行うための設
定パラメータを、ＲＲＣコネクション再構成指示に含まれる設定パラメータに更新する。
【０４４５】
　そして、無線端末装置２０３は、設定パラメータの更新を行うと、設定パラメータの更
新が完了したことを示す通知をＲＲＣコネクション再構成完了通知に含め、このＲＲＣコ
ネクション再構成完了通知を無線基地局装置３０１へ送信する。
【０４４６】
　ところで、キャリア・アグリゲーションを使用可能な無線端末装置２０３は、プライマ
リ送受信部３０２ａとの間の無線信号の送受信とセカンダリ送受信部３０３との間の無線
信号の送受信とを並行して行うことができるため、異周波測定期間を設ける必要はない。
【０４４７】
　しかしながら、無線端末装置２０３は、前述のように、セカンダリ送受信部３０３を新
たな通信接続先として選択すべきであるか否かを判断するため、これらセカンダリ送受信
部３０３から送信される無線信号の測定、すなわちセカンダリ測定動作を行う必要がある
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。そして、無線端末装置２０３の周囲にセカンダリ送受信部３０３が多数存在する場合に
は、すべてのセカンダリ送受信部３０３に対するセカンダリ測定動作を完了するまでに長
時間を要するとともに、多くの電力を消費するという問題がある。
【０４４８】
　これに対して、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダ
リ測定制御部１８９が、プライマリ送受信部３０２、セカンダリ送受信部３０３および無
線端末装置２０３のうち少なくとも１つに関する情報に基づいて、無線端末装置２０３に
よってセカンダリ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの設定
を行う。また、設定通知部１９０が、セカンダリ測定制御部１８９による設定の内容を無
線端末装置２０３に通知する。
【０４４９】
　このような構成により、たとえば、無線端末装置２０３およびプライマリ送受信部３０
２間の通信品質が悪く、無線端末装置２０３の通信接続先となるセカンダリ送受信部の選
択を早期に行う必要がある状況において、所定期間内の測定が頻繁に行われるようにセカ
ンダリ測定タイミングの間隔を設定するなど、状況に応じた適切なタイミングでセカンダ
リ測定動作を行うことができるため、通信の安定化を図ることができる。
【０４５０】
　また、上記のような構成により、無線端末装置２０３およびプライマリ送受信部３０２
間の通信品質が良い場合などは測定の頻度を少なくすることによって、セカンダリ測定動
作のための無線端末装置２０３の消費電力を低減させることができる。
【０４５１】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダリ測定制
御部１８９は、セカンダリ送受信部３０３ごとに上記設定を行う。
【０４５２】
　このような構成により、セカンダリ送受信部３０３ごとにタイミングをずらしてセカン
ダリ測定動作を行うことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限
りがあっても、所定期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすこと
ができる。このため、セカンダリ送受信部３０３が多数存在する場合であっても測定に時
間がかかることを防ぎ、無線端末装置２０３によるセカンダリ測定動作を適切に行うこと
ができ、通信の安定化を図ることができる。
【０４５３】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダリ測定制
御部１８９は、無線端末装置２０３とセカンダリ送受信部との距離が遠いほどセカンダリ
測定タイミングの間隔を長く設定する。
【０４５４】
　このような構成により、無線端末装置２０３の通信接続先となる可能性が低いセカンダ
リ送受信部からの無線信号の測定を行う頻度を少なくすることができるため、無線端末装
置２０３の消費電力を低減させることができる。
【０４５５】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダリ測定制
御部１８９は、セカンダリ送受信部から送信される無線信号の周波数が高いほどセカンダ
リ測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０４５６】
　ここで、セカンダリ送受信部から送信される無線信号の周波数が高い場合、当該無線信
号の減衰が大きく無線端末装置２０３との間の通信品質が悪くなるため、当該セカンダリ
送受信部を通信接続先とする無線端末装置２０３の数は比較的少ないことが考えられる。
このため、無線端末装置２０３の通信接続先として当該セカンダリ送受信部が選択された
場合、無線端末装置２０３および当該セカンダリ送受信部間の通信速度の設定値を大きく
することができる可能性が高い。すなわち、上記のような構成により、無線端末装置２０
３の通信接続先として選択されることが好ましいセカンダリ送受信部からの無線信号の測
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定を優先的に多く行うことができるため、一層通信の安定化を図ることができる。
【０４５７】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダリ測定制
御部１８９は、セカンダリ送受信部から送信される無線信号の周波数が低いほどセカンダ
リ測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０４５８】
　ここで、セカンダリ送受信部から送信される無線信号の周波数が低い場合、当該無線信
号の減衰が小さく無線端末装置２０３との間の通信品質が良くなる。すなわち、上記のよ
うな構成により、無線端末装置２０３の通信接続先として選択されることが好ましいセカ
ンダリ送受信部からの無線信号の測定を高い頻度で行うことができるため、一層通信の安
定化を図ることができる。
【０４５９】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダリ測定制
御部１８９は、無線端末装置２０３とプライマリ送受信部３０２との距離が遠いほどセカ
ンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０４６０】
　このような構成により、無線端末装置２０３の通信接続先となるセカンダリ送受信部の
選択を早期に行う必要性が高い状況であるほど、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ
，３０３ｃから送信される無線信号の測定を高い頻度で行い、一層通信の安定化を図るこ
とができる。
【０４６１】
　また、本発明の第３の実施の形態に係る無線基地局装置３０１では、セカンダリ測定制
御部１８９は、プライマリ送受信部３０２から送信される無線信号の無線端末装置２０３
における受信電力が小さいほどセカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する。
【０４６２】
　このような構成により、無線端末装置２０３の通信接続先となるセカンダリ送受信部の
選択を早期に行う必要性が高い状況であるほど、セカンダリ送受信部３０３ａ，３０３ｂ
，３０３ｃから送信される無線信号の測定を高い頻度で行うことができるため、一層通信
の安定化を図ることができる。
【０４６３】
　ここで、通信サービスを利用したシステムであって、無線機を搭載したＭ２Ｍ（Machin
e　to　Machine）端末同士が人間を介在せずに相互に情報交換するためのシステムである
Ｍ２Ｍネットワークシステムが知られている。たとえば、このＭ２Ｍネットワークシステ
ムでは、無線機を搭載した自動販売機が、通信サービスを利用して自己に内蔵されている
商品の在庫状況を自動的に管理装置にレポートすることにより、当該自動販売機の制御が
自動的に行われる。
【０４６４】
　そして、上述した第１の実施の形態から第３の実施の形態に係る、ＬＴＥに従う通信シ
ステム４０１，４０２，４０３を、このようなＭ２Ｍネットワークシステムとして利用す
ることも可能である。
【０４６５】
　また、通信システムは、３ＧＰＰで規格化されたＬＴＥに従う移動体通信システムであ
る場合に限らず、たとえばＩＥＥＥ８０２．１１で規格化された無線ＬＡＮシステムを含
むＭ２Ｍネットワークシステムであってもよい。以下、通信システムが、たとえば無線Ｌ
ＡＮ方式に従う通信システムである場合について説明する。
【０４６６】
　＜第４の実施の形態＞
　［構成および基本動作］
　図３４は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【０４６７】



(55) JP 6311600 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

　図３４を参照して、本発明の第４の実施の形態に係る通信システム４０４は、たとえば
無線ＬＡＮ方式に従う通信システムであり、無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２
Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅと、管理装置（設定装置）１０３とを備える。なお、無線基地局
装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅの各々を、以下「無線基地局装
置１０２」とも称する。
【０４６８】
　管理装置１０３は、無線基地局装置１０２と通信を行い、無線基地局装置１０２を管理
する。また、管理装置１０３は、無線基地局装置１０２経由で、無線端末装置２０４の動
作、具体的には無線端末装置２０４による通信先切替動作に関する設定を行う。
【０４６９】
　管理装置１０３および無線基地局装置１０２は、有線接続または無線接続され、たとえ
ば、イーサネット（登録商標）規格に従って互いに通信を行う。
【０４７０】
　無線基地局装置１０２は、たとえば無線ＬＡＮアクセスポイントであり、無線ＬＡＮ方
式に従って無線端末装置２０４との通信を行う。
【０４７１】
　無線基地局装置１０２Ａは、セルＣＡを形成し、セルＣＡ内に存在する無線端末装置２
０４と通信することが可能である。無線基地局装置１０２Ｂは、セルＣＢを形成し、セル
ＣＢ内に存在する無線端末装置２０４と通信することが可能である。無線基地局装置１０
２Ｃは、セルＣＣを形成し、セルＣＣ内に存在する無線端末装置２０４と通信することが
可能である。無線基地局装置１０２Ｄは、セルＣＤを形成し、セルＣＤ内に存在する無線
端末装置２０４と通信することが可能である。無線基地局装置１０２Ｅは、セルＣＥを形
成し、セルＣＥ内に存在する無線端末装置２０４と通信することが可能である。
【０４７２】
　たとえば、無線基地局装置１０２Ａから周波数ｆ１の無線信号が送信され、無線基地局
装置１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅから周波数ｆ２または周波数ｆ３の無線信
号が送信される。
【０４７３】
　無線端末装置２０４は、たとえば無線ＬＡＮ方式に従って通信を行う無線ＬＡＮモジュ
ールであり、Ｍ２ＭネットワークシステムにおけるＭ２Ｍ端末である。無線端末装置２０
４は、無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅのうち選択さ
れたいずれかの無線基地局装置と通信を行う。
【０４７４】
　具体的には、無線端末装置２０４は、自己と通信中である無線基地局装置（選択基地局
）を経由して、管理装置１０３から、自己の周辺に存在する他の無線基地局装置により形
成される周辺セルの情報などを取得する。
【０４７５】
　たとえば、無線端末装置２０４が無線基地局装置１０２Ａと通信中である場合、無線端
末装置２０４は、無線基地局装置１０２Ａから、セルＣＢ，ＣＣ，ＣＤ，ＣＦの情報を取
得する。そして、無線端末装置２０４は、取得した情報に基づいて、無線基地局装置１０
２Ａから送信される無線信号および他の周辺基地局、すなわち無線基地局装置１０２Ｂ，
１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅから送信される無線信号の受信電力を測定する。
【０４７６】
　このとき、上述のように、無線基地局装置１０２Ａと無線端末装置２０４との間で周波
数ｆ１の無線信号が使用され、無線基地局装置１０２Ａ以外の周辺基地局から周波数ｆ２
または周波数ｆ３の無線信号が送信されるため、無線端末装置２０４は、無線基地局装置
１０２Ａとの間の無線信号の送受信と、周辺基地局から送信される無線信号の受信とを並
行して行うことができない。このため、無線端末装置２０４は、たとえば、無線基地局装
置１０２Ａとの通信停止期間を設け、受信対象となる無線信号の周波数を順次切り替えて
、無線信号の受信、すなわち異周波測定動作を行う。
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【０４７７】
　そして、管理装置１０３は、無線端末装置２０４による異周波測定動作の測定結果を受
けて、無線端末装置２０４の通信相手を切り替えるべきか否かを判断する。そして、管理
装置１０３は、無線端末装置２０４の通信相手を切り替えるべきであると判断すると、新
たな通信相手を示す情報を無線端末装置２０４へ送信し、無線端末装置２０４は、通信先
の切替動作を行う。
【０４７８】
　図３５は、本発明の第４の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムにお
ける通信先切替動作のシーケンスの一例を示す図である。
【０４７９】
　ここでは、図３４に示すように、無線端末装置２０４がセルＣＡ内に位置し、無線基地
局装置１０２Ａと通信中である状態から、無線端末装置２０４がセルＣＢに接近する方向
に移動する場合を想定する。
【０４８０】
　無線基地局装置１０２、管理装置１０３および無線端末装置２０４は、以下のシーケン
スおよび各フローチャートの各ステップを含むプログラムを図示しないメモリから読み出
して実行する。このプログラムは、外部からインストールすることができる。このインス
トールされるプログラムは、たとえば記録媒体に格納された状態で流通する。
【０４８１】
　図３５を参照して、まず、管理装置１０３は、無線端末装置２０４の周辺基地局を特定
し、たとえば無線基地局装置１０２Ａと特定した周辺基地局との距離等に基づいて、無線
端末装置２０４による受信電力の測定における異周波測定の間隔および異周波測定動作を
行う異周波測定期間の長さ等の測定パラメータの設定を行う（ステップＳ１７１）。
【０４８２】
　そして、管理装置１０３は、設定した測定パラメータ、および、特定した周辺基地局に
より形成される周辺セルのセルＩＤ等を、無線基地局装置１０２Ａ経由で無線端末装置２
０４へ通知する（ステップＳ１７２）。
【０４８３】
　次に、無線端末装置２０４は、測定パラメータを受信して、この測定パラメータに従っ
て異周波測定動作を行う。そして、無線端末装置２０４は、異周波測定動作により得られ
た測定結果を示す測定結果通知を無線基地局装置１０２Ａへ送信する（ステップＳ１７３
）。そして、無線基地局装置１０２Ａは、無線端末装置２０４から受信した測定結果通知
を、管理装置１０３へ送信する（ステップＳ１７４）。
【０４８４】
　次に、管理装置１０３は、無線基地局装置１０２Ａ経由で無線端末装置２０４から受信
した測定結果通知に基づいて、たとえばセルＩＤごとの測定結果を示す測定情報を取得し
、図示しない記憶部に保存する。そして、管理装置１０３は、測定結果通知に基づいて、
当該無線端末装置２０４の通信先切替動作を実行すべきか否かを判断し、通信先切替動作
を実行すべきであると判断すると、周辺セルに関する情報を参照して、たとえば無線基地
局装置１０２Ｂを新たな通信先の無線基地局装置として決定する（ステップＳ１７５）。
【０４８５】
　次に、管理装置１０３は、新たな通信先の無線基地局装置１０２Ｂを示す切替要求を無
線基地局装置１０２Ａへ送信する（ステップＳ１７６）。そして、無線基地局装置１０２
Ａは、管理装置１０３から受信した切替要求を無線端末装置２０４へ送信する（ステップ
Ｓ１７７）。
【０４８６】
　次に、無線端末装置２０４は、無線基地局装置１０２Ａから切替要求を受信すると、無
線基地局装置１０２Ａとの通信接続を切断する処理を行う（ステップＳ１７８）。そして
、無線端末装置２０４は、切替要求に示されている新たな通信先の無線基地局装置１０２
Ｂとの間で認証処理を行い（ステップＳ１７９）、無線基地局装置１０２Ｂとの通信接続
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を確立する。
【０４８７】
　［管理装置の構成］
　図３６は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置の構成を示
す図である。
【０４８８】
　図３６を参照して、管理装置１０３は、切替要求部２１と、端末測定結果取得部２２と
、異周波測定制御部２３と、設定通知部２４とを有する。
【０４８９】
　端末測定結果取得部２２は、無線端末装置２０４からの測定結果通知を取得し、取得し
た測定結果通知から無線基地局装置１０２および無線端末装置２０４間の通信品質を求め
、当該通信品質を切替要求部２１に通知する。
【０４９０】
　切替要求部２１は、無線端末装置２０４の通信先を、無線端末装置２０４と通信中であ
る選択基地局から他の無線基地局装置である周辺基地局へ切り替えるための要求、すなわ
ち切替要求を、選択基地局経由で無線端末装置２０４に対して行なう。たとえば、切替要
求部２１は、選択基地局および無線端末装置２０４間の通信品質に関する所定条件が満た
される場合に、上記要求を選択基地局に対して行なう。
【０４９１】
　異周波測定制御部２３は、無線端末装置２０４による異周波測定期間における無線信号
の測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、または、異周波測定期間における無
線信号の測定結果が管理装置１０３に報告される報告タイミングなどの設定を無線基地局
装置１０２ごとまたは無線信号の周波数ごとに行う。
【０４９２】
　なお、測定タイミングの設定とは、たとえば、測定処理のパラメータとして、測定タイ
ミングの間隔を設定すること、または、測定開始タイミングとしてオフセットＯＳＴ（Ce
ll　Individual　Offset）を設定することを意味する。
【０４９３】
　また、報告タイミングの設定とは、たとえば、無線信号の測定結果が所定条件を満たす
状態が所定時間継続するたびに上記測定結果がサービング基地局へ報告すなわち送信され
る場合において、上記所定時間（ＴＴＴ：Time　to　Trigger）を設定することを意味す
る。
【０４９４】
　設定通知部２４は、異周波測定制御部２３により設定された設定内容を取得して、当該
設定内容を、選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信する。
【０４９５】
　なお、図３６における切替要求部２１および端末測定結果取得部２２は、本発明におい
て必須の構成要素ではない。管理装置１０３は、これらの構成要素を備えなくても、周辺
基地局から送信される無線信号の測定において、無線端末装置２０４における周辺基地局
からの無線信号の測定動作を適切に行い、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成
することが可能である。
【０４９６】
　［動作］
　次に、図３５に示すステップＳ１７１における、管理装置１０３による測定パラメータ
の設定動作の流れについて説明する。
【０４９７】
（１）測定タイミングの設定動作
　（ｉ）測定タイミングの間隔
　管理装置１０３による測定タイミングの間隔の設定動作は、図６に示す第１の実施の形
態に係る通信システム４０１の無線基地局装置１０１による測定タイミングの間隔の設定
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動作と同様である。
【０４９８】
　すなわち、図６を参照して、まず、管理装置１０３は、無線端末装置２０４の周辺基地
局、すなわち無線端末装置２０４の周囲に存在する無線基地局装置であって、無線端末装
置２０４と通信中である選択基地局以外の無線基地局装置を特定する。
【０４９９】
　具体的には、管理装置１０３は、無線端末装置２０４の位置を推定する。そして、管理
装置１０３は、推定した無線端末装置２０２の位置情報と、予め記憶する複数の無線基地
局装置の位置情報とに基づいて無線端末装置２０４の周囲に存在する１または複数の無線
基地局装置を周辺基地局として特定する（ステップＳ３１）。
【０５００】
　次に、管理装置１０３の異周波測定制御部２３は、予め記憶する複数の無線基地局装置
の位置情報に基づいて、無線端末装置２０４と通信中である選択基地局と、周辺基地局と
の距離を取得する（ステップＳ３２）。
【０５０１】
　次に、管理装置１０３の異周波測定制御部２３は、選択基地局から送信される無線信号
の電力に関する情報、および、周辺基地局から送信される無線信号の電力に関する情報を
取得する（ステップＳ３３）。
【０５０２】
　たとえば、異周波測定制御部２３は、周辺基地局が送信する無線信号の電力と、周辺基
地局が送信する無線信号の、選択基地局により形成されるセルにおける受信電力との差で
ある下りパスロスの時間的な変化に基づいて、選択基地局から送信される無線信号の電力
に関する情報、および、周辺基地局から送信される無線信号の電力に関する情報を取得す
ることができる。
【０５０３】
　あるいは、異周波測定制御部２３は、選択基地局により形成されるセルに在圏する無線
端末装置２０４が送信する無線信号の電力と、選択基地局における無線信号の受信電力と
の差である上りパスロスの時間的な変化に基づいて、選択基地局から送信される無線信号
の電力に関する情報、および、周辺基地局から送信される無線信号の電力に関する情報を
取得することができる。
【０５０４】
　次に、管理装置１０３の異周波測定制御部２３は、ステップＳ３２において取得した選
択基地局と周辺基地局との距離、ステップＳ３３において取得した選択基地局から送信さ
れる無線信号の電力に関する情報および特定した周辺基地局から送信される無線信号の電
力に関する情報に基づいて、異周波測定期間における無線信号の測定タイミングの間隔を
設定する。たとえば、異周波測定制御部２３は、選択基地局と周辺基地局との距離が遠い
ほど測定タイミングの間隔を短く設定する（ステップＳ３４）。
【０５０５】
　そして、管理装置１０３は、設定内容を選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信す
る（ステップＳ３５）。
【０５０６】
　図３７は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置により設定
された測定タイミングの間隔を示す図である。
【０５０７】
　図３７を参照して、無線基地局装置１０２Ａが選択基地局であり、無線基地局装置１０
２Ｂ，１０２Ｃが周辺基地局として特定された場合を想定する。この場合、選択基地局と
無線基地局装置１０２Ｂとの距離より、選択基地局と無線基地局装置１０２Ｃとの距離の
方が遠いため、管理装置１０３は、たとえば、無線基地局装置１０２Ｂからの無線信号の
測定タイミングの間隔を間隔ｔ１１と設定し、無線基地局装置１０２Ｃからの無線信号の
測定タイミングの間隔を間隔ｔ１２（＜ｔ１１）と設定する。
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【０５０８】
　そして、管理装置１０３は、設定内容を選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信す
る。これにより、無線端末装置２０４は、管理装置１０３から送信された情報の示す設定
内容に基づいて異周波測定動作を行う。
【０５０９】
　ここでは、無線基地局装置１０２Ｂからの無線信号の測定タイミングの間隔ｔ１１が、
無線基地局装置１０２Ｃからの無線信号の測定タイミングの間隔が間隔ｔ１２よりも長い
ことから、無線端末装置２０４による異周波測定期間において、無線基地局装置１０２Ｂ
の無線信号よりも、無線基地局装置１０２Ｃの無線信号の方が多くの回数測定が行われる
。
【０５１０】
　なお、管理装置１０３は、たとえば、選択基地局から送信される無線信号の電力が小さ
いほど測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。また、たとえば、管理装置１０３は
、周辺基地局から送信される無線信号の電力が大きいほど測定タイミングの間隔を短く設
定してもよい。
【０５１１】
　さらに、管理装置１０３は、選択基地局と周辺基地局との距離、選択基地局から送信さ
れる無線信号の電力および周辺基地局から送信される無線信号の電力を総合的に判断する
ことによって測定タイミングの間隔を設定してもよい。たとえば、管理装置１０３は、｛
（選択基地局と周辺基地局との距離）×（周辺基地局の送信電力）／（選択基地局の送信
電力）｝の値が小さいほど測定タイミングの間隔を長く設定することができる。
【０５１２】
　（ｉｉ）測定開始タイミング
　管理装置１０３による測定開始タイミングの設定動作は、図８に示す第１の実施の形態
に係る通信システム４０１の無線基地局装置１０１による測定開始タイミングの設定動作
と同様である。
【０５１３】
　すなわち、図８を参照して、まず、管理装置１０３の異周波測定制御部２３は、上述し
たステップＳ３１と同様に、無線端末装置２０４の周辺基地局を特定する（ステップＳ４
１）。
【０５１４】
　次に、管理装置１０３は、測定開始タイミングとしてオフセットＯＳＴを設定する。す
なわち、管理装置１０３は、図示しないメモリに、複数の無線基地局装置と当該無線基地
局装置ごとに設定されたオフセットＯＳＴとを対応づけて記録している。そして、異周波
測定制御部２３は、当該メモリを参照することにより、特定した周辺基地局に対応づけて
記録されているオフセットＯＳＴを抽出し、抽出したオフセットＯＳＴを設定する（ステ
ップＳ４２）。
【０５１５】
　そして、管理装置１０３は、設定内容を選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信す
る（ステップＳ４３）。
【０５１６】
　図３８は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置により設定
された測定開始タイミングを示す図である。
【０５１７】
　図３８を参照して、無線基地局装置１０２Ａが選択基地局であり、無線基地局装置１０
２Ｂ，１０２Ｃが周辺基地局として特定された場合を想定する。この場合、管理装置１０
３は、メモリを参照することにより、たとえば、無線基地局装置１０２Ｂに対してオフセ
ットＯＳＴ＝０ｍｓを設定し、無線基地局装置１０２Ｃに対してオフセットＯＳＴ＝１ｍ
ｓを設定する。
【０５１８】
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　そして、管理装置１０３は、設定内容を選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信す
る。これにより、無線端末装置２０４は、管理装置１０３から送信された情報の示す設定
内容に基づいて異周波測定動作を行う。ここでは、無線基地局装置１０２Ｃの無線信号は
無線基地局装置１０２Ｂよりも１ｍｓ遅れたタイミングで周期的に測定される。
【０５１９】
（２）異周波測定動作を行う間隔の制御動作
　管理装置１０３による異周波測定動作の間隔の設定動作は、図１４に示す第１の実施の
形態に係る通信システム４０１の無線基地局装置１０１による異周波測定動作の間隔の設
定動作と同様である。
【０５２０】
　すなわち、図１４を参照して、まず、管理装置１０３は、図６に示すステップＳ３１と
同様に、無線端末装置２０４の周辺基地局を特定する（ステップＳ６１）。
【０５２１】
　次に、管理装置１０３の異周波測定制御部２３は、特定した周辺基地局に基づいて異周
波測定動作の間隔を設定する。
【０５２２】
　ここで、管理装置１０３は、図示しないメモリに、複数の無線基地局装置と当該無線基
地局装置ごとに設定された異周波測定動作の間隔情報とを対応づけて記録している。そし
て、異周波測定制御部２３は、当該メモリを参照することにより、特定した周辺基地局に
対応づけて記録されている異周波測定動作の間隔情報を抽出し、抽出した異周波測定動作
の間隔を設定する（ステップＳ６２）。
【０５２３】
　なお、選択基地局と周辺基地局との距離が近いほど、当該周辺基地局は選択基地局によ
り形成されるセル内に位置する可能性が高く、当該セルのセルエッジ付近に位置している
周辺基地局と比較して通信先切替動作のタイミングが遅れることによる無線リンク断が発
生する可能性が低い。このため、選択基地局により形成されるセルのセルエッジ付近に位
置する周辺基地局からの無線信号の測定は、当該セル内に位置する周辺基地局からの無線
信号の測定よりも高い頻度で行われることが好ましい。このため、上記メモリには、たと
えば選択基地局との距離が近い周辺基地局ほど、異周波測定動作の間隔が長くなるように
異周波測定動作の間隔情報が対応づけられている。
【０５２４】
　次に、管理装置１０３の設定通知部２４は、ステップＳ６２において異周波測定制御部
２３により設定された異周波測定動作の間隔を示す情報を、選択基地局経由で無線端末装
置２０４へ送信する。これにより、無線端末装置２０４は、管理装置１０３から送信され
た設定内容に基づいて異周波測定動作を行う（ステップＳ６３）。
【０５２５】
　図３９は、本発明の第４の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置により設定
された異周波測定動作を行う間隔の一例を示す図である。
【０５２６】
　図３９を参照して、無線基地局装置１０２Ａが選択基地局であり、無線基地局装置１０
２Ｂが周辺基地局として特定された場合を想定する。このとき、無線基地局装置１０２Ｂ
に予め対応づけられている異周波測定動作の間隔が、たとえば間隔Ｌ１１＝１６０ｍｓで
ある場合、管理装置１０３は、この間隔Ｌ１１を異周波測定動作の間隔として設定し、設
定内容を選択基地局１０２Ａ経由で無線端末装置２０４へ送信する。
【０５２７】
　その後、無線端末装置２０４が移動することにより、無線基地局装置１０２Ｃが周辺基
地局として特定された場合を測定する。このとき、無線基地局装置１０２Ｃに予め対応づ
けられている異周波測定動作の間隔が、たとえば間隔Ｌ１２＝８０ｍｓ（＜Ｌ１１）であ
る場合、管理装置１０３は、この間隔Ｌ１２を異周波測定動作の間隔として設定し、設定
内容を選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信する。これにより、無線端末装置２０
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４は、自己の移動に伴って異なる間隔で異周波測定動作を繰り返す。
【０５２８】
（３）報告タイミングの制御動作
　管理装置１０３による報告タイミングの設定動作は、図１７に示す第１の実施の形態に
係る通信システム４０１の無線基地局装置１０１による報告タイミングの設定動作と同様
である。
【０５２９】
　すなわち、図１７を参照して、まず、ステップ７１からステップＳ７３までの動作は、
図６に示すステップＳ３１からステップＳ３３までの動作と同様であるため、ここでの詳
細な説明は省略する。
【０５３０】
　次に、管理装置１０３の異周波測定制御部２３は、ステップＳ７２において取得した選
択基地局と周辺基地局との間の距離、ステップＳ７３において取得した選択基地局から送
信される無線信号の電力に関する情報および特定した周辺基地局から送信される無線信号
の電力に関する情報に基づいて、異周波測定期間における無線信号の測定結果を報告する
報告タイミングを設定する。
【０５３１】
　ここで、無線端末装置２０４は、異周波測定動作を行う異周波測定期間において無線信
号を測定し、当該測定による測定結果が所定条件を満たす状態が所定時間継続するたびに
、測定結果を選択基地局経由で管理装置１０３へ送信する。すなわち、管理装置１０３の
異周波測定制御部２３は、報告タイミングの設定として、上記所定時間であるＴＴＴを周
辺基地局ごとまたは無線信号の周波数ごとに設定する（ステップＳ７４）。
【０５３２】
　たとえば、選択基地局と周辺基地局との距離が近いほど、当該周辺基地局は選択基地局
により形成されるセル内に位置する可能性が高く、当該セルのセルエッジ付近に位置して
いる周辺基地局と比較して通信先切替動作のタイミングが遅れることによる無線リンク断
が発生する可能性が低い。このため、異周波測定制御部２３は、たとえば選択基地局との
距離が近い周辺基地局に対してはＴＴＴを長く設定する。
【０５３３】
　具体的には、上述した測定タイミングの間隔の設定動作において、無線基地局装置１０
２Ｂからの無線信号の測定タイミングの間隔が間隔ｔ１１と設定され、無線基地局装置１
０２Ｃからの無線信号の測定タイミングの間隔が間隔ｔ１２（＜ｔ１１）と設定されてい
る場合、異周波測定動作の期間において行われる測定回数は、無線基地局装置１０２Ｂか
らの無線信号の方が無線基地局装置１０２Ｃからの無線信号よりも少ない。
【０５３４】
　このため、管理装置１０３は、測定回数が比較的少ない、すなわち測定タイミングの間
隔が長い無線基地局装置１０２Ｂに対して、無線基地局装置１０２ＣよりもＴＴＴを長く
設定することが可能である。
【０５３５】
　次に、管理装置１０３の設定通知部２４は、ステップＳ７４において異周波測定制御部
２３により設定されたＴＴＴを示す情報を、選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信
する。これにより、無線端末装置２０４は、管理装置１０３から送信された設定内容に基
づいて異周波測定動作の測定結果の報告を行う（ステップＳ７５）。
【０５３６】
　なお、上述した動作の流れでは、管理装置１０３が、選択基地局と周辺基地局との間の
距離、選択基地局から送信される無線信号の電力に関する情報および周辺基地局から送信
される無線信号の電力に関する情報に基づいてＴＴＴを設定する場合について説明した。
しかしながら、このような動作の流れに限定されず、管理装置１０３は、他の方法を用い
てＴＴＴを設定することも可能である。
【０５３７】
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　上述のとおり、本発明の第４の実施の形態に係る通信システム４０４では、異周波測定
制御部２３が、異周波測定動作が行われる異周波測定期間において異なる周波数の無線信
号が測定されるタイミングである測定タイミング、異周波測定動作が行われる間隔、また
は異周波測定期間における異なる周波数の無線信号の測定結果が選択基地局に報告される
タイミングである報告タイミングを設定する。また、設定通知部２４が、異周波測定制御
部２３による設定の内容を無線端末装置２０４に通知する。さらに、異周波測定制御部２
３は、周辺基地局ごとまたは無線信号の周波数ごとに上記設定を行う。
【０５３８】
　このような構成により、周辺基地局ごとまたは周辺基地局から送信される無線信号の周
波数ごとにタイミングをずらして異周波測定動作を行うことができるため、並行して測定
することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定期間内に測定することのできる測
定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため、周辺基地局が多数存在する場合
であっても測定に時間がかかることを防ぎ、無線端末装置２０４による異周波測定動作を
適切に行うことができ、通信の安定化を図ることができる。
【０５３９】
　＜第５の実施の形態＞
　上述した本発明の第４の実施の形態では、無線基地局装置１０２Ａおよび無線端末装置
２０４間で使用される無線信号と、無線基地局装置１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０
２Ｅから送信される無線信号とが異なる周波数である場合について説明した。これに対し
て、本発明の第５の実施の形態では、無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１
０２Ｄ，１０２Ｅからそれぞれ送信される各無線信号の周波数が同じである場合について
説明する。
【０５４０】
　［構成および基本動作］
　図４０は、本発明の第５の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムの構
成を示す図である。
【０５４１】
　図４０を参照して、本発明の第５の実施の形態に係る通信システム４０５は、図３４に
示す通信システム４０４と同様に、たとえば無線ＬＡＮ方式に従う通信システムであり、
無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅと、管理装置（設定
装置）１０４とを備える。
【０５４２】
　無線基地局装置１０２ＡはセルＣＡを形成し、無線基地局装置１０２ＢはセルＣＢを形
成し、無線基地局装置１０２ＣはセルＣＣを形成し、無線基地局装置１０２ＤはセルＣＤ
を形成し、無線基地局装置１０２ＥはセルＣＥを形成する。無線基地局装置１０２Ａ，１
０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅは、それぞれ自己が形成するセル内に存在する無
線端末装置２０４と周波数ｆ１の無線信号を送受信することにより、無線端末装置２０４
と通信することが可能である。
【０５４３】
　図４１は、本発明の第５の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置の構成を示
す図である。
【０５４４】
　図４１を参照して、管理装置１０４は、図３６に示す本発明の第４の実施の形態に係る
管理装置１０３と比較して、異周波測定制御部２３および設定通知部２４の代わりに、測
定制御部２５および設定通知部２６を有する。
【０５４５】
　測定制御部２５は、無線端末装置２０４と通信中である選択基地局、および、無線端末
装置２０４間で使用される無線信号の周波数と同じ周波数の無線信号であって、選択基地
局以外の無線基地局装置である周辺基地局から送信される無線信号の測定を行う測定タイ
ミング（同一周波測定期間における測定タイミング）を周辺基地局ごとに設定する。
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【０５４６】
　なお、測定タイミングの設定とは、たとえば、測定処理のパラメータとして、測定タイ
ミングの間隔を設定すること、または、測定開始タイミングとしてオフセットＯＳＴ（Ce
ll　Individual　Offset）を設定することを意味する。
【０５４７】
　設定通知部２６は、測定制御部２５により設定された設定内容を取得して、当該設定内
容を、選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信する。
【０５４８】
　なお、図４１における切替要求部２１および端末測定結果取得部２２は、本発明におい
て必須の構成要素ではない。管理装置１０４は、これらの構成要素を備えなくても、周辺
基地局から送信される無線信号の測定において、無線端末装置２０４における周辺基地局
からの無線信号の測定動作を適切に行い、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成
することが可能である。
【０５４９】
　［動作］
　次に、管理装置１０４による測定パラメータの設定動作の流れについて説明する。
【０５５０】
（１）測定タイミングの間隔
　管理装置１０４による測定タイミングの間隔の設定動作は、図２３に示す第２の実施の
形態に係る通信システム４０２の無線基地局装置１０１による測定タイミングの間隔の設
定動作と同様である。
【０５５１】
　すなわち、図２３を参照して、ステップＳ９１からステップＳ９３までの動作は、図６
に示すステップＳ３１からステップＳ３３までの動作と同様であり、測定制御部２５は、
選択基地局と周辺基地局との距離、選択基地局から送信される無線信号の電力に関する情
報および周辺基地局から送信される無線信号の電力に関する情報を取得する。
【０５５２】
　そして、測定制御部２５は、取得した情報に基づいて、周辺基地局から送信される無線
信号の測定タイミングの間隔を設定する。たとえば、測定制御部２５は、選択基地局と周
辺基地局との距離が近いほど測定タイミングの間隔を短く設定する（ステップＳ９４）。
【０５５３】
　なお、測定制御部２５は、たとえば、選択基地局から送信される無線信号の電力が大き
いほど測定タイミングの間隔を短く設定してもよい。また、たとえば、測定制御部２５は
、周辺基地局から送信される無線信号の電力が小さいほど測定タイミングの間隔を短く設
定してもよい。
【０５５４】
　さらに、測定制御部２５は、選択基地局と周辺基地局との距離、選択基地局から送信さ
れる無線信号の電力および周辺基地局から送信される無線信号の電力を総合的に判断する
ことによって測定タイミングの間隔を設定してもよい。
【０５５５】
　次に、管理装置１０４の設定通知部２６は、ステップＳ９４において測定制御部２５に
より設定された測定タイミングの間隔を示す情報を、選択基地局経由で無線端末装置２０
４へ送信する。これにより、無線端末装置２０４は、管理装置１０４から送信された情報
の示す設定内容に基づいて無線信号の測定を行う（ステップＳ９５）。
【０５５６】
（２）測定開始タイミング
　管理装置１０４による測定開始タイミングの設定動作は、図２４に示す第２の実施の形
態に係る通信システム４０２の無線基地局装置１０１による測定開始タイミングの設定動
作と同様である。
【０５５７】
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　すなわち、図２４を参照して、ステップＳ１０１の動作は、図８に示すステップＳ４１
の動作と同様である。
【０５５８】
　次に、測定制御部２５は、複数の無線基地局装置と当該無線基地局装置ごとに設定され
たオフセットＯＳＴとを予め対応づけて記録するメモリを、参照する。そして、測定制御
部２５は、当該メモリから、特定した周辺基地局に対応づけて記録されているオフセット
ＯＳＴを抽出し、測定開始タイミング（同一周波測定動作におけるオフセット）として抽
出したオフセットＯＳＴを設定する（ステップＳ１０２）。
【０５５９】
　次に、設定通知部２６は、ステップＳ１０２において設定した測定開始タイミングすな
わちオフセットＯＳＴを示す情報を、選択基地局経由で無線端末装置２０４へ送信する。
これにより、無線端末装置２０４は、管理装置１０４から送信された設定内容に基づいて
、選択基地局との間で使用されている無線信号の周波数と同じ周波数である無線信号の測
定を行う（ステップＳ１０３）。
【０５６０】
　上述のとおり、本発明の第５の実施の形態に係る通信システム４０５では、測定制御部
２５が、無線端末装置２０４と通信中である選択基地局以外の無線基地局装置である周辺
基地局から送信される無線信号の測定が無線端末装置２０４によって行われるタイミング
である測定タイミングを設定する。また、設定通知部２６が、測定制御部２５による設定
の内容を、選択基地局経由で無線端末装置２０４に通知する。さらに、測定制御部２５は
、周辺基地局ごとに上記設定を行う。
【０５６１】
　このような構成により、周辺基地局ごとにタイミングをずらして無線信号の測定を行う
ことができるため、並行して測定することのできる測定対象の数に限りがあっても、所定
期間内に測定することのできる測定対象の数を従来よりも増やすことができる。このため
、周辺基地局が多数存在する場合であっても測定に時間がかかることを防ぎ、周辺基地局
から送信される無線信号の測定を適切に行うことができ、通信の安定化を図ることができ
る。
【０５６２】
　＜第６の実施の形態＞
　上述した本発明の第４の実施の形態では、無線端末装置２０４は、たとえば、自己と通
信中である選択基地局との通信停止期間を設け、受信対象となる無線信号の周波数を順次
切り替えて、周辺基地局から送信される無線信号の受信を行い、複数の無線基地局装置の
うち選択された無線基地局装置と通信を行う。
【０５６３】
　これに対して、本発明の第６の実施の形態に係る通信システム４０６では、無線端末装
置２０５が、無線信号の送受信を複数の無線基地局装置との間で並行して行うことが可能
である場合について説明する。
【０５６４】
　［構成および基本動作］
　図４２は、本発明の第６の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムの構
成を示す図である。
【０５６５】
　図４２を参照して、本発明の第６の実施の形態に係る通信システム４０６は、図３４に
示す通信システム４０４と同様に、たとえば無線ＬＡＮ方式に従う通信システムであり、
無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅと、管理装置（設定
装置）１０５とを備える。
【０５６６】
　無線基地局装置１０２ＡはセルＣＡを形成し、無線基地局装置１０２ＢはセルＣＢを形
成し、無線基地局装置１０２ＣはセルＣＣを形成し、無線基地局装置１０２ＤはセルＣＤ
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を形成し、無線基地局装置１０２ＥはセルＣＥを形成する。無線基地局装置１０２Ａ，１
０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅは、それぞれ自己が形成するセル内に存在する無
線端末装置２０５との間で無線信号を送受信することにより、無線端末装置２０５と通信
することが可能である。
【０５６７】
　無線端末装置２０５は、無線信号の送受信を複数の無線基地局装置との間で並行して行
うことが可能、すなわちキャリア・アグリゲーションを使用することが可能である。
【０５６８】
　より詳細には、無線端末装置２０５は、まず、自己と通信中である無線基地局装置（以
下、「プライマリ基地局」とも称する）との間で無線信号の送受信を行う。そして、無線
端末装置２０５は、プライマリ基地局との間における無線信号の送受信と並行して、自己
の周囲に位置するプライマリ基地局以外の無線基地局装置（以下、「セカンダリ基地局」
とも称する）から送信される無線信号の測定動作であるセカンダリ測定動作を行う。
【０５６９】
　なお、無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅの各々を「
無線基地局装置１０２」とも称し、プライマリ基地局により形成されるセルを「プライマ
リセル」とも称し、セカンダリ基地局により形成されるセルを「セカンダリセル」とも称
する。
【０５７０】
　そして、たとえば無線端末装置２０５がセカンダリ測定動作を行いながら移動し、セカ
ンダリ基地局へ接近することによって、当該セカンダリ基地局から送信される無線信号の
受信電力の大きさが所定の閾値を超えた場合、当該セカンダリ基地局が無線端末装置２０
５の通信接続先として選択される。
【０５７１】
　そして、無線端末装置２０５は、プライマリ基地局との間における無線信号の送受信と
、通信接続先として選択されたセカンダリ基地局との間における無線信号の送受信とを並
行して行う。
【０５７２】
　そして、たとえば無線基地局装置１０２Ａおよび無線基地局装置１０２Ｂが無線端末装
置２０５との間で通信接続を確立している状況である場合、無線基地局装置１０２Ａおよ
び無線基地局装置１０２Ｂは、それぞれ無線端末装置２０５から送信される無線信号を受
信する。そして、無線基地局装置１０２Ａおよび無線基地局装置１０２Ｂは、無線端末装
置２０５から受信した無線信号をデジタル信号に変換し、管理装置１０５へ送信する。そ
して、管理装置１０５は、無線基地局装置１０２Ａおよび無線基地局装置１０２Ｂからそ
れぞれ受信したデジタル信号を必要に応じて結合し、たとえば図示しないインターネット
側へ送信する。
【０５７３】
　また、管理装置１０５は、たとえば、無線基地局装置１０２Ａおよび無線基地局装置１
０２Ｂが無線端末装置２０５との間で通信接続を確立している状況である場合、インター
ネット側から受信したデジタル信号を、無線基地局装置１０２Ａへ送信するデジタル信号
と、無線基地局装置１０２Ｂへ送信するデジタル信号とに分割し、それぞれ対応の無線基
地局装置へ送信する。そして、無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂは、それぞれ管理装置
１０５から受信したデジタル信号を無線信号に変換して、無線端末装置２０５へ送信する
。
【０５７４】
　また、管理装置１０５は、無線端末装置２０５の動作、すなわち無線端末装置２０５に
よるセカンダリ測定動作に関する設定を行う。
【０５７５】
　次に、通信システム４０６におけるセカンダリセルの有効化処理、すなわち無線基地局
装置１０２Ａがプライマリ基地局であると仮定した場合、セカンダリ基地局である無線基
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地局装置１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅのうちの少なくとも１つのセカンダリ
基地局が無線端末装置２０５の通信接続先として選択されるまでの処理の流れについて説
明する。
【０５７６】
　管理装置１０５、無線基地局装置１０２および無線端末装置２０５は、以下のシーケン
スおよび各フローの各ステップを含むプログラムを図示しないメモリから読み出して実行
する。このプログラムは、外部からインストールすることができる。このインストールさ
れるプログラムは、たとえば記録媒体に格納された状態で流通する。
【０５７７】
　図４３は、本発明の第６の実施の形態に係る無線基地局装置を備える通信システムにお
けるセカンダリセルの有効化処理のシーケンスの一例を示す図である。
【０５７８】
　ここでは、図４２に示すように、無線端末装置２０５が無線基地局装置１０２Ａにより
形成されるセル内に位置し、無線基地局装置１０２Ａと通信中である状態から、さらに、
無線端末装置２０５が移動することにより、セカンダリ基地局である無線基地局装置１０
２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅのうちのいずれかのセカンダリ基地局に接近して当
該セカンダリ基地局との通信を開始する場合を想定する。
【０５７９】
　図４３を参照して、まず、管理装置１０５は、たとえば、ＧＰＳまたはＬＰＰを利用す
ることにより無線端末装置２０５の位置を推定し、推定した無線端末装置２０５の位置情
報と、予め記憶する複数の無線基地局装置１０２の位置情報とに基づいて、無線端末装置
２０５の周囲に存在する１または複数のセカンダリ基地局を特定する。ここでは、管理装
置１０５は、たとえば図４２に示す無線基地局装置１０２Ｂを、無線端末装置２０５の周
囲に位置するセカンダリ基地局として特定する（ステップＳ１８１）。
【０５８０】
　次に、管理装置１０５は、プライマリ基地局、セカンダリ基地局および無線端末装置２
０５のうち少なくとも１つに関する情報に基づいて、無線端末装置２０５によりセカンダ
リ測定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定を行う（
ステップＳ１８２）。たとえば、管理装置１０５は、無線端末装置２０５とプライマリ基
地局との距離、または、無線端末装置２０５とセカンダリ基地局との距離などを用いて、
セカンダリ測定タイミングの間隔の設定を行う。このセカンダリ測定タイミングの間隔の
設定の詳細については後述する。
【０５８１】
　次に、管理装置１０５は、ステップＳ１８１において特定したセカンダリ基地局を示す
識別情報、および、ステップＳ１８２において設定した測定パラメータの設定内容等を、
プライマリ基地局経由で無線端末装置２０５へ通知する（ステップＳ１８３）。
【０５８２】
　次に、無線端末装置２０５は、管理装置１０５から通知された、セカンダリ送受信部を
示す識別情報および測定パラメータの設定内容に基づいて、自己の周囲に位置する１また
は複数のセカンダリ基地局から送信される無線信号に対してセカンダリ測定動作を開始す
る。そして、無線端末装置２０５は、自己の周囲に位置する１または複数のセカンダリ基
地局から送信される無線信号の中から、受信電力の大きさが所定の閾値を超える無線信号
の検出を行う（ステップＳ１８４）。
【０５８３】
　ここでは、無線端末装置２０５がセカンダリ測定動作を行いながら移動し、セカンダリ
基地局である無線基地局装置１０２Ｂへ接近することによって、無線基地局装置１０２Ｂ
から送信される無線信号の受信電力の大きさが所定の閾値を超える場合を想定する。
【０５８４】
　次に、無線端末装置２０５は、セカンダリ測定動作により得られた測定結果を示す測定
結果通知を、プライマリ基地局経由で管理装置１０５へ送信する。この測定結果通知には
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、無線端末装置２０５における受信電力の大きさが所定の閾値を超える無線信号の送信元
、すなわちセカンダリ基地局である無線基地局装置１０２Ｂを示す識別情報等が含まれて
いる（ステップＳ１８５）。
【０５８５】
　次に、管理装置１０５は、無線端末装置２０５から測定結果通知を受けて、セ無線基地
局装置１０２Ｂを、無線端末装置２０５の新たな通信接続先として追加することを決定す
る。そして、管理装置１０５は、無線基地局装置１０２Ｂを新たな通信接続先とすること
を示す通信先追加要求をプライマリ基地局である無線基地局装置１０２Ａへ送信する（ス
テップＳ１８６）。そして、プライマリ基地局は、管理装置１０５から受信した通信先追
加要求を無線端末装置２０５へ送信する（ステップＳ１８７）。
【０５８６】
　次に、無線端末装置２０５は、プライマリ基地局から通信先追加要求を受信すると、こ
の通信先追加要求に従って、セカンダリ基地局により形成されるセカンダリセル、すなわ
ちセルＣＢを有効化する。具体的には、無線端末装置２０５は、プライマリ基地局である
無線基地局装置１０２Ａとの無線信号の送受信に加えて、セカンダリ基地局である無線基
地局装置１０２Ｂとの無線信号の送受信を行うことを決定する（ステップＳ１８８）。
【０５８７】
　［管理装置の構成］
　図４４は、本発明の第６の実施の形態に係る通信システムにおける管理装置の構成を示
す図である。
【０５８８】
　図４４を参照して、管理装置１０５は、信号処理部１８５と、制御部１８８とを有する
。信号処理部１８５は、受信信号処理部１８６と、送信信号処理部１８７とを有し、制御
部１８８は、セカンダリ測定制御部１９５と、設定通知部１９６とを有する。
【０５８９】
　受信信号処理部１８６は、無線基地局装置１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，
１０２Ｅのうち無線端末装置２０５との間で通信接続を確立している無線基地局装置から
デジタル信号を受信する。そして、受信信号処理部１８６は、受信したデジタル信号を必
要に応じて結合して、たとえばインターネット側へ送信する。
【０５９０】
　送信信号処理部１８７は、インターネット側から受信したデジタル信号を必要に応じて
分割し、無線端末装置２０５との間で通信接続を確立している無線基地局装置へ送信する
。
【０５９１】
　たとえば、無線基地局装置１０２Ａに加えて、無線基地局装置１０２Ｂが無線端末装置
２０５との間で通信接続を確立している状況を想定する。このような状況の場合、送信信
号処理部１８７は、インターネット側から受信したデジタル信号を、無線基地局装置１０
２Ａ経由で無線端末装置２０５へ送信されるデジタル信号と、無線基地局装置１０２Ｂ経
由で無線端末装置２０５へ送信されるデジタル信号とに分割する。そして、送信信号処理
部１８７は、分割したデジタル信号をそれぞれ対応の無線基地局装置１０２へ送信する。
【０５９２】
　セカンダリ測定制御部１９５は、無線端末装置２０５とプライマリ基地局との距離、ま
たは、無線端末装置２０５とセカンダリ基地局の距離などを用いて、セカンダリ測定タイ
ミングの間隔の設定を行う。
【０５９３】
　設定通知部１９６は、セカンダリ測定制御部１９５により設定された設定内容を取得し
て、当該設定内容をプライマリ基地局経由で無線端末装置２０５へ送信する。
【０５９４】
　なお、図４４における信号処理部１８５は、本発明において必須の構成要素ではない。
管理装置１０５は、この構成要素を備えなくても、周辺基地局から送信される無線信号の
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測定において、無線端末装置２０５における周辺基地局からの無線信号の測定動作を適切
に行い、通信の安定化を図るという本発明の目的を達成することが可能である。
【０５９５】
　［動作］
　次に、管理装置１０５による測定パラメータの設定動作の流れについて説明する。
【０５９６】
　（具体例１）無線端末装置とプライマリ基地局との距離に基づく設定
　無線端末装置２０５とプライマリ基地局との距離に基づく、管理装置１０５による測定
パラメータの設定動作は、図２９に示す第３の実施の形態に係る通信システム４０３の無
線基地局装置３０１による設定動作と同様である。
【０５９７】
　すなわち、図２９を参照して、まず、管理装置１０５は、無線端末装置２０５の位置情
報と、予め記憶する無線基地局装置１０２の位置情報とに基づいて、無線端末装置２０５
と、無線端末装置２０５と通信中であるプライマリ基地局との距離を算出する（ステップ
Ｓ１３１）。
【０５９８】
　次に、管理装置１０５のセカンダリ測定制御部１９５は、算出された無線端末装置２０
５とプライマリ基地局との距離に基づいて、セカンダリ測定タイミングの間隔を設定する
。
【０５９９】
　ここで、無線端末装置２０５とプライマリ基地局との距離が遠いほど、無線端末装置２
０５はプライマリセルのセルエッジ付近に位置している可能性が高く、無線端末装置２０
５がプライマリセルの中心付近に位置している場合と比較して、無線端末装置２０５およ
びプライマリ基地局間の通信品質が悪い可能性が高い。このため、無線端末装置２０５と
プライマリ基地局との距離が遠い場合ほど、無線端末装置２０５の通信接続先となるセカ
ンダリ基地局の選択を早期に行う必要性が高い。
【０６００】
　従って、セカンダリ測定制御部１９５は、たとえば、無線端末装置２０５とプライマリ
基地局との距離が遠い状況であるほど、セカンダリ基地局から送信される無線信号の測定
が高い頻度で行われるように、セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する（ステッ
プＳ１３２）。
【０６０１】
　次に、管理装置１０５の設定通知部１９６は、セカンダリ測定制御部１９５により設定
されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を、プライマリ基地局経由で無線端末
装置２０５へ送信する。これにより、無線端末装置２０５は、管理装置１０５から送信さ
れた情報の示す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１３３）。
【０６０２】
　（具体例２）無線端末装置とセカンダリ基地局との距離に基づく設定
　無線端末装置２０５とセカンダリ基地局との距離に基づく、管理装置１０５による測定
パラメータの設定動作は、図３０に示す第３の実施の形態に係る通信システム４０３の無
線基地局装置３０１による設定動作と同様である。
【０６０３】
　すなわち、図３０を参照して、まず、管理装置１０５は、無線端末装置２０５の位置情
報と、予め記憶する無線基地局装置１０２の位置情報とに基づいて、図４３に示すステッ
プＳ１８１において特定された１または複数のセカンダリ基地局ごとに無線端末装置２０
５との距離を算出する（ステップＳ１４１）。
【０６０４】
　次に、管理装置１０５のセカンダリ測定制御部１９５は、算出された無線端末装置２０
５と特定された各セカンダリ基地局との距離に基づいて、セカンダリ基地局ごとにセカン
ダリ測定タイミングの間隔を設定する。
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【０６０５】
　ここで、無線端末装置２０５とセカンダリ基地局との距離が遠いほど、無線端末装置２
０５およびセカンダリ基地局間の通信品質が悪い可能性が高い。従って、セカンダリ測定
制御部１９５は、たとえば、無線端末装置２０５との距離が遠いセカンダリ基地局ほど、
セカンダリ測定動作の頻度を少なくして電力の消費を抑えるため、セカンダリ測定タイミ
ングの間隔を長く設定する（ステップＳ１４２）。
【０６０６】
　たとえば、無線端末装置２０５の周囲に存在するセカンダリ基地局として、無線基地局
装置１０２Ｂおよび無線基地局装置１０２Ｃが特定された場合であって、無線端末装置２
０５と無線基地局装置１０２Ｂとの距離の方が、無線端末装置２０５と無線基地局装置１
０２Ｃとの距離よりも遠い場合を想定する。この場合、セカンダリ測定制御部１９５は、
無線基地局装置１０２Ｂから送信される無線信号のセカンダリ測定タイミングの間隔を、
無線基地局装置１０２Ｃから送信される無線信号のセカンダリ測定タイミングの間隔より
も長く設定する。
【０６０７】
　次に、管理装置１０５の設定通知部１９６は、セカンダリ測定制御部１９５により設定
されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を、プライマリ基地局経由で無線端末
装置２０５へ送信する。これにより、無線端末装置２０５は、管理装置１０５から送信さ
れた情報の示す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１４３）。
【０６０８】
　（具体例３）プライマリ基地局からの無線信号の受信電力の大きさに基づく設定
　プライマリ基地局からの無線信号の受信電力の大きさに基づく、管理装置１０５による
測定パラメータの設定動作は、図３１に示す第３の実施の形態に係る通信システム４０３
の無線基地局装置３０１による設定動作と同様である。
【０６０９】
　すなわち、図３１を参照して、まず、管理装置１０５は、プライマリ基地局から送信さ
れる無線信号の無線端末装置２０５における受信電力に関する情報を取得する（ステップ
Ｓ１５１）。
【０６１０】
　次に、管理装置１０５のセカンダリ測定制御部１９５は、ステップＳ１５１において取
得した受信電力に関する情報に基づいて、セカンダリ測定タイミングを設定する。
【０６１１】
　ここで、プライマリ基地局から送信される無線信号の無線端末装置２０５における受信
電力が小さいほど、無線端末装置２０５およびプライマリ基地局間の通信品質が悪い可能
性が高い。このため、プライマリ基地局から送信される無線信号の無線端末装置２０５に
おける受信電力が小さいほど、無線端末装置２０５の通信接続先となるセカンダリ基地局
の選択を早期に行う必要性が高い。
【０６１２】
　従って、セカンダリ測定制御部１９５は、たとえば、プライマリ基地局から送信される
無線信号の無線端末装置２０５における受信電力が小さいほど、セカンダリ基地局から送
信される無線信号の測定が高い頻度で行われるように、セカンダリ測定タイミングの間隔
を短く設定する（ステップＳ１５２）。
【０６１３】
　次に、管理装置１０５の設定通知部１９６は、セカンダリ測定制御部１９５により設定
されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を、プライマリ基地局経由で無線端末
装置２０５へ送信する。これにより、無線端末装置２０５は、管理装置１０５から送信さ
れた情報の示す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１５３）。
【０６１４】
　（具体例４）セカンダリ基地局からの無線信号の周波数に基づく設定（１）
　セカンダリ基地局からの無線信号の周波数に基づく、管理装置１０５による測定パラメ
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ータの設定動作は、図３２に示す第３の実施の形態に係る通信システム４０３の無線基地
局装置３０１による設定動作と同様である。
【０６１５】
　すなわち、図３２を参照して、まず、管理装置１０５は、図４３に示すステップＳ１８
１において特定された１または複数のセカンダリ基地局から送信される無線信号に関する
情報を取得する。この無線信号に関する情報には、各セカンダリ基地局から送信される無
線信号の周波数を示す情報が含まれている（ステップＳ１６１）。
【０６１６】
　次に、管理装置１０５のセカンダリ測定制御部１９５は、ステップＳ１６１において取
得した無線信号に関する情報に基づいて、セカンダリ基地局ごとに、セカンダリ測定タイ
ミングを設定する。
【０６１７】
　ここで、セカンダリ基地局から送信される無線信号の周波数が高い場合、当該無線信号
の減衰が大きく無線端末装置２０５との間の通信品質が悪くなるため、当該セカンダリ基
地局を通信接続先とする無線端末装置の数は比較的少ないことが考えられる。このため、
無線端末装置２０５の通信接続先として当該セカンダリ基地局が選択された場合、無線端
末装置２０５および当該セカンダリ基地局間の通信速度の設定値を大きくすることができ
る可能性が高い。
【０６１８】
　従って、セカンダリ測定制御部１９５は、たとえば、特定されたセカンダリ基地局のう
ち、送信する無線信号の周波数が高いセカンダリ基地局ほど、セカンダリ測定動作が優先
的に多く行われるように、セカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定する（ステップＳ
１６２）。
【０６１９】
　たとえば、無線端末装置２０５の周囲に存在するセカンダリ基地局として、無線基地局
装置１０２Ｂおよび無線基地局装置１０２Ｃが特定された場合であって、無線基地局装置
１０２Ｂから送信される無線信号の周波数がｆ４であり、無線基地局装置１０２Ｃから送
信される無線信号の周波数がｆ５であり、周波数ｆ５が周波数ｆ４よりも高い場合（ｆ５
＞ｆ４）を想定する。この場合、セカンダリ測定制御部１９５は、無線基地局装置１０２
Ｂからの周波数ｆ４の無線信号のセカンダリ測定タイミングの間隔よりも、無線基地局装
置１０２Ｃからの周波数ｆ５の無線信号のセカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定す
る。
【０６２０】
　次に、管理装置１０５の設定通知部１９６は、セカンダリ測定制御部１９５により設定
されたセカンダリ測定タイミングの間隔を示す情報を、プライマリ基地局経由で無線端末
装置２０５へ送信する。これにより、無線端末装置２０５は、管理装置１０５から送信さ
れた情報の示す設定内容に基づいてセカンダリ測定動作を行う（ステップＳ１６３）。
【０６２１】
　（具体例５）セカンダリ基地局からの無線信号の周波数に基づく設定（２）
　具体例５におけるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れは、図３２に示す
具体例４におけるセカンダリ測定タイミングの間隔の設定動作の流れと概ね同様であり、
ステップＳ１６２におけるセカンダリ測定タイミングの設定動作のみ異なるため、ここで
は具体例４と異なる点であるステップＳ１６２の動作について説明する。
【０６２２】
　上述した具体例４では、図３２に示すステップＳ１６２において、セカンダリ測定制御
部１９５は、セカンダリ基地局から送信される無線信号の周波数が高いほどセカンダリ測
定タイミングの間隔を短く設定する。これに対して、具体例５では、セカンダリ測定制御
部１９５は、たとえば、セカンダリ基地局から送信される無線信号の周波数が高いほどセ
カンダリ測定タイミングの間隔を長く設定する。
【０６２３】
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　ここで、セカンダリ基地局から送信される無線信号の周波数が低い場合、当該無線信号
の減衰が小さく無線端末装置２０５との間の通信品質が良くなる。このため、セカンダリ
測定制御部１９５は、特定されたセカンダリ基地局のうち、送信する無線信号の周波数が
低いセカンダリ基地局ほど優先的に多くの測定が行われるように、セカンダリ測定タイミ
ングの間隔を短く設定する。
【０６２４】
　たとえば、無線端末装置２０５の周囲に存在するセカンダリ基地局として、無線基地局
装置１０２Ｂおよび無線基地局装置１０２Ｃが特定された場合であって、無線基地局装置
１０２Ｂから送信される無線信号の周波数がｆ４であり、無線基地局装置１０２Ｃから送
信される無線信号の周波数がｆ５であり、周波数ｆ５が周波数ｆ４よりも高い場合（ｆ５
＞ｆ４）を想定する。この場合、セカンダリ測定制御部１９５は、無線基地局装置１０２
Ｃからの周波数ｆ５の無線信号のセカンダリ測定タイミングの間隔よりも、無線基地局装
置１０２Ｂからの周波数ｆ４の無線信号のセカンダリ測定タイミングの間隔を短く設定す
る。
【０６２５】
　なお、本発明の第６の実施の形態に係る通信システム４０６における管理装置１０５は
、上述した具体例１から具体例５に記載の形態に限定されず、たとえば、「無線端末装置
２０５とプライマリ基地局との距離」（具体例１）、「無線端末装置２０５とセカンダリ
基地局との距離」（具体例２）、「プライマリ基地局からの無線信号の受信電力の大きさ
」（具体例３）、および、「セカンダリ基地局からの無線信号の周波数」（具体例４およ
び具体例５）のうち少なくとも２つ以上を基準とし、たとえば各基準に基づく評価関数を
用いることによって、これらの基準を総合的に判断してセカンダリ測定タイミングの間隔
を設定することも可能である。
【０６２６】
　上述のとおり、本発明の第５の実施の形態に係る通信システム４０６では、セカンダリ
測定制御部１９５が、プライマリ基地局、セカンダリ基地局および無線端末装置２０５の
うち少なくとも１つに関する情報に基づいて、無線端末装置２０５によってセカンダリ測
定動作が行われるタイミングであるセカンダリ測定タイミングの設定を行う。また、設定
通知部１９６が、セカンダリ測定制御部１９５による設定の内容を、無線基地局装置３０
４経由で無線端末装置２０５に通知する。
【０６２７】
　このような構成により、たとえば、無線端末装置２０５およびプライマリ基地局間の通
信品質が悪く、無線端末装置２０５の通信接続先となるセカンダリ基地局の選択を早期に
行う必要がある状況において、所定期間内の測定が頻繁に行われるようにセカンダリ測定
タイミングの間隔を設定するなど、状況に応じた適切なタイミングでセカンダリ測定動作
を行うことができるため、通信の安定化を図ることができる。
【０６２８】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は、上記説明ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均
等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０６２９】
　１１　ハンドオーバ要求部
　１２　ハンドオーバ指示部
　１５　端末測定結果取得部
　１６　異周波測定制御部
　１７　設定通知部
　１８　測定制御部
　１９　設定通知部
　２１　切替要求部
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　２２　端末測定結果取得部
　２３　異周波測定制御部
　２４　設定通知部
　２５　測定制御部
　２６　設定通知部
　９１　アンテナ
　９２　サーキュレータ
　９３　無線受信部
　９４　無線送信部
　９５　信号処理部
　９６　受信信号処理部
　９７　送信信号処理部
　９８　制御部
　１０１，１０１Ａ，１０１Ｂ　無線基地局装置（設定装置（第１の実施の形態および第
２の実施の形態））
　１０２，１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃ，１０２Ｄ，１０２Ｅ　無線基地局装置
　１０３，１０４，１０５　管理装置（設定装置（第４の実施の形態、第５の実施の形態
および第６の実施の形態））
　１８１，１９１ａ，１９１ｂ，１９１ｃ　アンテナ
　１８２，１９２ａ，１９２ｂ，１９２ｃ　サーキュレータ
　１８３，１９３ａ，１９３ｂ，１９３ｃ　無線受信部
　１８４，１９４ａ，１９４ｂ，１９４ｃ　無線送信部
　１８５　信号処理部
　１８６　受信信号処理部
　１８７　送信信号処理部
　１８８　制御部
　１８９，１９５　セカンダリ測定制御部
　１９０，１９６　設定通知部
　２０２，２０３，２０４，２０５　無線端末装置
　３０１　無線基地局装置（設定装置（第３の実施の形態））
　３０２　プライマリ送受信部（プライマリ基地局）
　３０３，３０３ａ，３０３ｂ，３０３ｃ　セカンダリ送受信部（セカンダリ基地局）
　４０１，４０２，４０３，４０４，４０５，４０６　通信システム
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